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平成19年９月21日（金曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第12号 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第38条の２第３項に

規定する任意入院者の症状等の

報告に関する条例

○議案第14号 平成18年度公営企業会計決算の

認定について

○議案第17号 財産の取得について

○議案第18号 損害賠償の額の決定について

○請願第３号 割賦販売法の改正を求める請願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・診療料金のクレジットカードによる支払いの

導入について

・「不適正な事務処理」の調査結果について

・平成１８年度県内市町村普通会計決算見込み

について

・平成１９年地価調査結果の概要について

・高千穂鉄道の休止期間の延長等について

・地上デジタル放送の現状について

・最近の市町村合併の動き等について

・（株）コムスンに係る事業の承継について

・「宮崎県における総合的自殺対策に関する提

言書」について

・知的障がい者の職場体験実習の受入について

・レプトスピラ症対策の実施について

出席委員（９人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

委 員 新 見 昌 安

委 員 前屋敷 恵 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 植 木 英 範

病 院 局 次 長 山 下 健 次兼 経 営 管 理 課 長

県 立 宮 崎 病 院 長 豊 田 清 一

県 立 日 南 病 院 長 脇 坂 信一郎

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立富養園長代理 小 川 泰 洋

地域生活部

地 域 生 活 部 長 丸 山 文 民

地 域 生 活 部 次 長 興 梠 徹（文化・啓発担当）

地 域 生 活 部 次 長 森 山 順 一（地域政策担当）

地 域 生 活 部 次 長 太 田 英 夫（交通・情報・国際担当)

部参事兼生活・文化課長 日 高 勝 弘

交 通 安 全 対 策 監 湯 地 幸 一

文化・文教企画監 道 久 奉 三

青少年男女参画課長 井 上 昌 憲

男 女 共 同 参 画 監 舟 田 美揮子

人権同和対策課長 酒 井 勇
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部副参事兼市町村課長 江 上 仁 訓

地 域 振 興 課 長 湯 浅 真 一

総 合 交 通 課 長 加 藤 裕 彦

情 報 政 策 課 渡 邉 靖 之

国 際 政 策 課 長 田 原 新 一

市町村合併支援室長 坂 本 義 広

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

福 祉 保 健 部 次 長 松 田 豊（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 宮 脇 和 寛（保健・医療担当）

福 祉 保 健 課 長 松 原 憲

医 療 薬 務 課 長 高 屋 道 博

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 舟 田 宏

高 齢 者 対 策 課 長 畝 原 光 男

児 童 家 庭 課 長 西 野 博 之

少 子 化 対 策 監 佐 藤 健 司

障 害 福 祉 課 長 村 岡 精 二

障害福祉課部副参事 杉 本 隆 史

衛 生 管 理 課 長 川 畑 芳 廣

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 斉 藤 安 彦

議 事 課 主 任 主 事 大 野 誠 一

ただいまから生活福祉常任委員○十屋委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○十屋委員長

します。

なお、本日は、各部より不適正な事務処理に

ついて報告がなされる予定となっております。

議案以外の報告事項でございますが、十分な質

疑を行うため、各部ごとに議案及び不適切な事

務処理について以外の報告事項の説明及び質疑

が終わった後、不適正な事務処理についての説

明、質疑を行いたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、公営企業会計決算の審査についてであ

ります。今回付託を受けました議案第14号につ

きましては、議会運営委員会の申し合わせによ

り閉会中の継続審査となります。そこで、閉会

中の審査の日程についてであります。本来は今

定例会の審査終了後にお諮りすべきであります

が、本日の審査のあり方にもかかわってきます

ので、この際、閉会中の日程についてお諮りし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、決算審査の日程につ○十屋委員長

きましては、お手元に配付の日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○十屋委員長

します。

なお、議案第14号は、ただいま決定いたしま

した日程で細かな審査を行いますので、本日の

委員会におきましては、執行部からの説明は概

要にとどめることとし、質疑も特に今回必要が

あるものに限っていただきますようお願いいた

します。

次に、執行部の不在についてであります。健

康増進課の古家福祉保健部副参事が病気療養の

ため欠席する旨の不在届が提出されております

ので、御承知いただきますようお願いいたしま
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す。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

本委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

病院局関係の議案の御説明に○植木病院局長

先立ちまして、いわゆる不適正な事務処理につ

きまして若干お時間をいただきたいと存じま

す。

この問題につきましては、約３カ月間にわた

る全庁的な調査が行われ、去る９月５日に最終

報告書が取りまとめられたところであります。

御承知のとおり、病院局におきましては、平

成14年度から17年度にかけて、県立宮崎病院と

延岡病院におきまして、該当する案件が２件ご

ざいました。現在、病院局は、中期経営計画の

目標達成に向けまして職員一丸となって取り組

んでいるさなかに、このような一部の職員によ

る不適正な事務処理が発覚いたしまして、病院

事業全体に対します県民の皆様の信頼を損なう

ことになり、まことに残念であり、県民の皆

様、県議会の皆様方に大変申しわけなく、心よ

りおわびを申し上げる次第でございます。申し

わけございませんでした。私たち病院の幹部職

員といたしまして、今後は関係した職員への厳

正な処分はもとより、職員の意識改革や厳正な

財務事務の徹底など、再発防止に向けた対策を

着実に実施いたしまして、信頼回復に全力で取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。詳細につきましては、後ほど報告事項の中

で山下次長のほうから説明をいたさせます。

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案につきまして、その概要を御説

明申し上げます。

お手元の「平成19年９月定例県議会提出議

案」をごらんください。表紙をめくっていただ

きまして目次をごらんいただきたいと思いま

す。病院局の関係は目次の下のほうでございま

すが、議案第14号「平成18年度公営企業会計決

算の認定について」、もう一つ、一番下の議案

第18号「損害賠償の額の決定について」の２つ

の議案でございます。

同じ議案書の議案第14号のインデックスのと

ころ、ページで申しますと37ページをお開き願

います。これは、平成18年度宮崎県立病院事業

会計の決算について、地方公営企業法第30条第

４項の規定に基づきまして、議会の認定に付す

るものでございます。詳細につきましては、後

ほど次長から説明をいたさせますが、御承知の

とおり、県立病院事業につきましては、平成18

年４月１日から公営企業法の規定の全部を適用

することとし、より企業性を発揮し、自立的な

事業運営が可能となる経営体制として新たに病

院局を設置したところでございます。この体制

のもとで昨年８月には、18年度を初年度とし

て22年度までの５年間で全病院の黒字化を目指

す中期経営計画を策定したところでございま

す。この計画のもとで18年度においては、７対

１看護体制の導入、業務の委託化、医薬品や小

型医療機器の共同購入の実施など、さまざまな

取り組みを行ったところでございます。この結

果、収益は、診療単価はアップしたにもかかわ

らず、患者数が減少したこと等によりまして、

前年度に比べて５億3,200万円余の減少となりま

した。一方、費用は、業務委託に伴う職員数の

減等により給与費が減少したこと等により、前
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年度に比べて19億1,900万円余の減少となりまし

た。その結果、純損失は17億1,100万円余となっ

たところでございます。これは前年度に比べま

して13億8,700万円余の改善でありまして、中期

経営計画の目標値との比較でも６億2,100万円余

の赤字圧縮ということになったところでござい

ます。

以上、18年度の県立病院事業につきまして

は、中期経営計画のスタートの年としておおむ

ね順調に進めることができたと考えております

が、引き続き、さらなる経営改善に向けて病院

局職員一丸となり、全力を挙げて取り組んでま

いる所存でございます。

次に、議案書の議案第18号のインデックスの

ところ、ページで申しますと45ページをお開き

願います。これは、県立延岡病院におきまして

平成18年10月に発生をいたしました医療上の事

故に対する損害賠償の額を定めることについ

て、「宮崎県立病院事業の設置等に関する条

例」の第９条の規定により県議会の議決をお願

いするものであります。

続きまして、１件、御報告をさせていただき

たいと存じます。お手元にお配りをいたしてお

ります「生活福祉常任委員会資料」の２ページ

をお開き願います。診療料金のクレジットカー

ドによる支払いの導入についてでございます。

昨年８月に策定をいたしました宮崎県病院事業

中期経営計画において、患者の利便性の向上を

図る観点から取り組む事項となっておりました

が、今回準備が整い、10月１日から宮崎病院等

の県立３病院に導入するものでございます。

私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

それでは、私から詳細につ○山下病院局次長

いて御説明をいたします。

今回審査をお願いしておりますのは、議案が

２件、報告事項が２件でございますが、このう

ち、報告事項１件、いわゆる不適正な事務取り

扱いの件につきましては後ほど御説明をさせて

いただきます。

まず、議案第14号「平成18年度公営企業会計

決算の認定について」でございます。先ほど局

長が申し上げましたように、議案書では37ペー

ジ、別途横長の白い冊子で「平成18年度宮崎県

立病院事業決算書」というのをお配りしてある

と思いますけれども、説明のほうは、別にお配

りをしております常任委員会資料の別冊資料と

いうのがあると思いますが、それに沿って御説

明をさせていただきます。

開いていただきまして、決算の状況、総括的

な事項でございますが、先ほど局長申し上げま

したように、昨年４月から地方公営企業法の規

定の全部適用、その最初の年度の決算というこ

とでございます。この間、18年度には８月に中

期経営計画を策定し、また18年度、収益の観点

からは、例の７対１の入院基本料の取得、ある

いはその他の施設基準の取得等の取り組みを

行ったところでございます。一方、費用削減の

観点から、現業業務の委託化、医薬品等の共同

購入、病棟削減といったことで経費の削減及び

経営の効率化を図ったところでございます。ま

た、医療の内容といたしましては、宮崎病院に

がん治療センターを整備するなどの高度で良質

な医療を提供する体制整備にも取り組んだとこ

ろでございます。この結果、18年度決算におき

ましては、純損失が17億1,100万円余ということ

で、昨年比13億8,700万円余の改善となったとこ

ろでございます。また、中期目標との比較でも

６億2,100万円余の赤字圧縮となったところでご

ざいます。県立病院の現在の状況につきまして
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は、下の表のとおりでございます。

続きまして、２ページをごらんいただきたい

と思います。まず、収益的収支の総括的な事項

でございます。病院ごとと総計と収益と費用、

そしてその結果としての当期の純損益というこ

とで掲げておりますが、総収益、一番右端の欄

をごらんいただきますと、病院事業収益、総体

で256億500万、それに対して費用が273億1,700

万ということで、当期の純損益17億1,200万と

なったところでございます。その下、前年度の

当期の純損失31億弱あったわけですけれども、

それからの改善が13億8,700万円になったと。一

方、中期経営計画では23億3,300万円を予定して

おったところでございますが、これに対しても

６億2,100万余の改善になったと。しかしなが

ら、18年度未処理欠損金として、これまでの赤

字の総体としてはさらに17億余積み上がって243

億2,800万円余になったということでございま

す。

これを個別の病院ごとに見たのが、左のほう

を見ていただきますと、それぞれ病院ごとに当

期の純損益の欄で申し上げますと、宮崎病院の

み黒字、いち早く黒字に転換したわけでござい

ますが、昨年度８億2,900万円の赤字だったもの

を一気に黒字回復したということでございま

す。中期経営計画でも赤字を予定しておったわ

けでございますが、黒字になったということで

ございます。延岡病院につきましては７億500万

円の赤字、残念ながら、また詳しい説明はそれ

ぞれ病院の決算の中で御説明があるかと思いま

すけれども、医師の開業等によりまして収益が

伸びなかったということで、中期経営計画の予

定が４億9,100万円の赤字であったわけですが、

予定よりも悪化したということでございます。

日南病院につきましては、７億3,500万円余の赤

字ということでございますが、ここは中期経営

計画より１億3,500万円余の回復をした。赤字圧

縮だということで、これも計画より一歩先を進

んでいるという状況でございます。さらに、富

養園につきましても、３億3,900万円余の赤字で

はございますが、昨年度10億近くあった赤字を

一挙に圧縮したということで、中期経営計画と

の比較でも1,200万円の赤字圧縮ということでご

ざいます。総括的にはそのような状況になって

おります。

右のほうに概要として収益と費用というふう

に掲げておりますが、収益につきましては、先

ほど申し上げたとおり、256億余、費用が273億

余ということで、収益が対前年度赤だったにも

かかわらず、費用が相当低減できたということ

で今回のような結果になっております。その結

果としての収支がその下にございます。平成18

年度決算の状況として、これは対前年比で総体

を比較をしておるところでございます。概括的

に申し上げれば、収益が対前年比２％の減、５

億3,200万円余の減、一方、費用のほうが対前年

比6.6％の減、つまり19億1,900万と５億3,200万

との差、この差が収支改善に大きく影響をした

ということでございます。当年度純利益につき

ましては、一番下のほうに書いてございます。

ただ、残念なことに、なお繰越利益剰余金は243

億余ということで、相当高額に上っておるとこ

ろでございます。

次に、４ページから５ページ、６ページ、７

ページにつきましては、各病院ごとの収益の状

況でございますが、これはまた10月のほうでそ

れぞれ病院ごとに審査をしていただきますの

で、説明は省略させていただきます。

続きまして、８ページをごらんいただきたい

と思います。こういった収益の結果が出たその
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基礎となる患者数の状況はどうだったかという

ことをまとめております。一番上にございます

ように、入院外来ともに、これは延べですが、

いずれも減少をしている。こういった実態が収

益の中身としてはございます。減少の主な要因

として、在院日数の短縮化とかあるいは地域連

携の推進、この辺はどちらかというといわゆる

高度医療を目指す県立病院としてはある意味で

はやむを得ない部分でございます。それから、

入院中心の医療へということ、この点も含めて

そういう部分がございますが、一方では民間医

療機関の充実、これは特に都市部といいます

か、こういったところで顕著なわけでございま

す。これと関連はいたしますけれども、特に延

岡病院につきましては、県立病院にいたベテラ

ンの医師が開業した、その点が非常に大きく影

響しているという点がございます。個別の病院

ごとには、下のほうの表にございますが、この

中で唯一伸びているのが宮崎病院の入院患者と

いう状況でございます。対前年比で0.6％という

ことでわずかに伸びているという状況でござい

ます。こういった患者が伸びなかった、むしろ

減少したというにもかかわらず、収益として伸

びたという要素としては、やはり患者の単価が

上がった。患者の単価が上がる理由というの

は、高度医療をやった結果であると。つまり患

者単価が高かったということでございます。特

に心臓血管系の病気とかそういったところで診

療報酬がふえたということでございます。総体

として患者数はそのような状況にございます。

こういった入院、外来の、特に外来の患者が少

なくなる、あるいは横ばいになるという傾向

は、先ほど申し上げたように、入院中心の医療

というところからある意味ではやむを得ない部

分がございます。これは民間医療機関との連携

という点でも、いわゆる医療資源の効率的な活

用という点からもやむを得ないという点はある

かと思います。

次に、資本的収支、９ページをごらんいただ

きたいと思いますが、資本的収支についての説

明でございます。この資本的収支というのは、

事業効果が１事業年度だけではなくて長期間に

わたって影響する収入及び支出について掲げた

ものでございます。総収入が20億4,680万、総支

出が33億2,651万ということで、差し引き支出超

過が12億7,971万円余ということでございます

が、この差につきましては、いわゆる資本的収

支、一番下に書いてありますけれども、損益勘

定留保資金等で補てんをしたものでございま

す。この損益勘定留保資金というのは何かとい

いますと、固定資産の減価償却をほとんどとす

るものでございますけれども、この減価償却と

いうのは、毎年度費用化はするけれども、現金

の支出はない、その分は内部に留保しておいて

後年度の資本的収支の不足に充てるという経営

形態をとっておりますので、このようなことに

なっております。主な整備の内容といたしまし

ては、そこに掲げておりますように、建設工事

等あるいは医療器械等の購入、それから、ほぼ

整備は進みましたけれども、電子カルテシステ

ムの整備、こういったものに充てたところでご

ざいます。各病院ごとには以下の表でございま

す。

次に、10ページ、比較貸借対照表、いわゆる

バランスシートというものでございます。本来

は右と左に分けて書いてあるんですけれども、

右と左の表がバランスしているという意味でバ

ランスシートというふうに言っておりますけれ

ども、資産と負債・資本の部と左と右に書き分

けまして、それぞれバランスしていると。この
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表は何を見るかといいますと、年度末時点の資

産の状況、ストックの状況をあらわしたもので

ございまして、企業が持っている現金等も含め

まして、資産等がどういったもので構成されて

いるかというのが一つと、その資産がどういっ

た資本で調達されたものであるかというのを見

るものでございます。資産の合計、負債・資本

の合計は一致するというのがバランスシートで

ございまして、資産合計573億9,159万791円とい

うことで、これは対前年度比減っておるんです

けれども、当然減価償却をいたしますので、有

形固定資産の評価は減るということでございま

す。それから、ふえたものとしては、電子カル

テシステム、無形固定資産といっていますが、

ソフトウエアのものは無形固定資産で計上して

いるものでございます。それから、負債・資本

の合計のほうで流動負債が減っております。未

払い金の減少等によるもの、企業債の償還等に

よるものということでございまして、それぞれ

減少しているということでございます。

次に、12ページをごらんいただきたいと思い

ます。きのうの本会議でもちょっと出ましたけ

れども、企業債の状況でございます。18年度企

業債の借入金で６億7,000万円借り入れをいたし

ました。これは医療器械とか電子カルテシステ

ムの整備に充てたものでございます。借りたの

が６億7,000万で、返したのが24億8,281万とい

うことで、償還額が多くなっておりますけれど

も、これは過去の投資、特に延岡、日南の建設

に係る起債の償還分が多いということでござい

ます。この結果、年度末の残高が368億円余とい

うことでございます。下のほうにそれぞれの病

院の償還状況を書いておりますが、18年度末の

残高はそれぞれの病院ごとに掲げておるところ

でございます。

最後に、キャッシュフロー計算書、17年度の

決算からこのキャッシュフロー計算書というの

をおつけしております。従来いわゆる財務諸表

というのが収益的収支と資本的収支、それにバ

ランスシートだけであったわけですけれども、

現金の動きはどうなのかということを見るとい

うことでキャッシュフロー計算書を これは―

法上の義務はないんですけれども、おつけをし

ております。これは何を見るかといいますと、

現実に企業の中を流れた資金が年度末ではどう

なったかというのを現金ベースで見るというこ

とでございます。既に企業のほうでは、一部上

場企業につきましては2000年、平成12年から報

告が義務づけされておるところでございますけ

れども、まだ地方公営企業法には法的には義務

づけのない計算書でございます。この結果は、

現金預金は期末に幾ら残っているか、前年比で

幾ら減ったのかというのをあらわすものでござ

います。事業活動によるキャッシュフローと投

資活動によるキャッシュフロー、財務活動によ

るキャッシュフローということでそれぞれ性格

づけをしておりますけれども、本来は事業活動

によるキャッシュフローで現金を蓄えてといい

ますか、それが投資活動なりに回るというのが

理想的ではございます。ただ、先ほど申し上げ

たように17億余の赤字決算ということで、この

ような現金が減る経営になっているということ

でございます。決算につきましては以上でござ

います。

続きまして、議案第18号「損害賠償の額の決

定について」でございます。議案書、45ページ

でございますけれども、説明につきましては、

「生活福祉常任委員会資料」をごらんいただき

たいと思います。１ページをごらんいただきた

いと思います。損害賠償の概要でございます
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が、昨年10月に延岡病院で発生したものでござ

いまして、気管挿管中の患者が心肺停止状態か

ら蘇生後低酸素脳症となり、結果的に死亡した

ことについて、損害賠償に関する和解が調った

ということで、現時点では和解の仮契約を結ん

でいるというところでございます。

事故の概要でございますけれども、患者は63

歳の男性でございまして、９月の中旬から両下

肢のしびれと脱力、27日には立てなくなっ

た、30日には食事もとれないという状況の中

で10月２日に延岡病院を受診いたしました。急

性に進行する多発性神経炎が認められたという

ことで入院となりました。３日になりまして、

特にギランバレー症候群という病気ですけれど

も、これを疑って諸検査を行った。その検査の

途中で呼吸が苦しくなって、病室に帰ってから

呼吸困難ということになったので、気管内挿管

による換気ということを行ったわけですが、患

者が自分で無意識にその後、気管チューブを抜

いてしまったため、再度挿管ということでござ

います。このギランバレー症候群につきまして

は、下に米印で書いておりますが、多発性の神

経炎の一つで主に筋肉を動かす運動神経が障害

される。四肢に力が入らなくなる。立てなく

なったとか、あるいはしびれ、脱力、こういっ

た症状だろうと思いますけれども、重症の場合

は同じく神経の障害がありまして、中枢神経障

害性の呼吸不全を来す。一時的に気管切開ある

いは人工呼吸器を要する場合もあるということ

でございます。再度挿管を行った後、医師が別

室で家族へ病状説明をする。その中で、看護師

も詰所での作業のため、病室を離れた。その間

の数分間に病室に監視、看護を行う者がいない

という状態がございました。その後、医師が説

明を終えて帰ったところ、患者が心肺停止状態

となっていたということで、蘇生措置を行った

けれども、低酸素脳症となって、結果的には２

月12日に亡くなられたということでございま

す。

損害賠償の理由といたしましては、低酸素脳

症になって死亡したのは、やはり発見がおくれ

たということ、つまり多発性神経炎を疑ってい

るそういう中で、先ほど申し上げたように、中

枢神経障害性の呼吸不全もあり得るという中で

常時監視、看護すべきであった。その点につい

てミスがあるというふうになったわけでござい

ます。損害賠償額1,900万円余ということで、既

に和解の仮契約を締結いたしておるところでご

ざいます。予算措置につきましては、病院賠償

責任保険から全額補てんされます。議案第18号

については以上でございます。

次に、その他の報告事項、１件、同じ委員会

資料の２ページをごらんいただきたいと思いま

す。クレジットカードによる支払いを開始しま

すということでございます。既にクレジット

カードについては、利用者が相当一般の市場で

はあるわけですけれども、県立病院につきまし

ては、財務上の制約もございまして、これまで

導入しておりませんでした。それを今回財務上

の制約もとれたということと、やはり患者サー

ビス上、特に今、例えば入院経費とかこういっ

たところは多額の現金を持たないといけない、

あるいは急に診察を受けて費用が要る、こう

いった場合にクレジットカードによる支払いが

患者にとっては非常に便利であるということで

今回導入するものでございます。導入時期とし

ては10月１日から３病院について導入をするこ

ととしております。使用できるクレジットカー

ドはＪＣＢ以下の４カードを使用できる。こう

いったマークがあるカードは使えるということ
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でございます。支払い方法としては、通常の

カードの支払い方法が可能だということで、た

だ、ボーナス払い、ボーナスとの併用払いはで

きないということになっております。他県等の

導入状況でございますが、７月現在ですけれど

も、全国では、県立病院の状況でございます

が、15都府県、県内では宮崎大学医学部附属病

院等ということで、あと民間の病院が２～３、

それから独立行政法人国立病院が２～３採用し

ているようでございます。

説明については以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○十屋委員長

た。議案２件について質疑を受けたいと思いま

す。議案第14号につきましては、先ほども申し

ましたが、継続審査が決定しておりますので、

特に今回行う必要があるもののみお願いいたし

ます。議案についての質疑はございませんか。

第14号に関連してなんですが、個○図師委員

別は10月１日からの調査でお聞きさせていただ

くんですが、今回、今年度の決算等について、

収入は減ったけれども、支出分の圧縮削減がか

なり大きく進んで、総体的には予想計画よりも

大きく効果は出ておるということなんですが、

その効果の最たるものである人件費の削減が19

億ほど行われておるということなんですが、わ

かる範囲でいいですけど、どこの病院、特に富

養園が一番大きいとは想像できるんですけど、

どの職員が何人ずつ減っているかというのがわ

かっていれば教えてください。

個別の病院ごとには手元に○山下病院局次長

数字を持ち合わせておりませんけれども、概括

的に申し上げれば、一番大きなのは現業職員の

減、つまり従来の給食業務あるいは看護補助業

務、こういったものをすべての病院につきまし

て委託なりあるいは非常勤化をしたということ

で、いわゆる現業職員の減、全体として110名以

上になると思いますけれども、それが一番大き

な要素でございます。あとは細かいもので、先

ほどの富養園の分がございますけれども、これ

は年度途中でいわゆる７対１看護の財源として

振り向けたという部分がございますので、現実

的にはそう看護師の増減はないと。あと事務の

分について若干の委託がございます。以上でご

ざいます。

今の説明でよくわかったんですけ○図師委員

れども、私が心配したのは、専門職がそれだけ

減ってしまって、医療なり看護のサービス提供

体制が、レベルが落ちているんじゃないかなと

いうのがあったんですが、幸いというか、富養

園のほうの削減の結果、その看護師なんかをほ

かの病院の７対１のほうに回せたということ

で、人件費の総枠は専門職でもふやさずに密度

が濃くできたという効果もあったんですね。主

に現業職員を外部委託することによってさらに

人件費の圧縮、１年間で10億もの効果を出すと

いうのは非常に大変な努力があったんだろうと

いうことが想像できるんですけど、それによっ

て医療のレベル、サービス提供のレベルが落ち

てないということはいいことだったと思いま

す。

決算について詳しくは１日からの○丸山委員

ほうにお伺いしようと思うんですが、各病院の

決算状況は書いてあるんですが、先ほど説明の

中に県立病院が特に心臓外科とか上がったとい

うことだったんですが、不採算医療をしなく

ちゃいけないというところが公立病院に対して

はあるんですが、科ごとに、内科とか外科とか

いろいろあると思うんですが、それごとに決算

とかそういうデータとかはあるものなんでしょ

うか。
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平成19年度からなんですけ○山下病院局次長

れども、経営管理システムという、これは電子

カルテシステムとあわせてシステムを導入いた

しまして、おっしゃるようにそれぞれの科ごと

の入りと出を計上する、それを追跡する、それ

を最終的に決算にしてこうだというふうにお示

しするつもりはないんですけれども、経営的に

それぞれの科ごとの目標なりあるいは目指す方

向なりというのをタイムリーに院内で議論でき

る、そういった材料を整えるために今、システ

ムを稼働させているところでございます。

なかなか難しいことかもしれませ○丸山委員

んけれども、できればそういったこともやっ

て、できなければ、入院患者数は多分わかると

思うんです。科ごとに去年はこうであってこと

しはこうだったんですよという増減を見たいも

のですから、平成18年度から全部適用になって

おりますので、人事配置をどういう形にやって

いるんだろうかと。例えばふえている科があれ

ばそこには看護師さんをふやすとか何かあって

いるのかなというのを見たいものですから、そ

ういうのは１日のときに準備ができればお願い

したいと思います。

それぞれの科ごとの対前年○山下病院局次長

比の入院患者数とか、そういった比較表はござ

いますので、それは準備をしたいと思います。

現業業務の委託はどういう業務で○徳重委員

しょうか。給食業務ほか、どんな業務がありま

すか。

病院の現業業務というのは○山下病院局次長

多岐にわたっておりまして、給食、それから看

護補助、ボイラー 看護補助員というのは病―

棟で看護師以外に看護業務以外の業務をする、

例えばベッドメーキングとか、あるいは周辺の

環境整備とか、そういった看護補助員というの

がおりました。その業務、それからボイラー、

これは病院内のボイラーの管理等ですが、それ

から営繕技能士、運転士、こういった職種がご

ざいます。それらを例外なく、廃止できる業務

は廃止する。委託できる業務は委託にする。た

だ、職員の中では直接指揮監督できるのがいい

ということで非常勤化をしたと。もちろんその

方たちを非常勤職にしたというんじゃなくて、

その方たちは転職をされて、病院事業外に行か

れて、その穴を非常勤職員で採用したというこ

とでございます。

先ほど給食業務を110名ぐらいの減○徳重委員

ということでしたが、他の業務の委託業務で何

人減になったんですか。

トータルで112名です。その○山下病院局次長

うち、調理給食分が60名、ボイラー技士が９

名、看護補助員が51名、衛生補助員というのが

おりますが、これが４名、それから運転士が２

名といったところでございます。あとプラス要

素として、現業職員を非現業に転職させるとい

うことで３年間は研修期間と位置づけておりま

すけれども、その職員を病院でも引き受けてお

りまして、それが14名プラスになっております

ので、その差し引きでは112名の減ということで

ございます。

医薬品の共同購入ということです○徳重委員

が、これはよくわかりませんけれども、病院ご

とにそれぞれの先生方がこの薬を使いたいと、

いろいろあるんじゃないかと思うんですが、共

同購入となると、風邪薬なら風邪薬でも全病院

同じものを使うのか、そこ辺どんななっている

んですか。

確かに医局なり医師ごとに○山下病院局次長

使う薬が違うという実態はございますけれど

も、だんだんそれをまとめていくという過程が
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当然必要なんですけれども、もちろんそれぞれ

の病院でどういった薬を採用するかというのは

当該医師の独断だけではできないといいます

か、それぞれの病院ごとに薬事委員会というの

を設けまして、そこで議論をした結果で採用す

るあるいは採用をやめるという判断をしており

ます。その上で名寄せといいますか、各病院で

使っている薬、共通したものができるだけ多い

ことが理想なんですけれども、共通したものを

主体に、取引の総量として対薬問屋に対して交

渉力が高くなるという意味で、共同購入の成果

はまとめればまとめるほど効果は上がるという

点はございます。今そのまとめるまだ現在過程

でございまして、これからさらにまとめをして

いきたい。もちろんそれはそれぞれのドクター

がその薬を使う理由というのがございますの

で、そういった点は十分議論した上で取りまと

めをしていく過程に今あると。17年度からこう

いった方法、共同購入という方法をとっており

ますけれども、だんだん効果は上がってきてい

るということでございます。

入札はされないんですね。○徳重委員

これは全部入札をいたしま○山下病院局次長

して、最初に一番低価格で入れられたところと

さらに交渉する。一番低価格で入れられたとこ

ろと交渉するということで薬の取引はやってお

るところでございます。

私も久しぶりに病院関係の決算に○緒嶋委員

立ち会わせてもらうんですが、医薬分業という

のが今一つのはやり文句になっているんです

が、これは病院としては、メリット・デメリッ

トということからいえばどういうことになるん

ですか。メリットが多いのか、デメリットか、

私、よくわからんのですけど、病院の立場から

見れば。

従前、薬価差が非常にあっ○山下病院局次長

た。つまり実際に購入する価格と診療報酬上で

評価される価格に差があって、薬価差が病院事

業収益のかなりの部分を占めていたという時代

には、恐らく医薬分業というのは病院にとって

はマイナスの面がございました。ただ、現在、

薬価差が相当狭まってきているという中で言え

ば、必ずしも経営にとってプラスということで

はないということでございます。ちなみに、医

薬分業率といいますか、既に各県立病院、90数

％を達成している。大きな国の方向ではござい

ますので、それはやらざるを得ないというとこ

ろでございます。

新薬と後発医薬品、入札の段階で○緒嶋委員

後発医薬品を使えば、薬価、材料費が安くなる

ということをいろいろ新聞なんかで見るんです

が、その比率というのは病院としては入札の段

階でどうされているわけですか。

ジェネリックとかあるいは○山下病院局次長

後発医薬品というふうに言っておりますけれど

も、最初の入札の段階では、効能効果を目的に

この効能効果のある薬を入札してくださいとい

う入札方法ではなくて、特定銘柄の薬、この薬

を幾らで入れられますかという入札方法です。

それ以前に、先ほど申し上げたように、その薬

を採用するかどうかという決定をしております

ので、入札時点で選択の余地はないということ

でございます。

できるだけ材料費は安いほうがい○緒嶋委員

いわけです。薬の効果が悪くちゃいかんわけだ

けど、そういう意味では工面されて、後発医薬

品も入札の対象としてはかなり比率を占めてお

るわけですか。新しいものがいいのかもしれま

せんけど。

薬価差はどっちがあるかと○山下病院局次長
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いうところはございますけれども、一般的には

後発医薬品のほうが薬品としては安いわけで、

全体の医療費としても、もちろん患者さんに

とっても診療費が安くなるわけですから、それ

はいいんですけれども、ただ、やはり後発医薬

品についてはいろんな議論がまだ医療現場でも

ございまして、普及度といいますか、県立病院

の採用度としてはまだ数％の段階、これは薬価

ベースでも、それから品目ベースでも数％の段

階でございます。今、ＤＰＣという包括払い的

な方式に県立病院、移行しようとしているわけ

ですけれども、ＤＰＣというのは、ある期間内

の医療費というのは、期間が長くなればなるほ

ど診療報酬が安くなるという体系になっており

まして、その中でどういった薬を使うかによっ

て病院に入る収入も違う。つまり高い薬品を使

えばある意味もうけも少ないというところがご

ざいますので、ＤＰＣ採用に当たっては、ジェ

ネリック医薬品を積極的に採用するという動き

も必要ではないかと思っております。

ジェネリックに対して○豊田県立宮崎病院長

現場といいますか、使うほうから申し上げます

と、まず一つ、まだ効果の点に関して十分では

ないということ、それから情報提供がまだ十分

ではないということ、長年使ってきた薬を切り

かえるというのは非常に難しいということで、

今、全国的に多いところで10％ぐらいと思いま

す。少ないところ、一般的には大体５％前後し

かまだ入ってない状況ですので、確かにコスト

的には非常に安くなるんですけれども、現場と

しては慎重に今いっているところということで

す。確かに患者さんの負担は少なくなるんです

が、それでいい医療に通じるかどうかはまだ判

断しかねているところでございます。少しはふ

えていくとは思うんですけれども、以上でござ

います。

損害賠償のところ、これは数分間○緒嶋委員

病室を離れたということで、これが医療ミスと

いうのも……。これは裁判になったわけです

か、損害賠償の和解の件は。

裁判ではなく、裁判外の和○山下病院局次長

解でございます。

ある意味ではこれぐらいは……。○緒嶋委員

患者にとってはこれが原因で亡くなられたとい

うことでこういう和解になったんでしょうけれ

ども、ある意味では、患者側で仕方がなかった

なという、何も文句言われにゃこういう和解と

か何もないわけですね。医療ミスの判断が、患

者側の家族なんかがいろいろ言わにゃ和解も何

もないわけですね。これは数分間離れたことで

患者側の家族がいろいろ言われたから、和解に

なったと。何も言われにゃ医療ミスにもならな

いし、和解にもならないというこの差が、家族

の皆さんの思いによって金になるのとならんの

の差があるんじゃないかなという気がするんで

すけど、そこ辺は、医療ミスじゃないですかと

言ったらこういう和解になる。仕方がないな、

病気だったからと言われれば、和解も何も損害

賠償も成立せんわけですね。そのようなことも

あるんじゃないかなと、ある意味では微妙なと

ころがあるんじゃないかなという気がするんで

す。これぐらいの、我々から見れば、失礼な言

い方だけど、数分間家族と話していて、離れた

のが悪いんだというようなことでこうなると。

この病気というのは完治する病気なんですか、

病気そのものは。

ギランバレー症候群の予後○山下病院局次長

につきましては、私、専門外でございますけれ

ども、一般論的に言えば、５％相当の致死はあ

るという症候のようでございます。発生として
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も10万人に３～４人ということでまれな病気で

はございます。

最初のほうの御質問ですけれども、一般論的

に申し上げれば、現実の医療訴訟、医療上の争

いというのは御指摘のような面があることは否

定できないというふうに思います。

何か病名につきまして補足があ○十屋委員長

りましたらお願いいたします。

今こちらに日本神経治○楠元県立延岡病院長

療学会の治療ガイドラインという資料を持って

きております。その中で、予後に関してという

部分を読ませてもらいます。ギランバレーは一

般に予後良好であり、多くは１カ月以内に自然

治癒するとされていたが、英国で行われた調査

結果では、発症１年後に８％の患者は死亡、９

％は神経症状が遷延化して介助なしで歩行不能

であり、歩くことができるまでに回復した症例

は62％にとどまっていた。予後不良因子として

は高齢者とか幾つかありまして、高度の麻痺、

特に人工呼吸を必要とする呼吸器麻痺、こうい

う所見があるのは予後不良因子であるというふ

うに書かれております。

これはこういうことで和解で、こ○緒嶋委員

れについてはやむを得んかったということだと

思うんですけど、こういう何か異議申し立てと

いうか、そうしたのはこういうことで和解にな

る。家族が何も言わんかったらそのままだと。

何も言わにゃ和解も何もないということの線引

きが、逆に言えば、失礼ですけど、お医者さん

がちょっと医療ミス的なものがあったのかなと

思いながらも、相手が言わにゃもう何もないと

いうこともあり得るんじゃないかと。賠償を受

ける人と受けない人の不公平感というか、この

あたりが微妙じゃないかなという気がするんで

す。家族によって受け方が、うちのお父さん、

ばあちゃんはやっぱり寿命だったと納得されれ

ばそれで終わり。これはちょっとおかしいなと

家族の人が思えば、何やかや言われて裁判だと

かいろいろ、ある意味では脅迫みたいなことも

言われるんじゃないかと思うんです。そうなれ

ば和解しましょうということになるというの

が、線引きは大変難しいんじゃないかという気

がするわけです。これはどちらがどうこうとい

うものじゃなく、そこ辺の本当に公平公正な対

応の仕方というのが病院としては難しいんじゃ

ないかなという気がするんですけど、そのあた

りは病院側としてはどういうふうに受けとめて

おられるんですか。

基本的には損害賠償に至る○山下病院局次長

というのは、医療過誤、ミスがあったというこ

とが前提でございますので、その点については

否定しようがないと思います。もちろんおっ

しゃるように、中には医療ミスがあってもその

後、病院側がきちんと説明して、そういう争訟

なりに至らないという例もやはりあるわけでご

ざいます。ただ、医療側にとっては、医療ミス

があったということをその後のミスの防止にど

んなふうにつなげていくかということが重要で

ございますので、その点ではきちんと解析をし

てつなげていくということが重要ではないかと

思っております。

これは仕方がない、人間だれしも○緒嶋委員

最後は寿命が尽きるわけですが、こういうこと

があると病院の信頼というか、和解まであった

げなとか、損害賠償されたげなとかいうような

ことが往々にしてあるとその病院のイメージと

いうのがダウンするわけです。病院は、一生懸

命先生たちはされるので、医療ミスがあっちゃ

いかんわけですが、人間がやることだからある

意味ではやむを得んわけですが、保険制度もあ
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るから保険で対応できるからいいということ

も、一面では先生たちの立場を守るためには当

然必要な保険制度でありますけれども、できる

だけこういうことが起きないように、それなり

に配慮しながら頑張っていただきたいというふ

うに、これはお願いというよりも期待をしてお

きたいというふうに思います。

同じところの質問ですが、よく医○丸山委員

療訴訟の問題で起きるのが、近い人ではなく

て、家族でもちょっと離れた方といいますか、

後から医療ミスじゃなかったのかといって裁判

にされるケースが多いというふうに聞くんです

が、この場合の事例を見ますと、家族の方に説

明をしている間に数分間ということですが、家

族の方が説明を受けて、家族の方が医療ミス

じゃないでしょうかと訴えられたものなんで

しょうか。

この件につきましては、病○山下病院局次長

院のほうから医療ミスがあったというふうに認

めた事例でございます。

これはおかしいんじゃないでしょ○丸山委員

うかと言い出したのはどなたですか。

病院みずから損害賠償しま○山下病院局次長

しょうということは言ってないと思うんですけ

れども、今回の関係者ということになると思い

ます。

難しい話かもしれませんが、お医○丸山委員

者さんたちも、亡くなられた後に別な第三者的

な方がおかしいんじゃないかということで、非

常に苦しまれるという事例をよく聞くものです

から、今回の場合はどうだったのかなと気に

なったものですから、あえて言わせていただき

ました。

先ほど次長のほうからありましたが、医療ミ

スがあった後の改善策を反映しようということ

で、具体的に会議を持たれてどういう改善策を

されているのかをお伺いしたいと思います。

我々のほうは、こうい○豊田県立宮崎病院長

う事例がありますと、まず、医療事故調査委員

会というのを立ち上げまして、これは患者様と

か医療従事者からの報告がありますので、それ

で一応判断することにはしております。今、国

のほうも第三者のをつくっておられますね。あ

れが早く私どももできて、そこで判断していた

だくのが一番かと思っています。事例が起きま

すと、まず、職員にいろんな形で、掲示板とか

会議とか、師長会、課長会、運営会議等で報告

しまして、いろんなマニュアルをもう一回見直

しをしていただく。どこがおかしかったのか、

どこが改善できるのか、そういうところをマ

ニュアルをもう一回見直してつくっていただい

て、それをまた職員にフィードバックするとい

うようなことにしております。ただ、まず院内

からのいろいろ、「ひやり・はっと」とかあり

ますので、そういう報告をできるだけ早く詳し

く報告してもらうように指導はしております。

延岡病院でも、この件○楠元県立延岡病院長

に関しましては医療事故調査委員会というのを

開いております。直ちに開いて、現状、事実の

経緯、原因、対策等々、委員会からの報告が出

されております。それにあわせて対応している

ということです。

できる限り医療事故がないことが○丸山委員

一番いいと思っておりますので、それぞれ大変

なお仕事だということを十分理解しております

ので、頑張っていただきたいと思います。

ちょっと教えてもらいたいんですが、1,900

万、保険が出るということですが、予算措置は

どういう形にされているのか、予算書自体がわ

からなかったものですから、それを教えていた
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だきたいと思います。

予算上は現計予算の中で経○山下病院局次長

費という項目が大きな項目としてございます。

その経費の中に雑費というのがございまして、

その中で支出をするんですが、ただ雑費の額そ

のものが非常に小さいといいますか、ほかのも

ともと用途に充てている。たしか損害賠償金300

万程度ずつしか予定しておりませんでしたけれ

ども、その分は経費の中で流用をするというこ

とで考えております。経費全体としては30数億

ございますので、その中で賄えるということで

ございます。もちろんその中で病院が一たん

払って、保険会社から収入として雑収入で上げ

ると。保険料がその分、返ってきますので、収

入としてはそのように上げるということでござ

います。

さっきの医療事故の関係で、なぜ○髙橋委員

家族が訴えたのかというのが疑問なんです。病

状の急変というのはよくありますね。一般的に

損害賠償求めるというのは、そうできないこと

だと思うんです。説明、もうちょっとわかりや

すくしていただくといいかなと思ったのは、医

療のやり方というのがしっかり家族に説明して

あったんじゃないかと思うんです。この人の医

療体制は24時間つきっきりですよと。私、考え

るに、そういう説明がしてあったにもかかわら

ず、たった数分間ですから、数分間の間にその

場からスタッフが離れた。家族はすぐわかりま

すね。数分後に心肺停止になったわけだから。

そういうことで理解したほうがいいかなと私、

思って尋ねるんですが。

数分間離れたその時点では○山下病院局次長

ベッドサイドには医師も看護師も家族もいらっ

しゃらなかったという状態でございました。し

たがって、異変を医療関係者に急報するという

方がだれもいなかったという状況でございま

す。

まれな病気ですね。だから、詳し○髙橋委員

く家族も聞いたと思うんです。聞いて、医療体

制なり恐らく病院側も説明されていると思うん

です。だからゆえに目に見えて急変した原因と

いうやつが家族にわかったんじゃないですか。

違うんですか。病院側としては明らかにミスだ

ということを認めたわけでしょう。そういう理

解していいんじゃないですか。

ギランバレー症候群はまだ○山下病院局次長

疑いだったわけです。その症状がどんなふうに

進行するか、予後がどんなふうになるかという

説明を恐らくドクターは家族の方に別室でされ

ていた。疑いという中で患者の状況というの

は、気管挿管はしておりましたけれども、まだ

自発呼吸はされていたわけです。これが機械的

に人工呼吸器をつけておればよかったんですけ

れども、まだ自発呼吸ができる状態だったとい

うことで、その間に自発呼吸が、ある意味、急

にできなくなった。急にできなくなる状況とい

うのを予見すべきであったということで病院側

のミスを認めたわけでございます。

次長がおっしゃるのは、意味はわ○髙橋委員

かるんです。ストレートにおっしゃったほうが

わかりやすいのかなと思うんです。これ以上は

言いませんけど、家族にしっかりとした説明が

してあった。これは当然のことであって、家族

は明らかに目にしたわけです、その状態を。だ

から、すぐさまそういう疑問を感じられて、あ

なたたちなぜそこを離れたのという疑問が恐ら

くわかったと思うんです。そういうことだと思

いますので、これはいいです。

関連してですけれども、病院側○前屋敷委員

の判断としては、この患者さんに対して常時監
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視・看護が必要だったというふうな立場だった

と思うんです。何らかの要因があってそれがな

されなかったと。その間に起きた異変というこ

とで、明らかに病院側のミスだということを認

めてこういう結果をつくられたと思うんです。

私は当然だというふうに思うんですけれども、

なぜ監視・看護が必要だったのにそういう事態

が起きたのかというところを事故調査委員会あ

たりで検討もされてきただろうと思うんですけ

れども、やはりこういうことがあってはならな

かったわけです。そこが看護体制のことに問題

があったのか、いろんなことも原因を明らかに

して、こういう事態が二度と起きないというも

のをつくり上げなきゃならんというふうに私は

思っているところですので、その辺を重視して

今後に当たっていただきたいというふうに思い

ます。

それでは、質疑も大分出たよう○十屋委員長

でございますので、その他の報告事項について

何かございませんでしょうか。

クレジットカードの支払い導入○新見委員

は、当然患者及びその家族の利便性の向上とい

う観点からは大事なことだと思うんですが、先

ほど説明の中で財務上の制約がなくなったとい

うお話をされたと思うんですが、もうちょっと

詳しい説明と、法的にも公営企業でのクレジッ

トカード支払いは制約があったかどうか、教え

ていただきたいと思います。

一般的に公的な収入をクレ○山下病院局次長

ジットカードで行うというのは、従来地方自治

法上の規定ではできませんでした。これを今年

度からできるようになって、既にたしか県税等

もコンビニエンスストアで納められるとか、い

ろんな支払い方法が可能になったんだろうと思

います。その一環といいますか、県立病院の診

療収入というのもやはり公的な収入と位置づけ

られておりまして、その例に倣ってその制約が

なくなったということが一つでございます。財

務上の制約はそういう意味でなくなったという

ことでございます。

一番気になるのは手数料なんです○新見委員

が、自動車税のクレジットカード支払いは利用

者の負担というふうに聞いています。この病院

代の支払いについては、手数料負担はどちら

が。

病院負担でございます。○山下病院局次長

金額的には１件幾らですか。○新見委員

１件幾らではなくて、金額○山下病院局次長

の一定割合ということでございます。

患者及びその家族に対する導入の○新見委員

周知はどのようにされるんでしょうか。

早速記者発表、投げ込み方○山下病院局次長

式でやりますとともに、ホームページなりある

いは院内掲示なりをしたいと思います。

クレジットカードの手数料を病院○髙橋委員

側が持つ根拠、よくわからないんですけど。

例えば患者さんが10万円の○山下病院局次長

医療費、そのうち、患者負担が３割負担、３万

円をクレジットカードで支払うというときに、

当然手数料がクレジットカード会社に必要なわ

けですけれども、その手数料を病院が後で払う

という方式でございます。

方式はわかるんです。その方式に○髙橋委員

疑問を持って私、質問するんです。なぜ病院側

が持つんですかと。

通常のクレジットカードの○山下病院局次長

方法でございまして、例えば商店が物を売った

りするときにクレジットカードをお客さんがお

使いになる。そのときに、それにかかる手数料

はだれが負担するかという場合には、通常はク
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レジットカードを扱う物を売ったところ、これ

が支払うという形になっております。

意味はわかりました。金額に対す○髙橋委員

る手数料ととらえていました。

10万円のうち、３割負担の○山下病院局次長

３万円を払っていただく。病院と患者との関係

はそれで終わりなんです。あと残るのは、病院

とクレジット会社との関係が残ります。クレ

ジットカード会社からは次の月末にそのお金

が、３万円が病院に入ります。病院は、入った

３万円に対して一定割合の手数料を支払うとい

うことでございます。

暫時休憩いたします。○十屋委員長

午前11時19分休憩

午前11時20分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

税の扱いと若干違っている○山下病院局次長

ではないかというお話ですけれども、確かに税

のほうは、税を納められる方がその手数料も

払っているようでございます。今回の病院のク

レジットカードの使用の場合には患者さんが払

うということではございませんで、あくまでも

病院が患者さんからいただいたうちの一定割合

をクレジットカード会社に支払うということで

ございます。

高額医療の場合には後からいろい○丸山委員

ろ手続をするとかありますけれども、その場合

にはどうなるんですか。

一たんクレジットカードで○山下病院局次長

お支払いいただくと、私どものほうで払ってい

ただいたときには領収書となるべきものという

のをお渡しいたします。その領収書を添えて患

者さんは市町村の国保なりあるいは社保なりに

高額医療費の還付請求をされるという手続にな

ると思います。

それはわかるんですが、県として○丸山委員

は、金額に応じ手数料をという話だったもので

すから、病院としては高額医療の場合かなり負

担が大きくなるというふうに見ていいんです

か。

お支払いいただく額が多か○山下病院局次長

ろうと少なかろうと、少なくとも手数料の率は

変わりませんので、ある一定割合はあるという

ことでございます。

率はどれくらいですか。○丸山委員

あくまでも想定なんですけ○山下病院局次長

れども、今、大体、診療報酬収入が200億、年間

３病院でございます。そのうちの患者負担が３

割とすれば60億、その60億の支払い方法として

クレジットカードをお選びになる方が、ほかの

病院の例からいくと５～15％ぐらいはいらっ

しゃるんではないかということで、仮に60億

の10％としたときには６億をクレジットカード

でお支払いいただく。その６億、クレジット

カード会社から県立病院に払われる。その６億

に対してある一定率、今のところ１％以下とい

うふうに約束しておりますけれども、１％とし

たときに600万を払うと、おおむねこういう計算

になります。

病院とクレジット会社の関係です○新見委員

が、医療費の割合に応じて手数料を取るんじゃ

なくて、取り扱い件数で見るんじゃないですか

ね。例えば高額医療をクレジットカードで払っ

たら、病院側がクレジット会社に払う手数料が

多くなるということになりますね。

高額医療の場合にも、先ほ○山下病院局次長

ど申し上げたように、一たんは患者負担で、そ

の分の患者負担をクレジットカードをお使いに

なるか、現金をお使いになるかということでご
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ざいますので、その意味では変わらないという

ことでございます。

暫時休憩いたします。○十屋委員長

午前11時24分休憩

午前11時25分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

我々が普通、商店で使って○山下病院局次長

いるクレジットカード、１回払いにしても必ず

クレジットカード会社から物を買ったところの

商店は手数料をもらっているわけでございまし

て、それと基本的に変わらないということでご

ざいます。

疑問は県税なんです。そこは県税○髙橋委員

に聞きます。確かにお店屋さんはクレジット

カードを使わないと喜ぶんです。手数料をクレ

ジット会社に払わんでいいから。それは理解し

たけど、さっきの県税との整合性はちょっとわ

からないですね。

基本的に県立病院ですか○山下病院局次長

ら、県立病院と患者さんとの関係では同じ債権

債務で、それが税という公的債権と同じような

扱いなのかというとちょっと違うと。そこのと

ころで、手数料を納める方が負担するのか、そ

れともクレジットカードという利便を享受する

病院側が支払うのか、その点はあると思いま

す。

また後ほどでもいいので、税体○十屋委員長

系と病院の扱いがまだ委員の皆さん理解されて

ないので、ペーパーでも構いませんので、あり

ましたら、詳しい説明をお願いしたいというふ

うに思います。

要は、クレジットサービス使った○図師委員

ほうが焦げつきが少なくなって患者サービスも

向上すると。手数料をクレジット会社に払う分

よりも、そういうサービス向上と焦げつき防止

の対策になるという総合的な観点で導入に至っ

ていると理解していいですか。

そのとおりでございまし○山下病院局次長

て、焦げつき防止のほうはどれだけ期待が持て

るかなという、現実のいわゆる未収金の実態で

いくと、生活困窮の方とかいう未収金がかなり

ございますので、いきなり焦げつき防止に結び

つくかどうかは疑問なんですけれども、先ほど

申し上げたように、多額の現金を扱う危険性と

か、あるいは急々に現金が要るとか、そういっ

た患者サービスに係る部分でプラスになるんで

はないかという考え方です。

それでは、引き続き不適切な事○十屋委員長

務処理について説明をお願いいたします。

それでは、「生活福祉常任○山下病院局次長

委員会資料」の３ページをごらんいただきたい

と思います。不適正な事務処理の調査結果につ

いてということで病院局分を取りまとめてござ

います。３ページ、これは総括表でございます

が、預け、書きかえについてはいずれも病院局

はございません。残念ながら、３番目の不適正

な現金等については、病院局で２つの所属でご

ざいました。今回の調査の対象期間は平成14年

から平成19年ということでございますが、病院

局であった２つの所属は、いずれも平成14年か

ら平成17年の関係でございました。そこの表に

ございますように、14年４月１日の残高が11

万8,5 3 8円、17年度までに入金したのが26

万6,199円、結果、現金総額として38万4,737円

あったものを同じく17年度までに使用したもの

が38万3,496円ということでございます。現在

高1,241円でございます。

次の４ページでございますが、その具体的な

状況はどうなっているかといいますと、不適正
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な現金等の状況でございますが、宮崎病院と延

岡病院にございました。宮崎病院は、通帳に記

載されているわけですけれども、現金等の内容

としては、臨床検査科におきまして、実習生の

受け入れ指導に伴う派遣元の学校からの謝金、

これを本来は病院事業収入とするべきであった

ものを臨床検査科の通帳に直接受け入れたとい

うことで、その通帳で管理して、実習生、職員

の研修会参加経費等に支出をしておったもので

ございます。この件については、17年度以降は

是正をされておるところでございます。内訳

は、先ほどの総括の内訳を右のほうに記載して

おるところでございます。残高があるのは宮崎

病院の分でございます。

それと延岡病院、同じく臨床検査科でござい

ますが、実習生の受け入れ指導に伴う学校から

の謝金、これは宮崎病院と同じでございますけ

れども、これを科の親和会の口座で受け入れ、

そして科の親和会の諸経費の一部に充ててい

た。中身としては、茶・コーヒー代経費の一部

に充当しているものでございます。

今申し上げたことと重なりますけれども、こ

の使途の状況として、公的支出か、それとも不

適切な支出か、それとも私的流用なのかという

ことで大きく３つに分けております。４つ目は

確認できないものということでございますの

で、これを含めずに大きく３つに分けまして、

そのうち、宮崎、延岡ともいずれも不適切な支

出であったという判断をしたところでございま

す。不適切な支出につきましては、１から３ま

で区分がございますが、不適切な程度が軽い

か、それとも著しいのかということで３段階に

分けて、それぞれ金額を区分したものでござい

ます。宮崎病院が１が５万7,000円、３番著しい

というのが17万7,000円、延岡病院につきまして

は、本来親睦会等で負担すべき、不適切な支出

であるが、中程度ということで14万9,496円が

あったものでございます。

次の５ページ、不適切な支出の状況でござい

ますが、年度といたしましては、いずれも14年

から17年の中におさまっております。延岡病院

が14万9,496円、これは14年度から17年度、親和

会の経費の中に収入として計上されて、支出と

しては、これはもちろんお金に色があるわけで

はありませんので、いろんな親和会の経費の中

で支出されておったわけですが、お茶・コー

ヒー代の一部、こういったものに使用されて

おったわけでございます。お茶なりコーヒーな

りを使うのは実習生等も当然含まれていたとい

うものではございます。

宮崎病院につきましては、独自に臨床検査科

で研修会を開催いたしまして、外部講師を呼び

ました。それに対する謝金として15年度、２万

円を支出をしております。15年から16年にかけ

まして、同じように学校等から来る実習生ある

いは病院等から来る研修生、こういった者に対

して学会へ参加する際の交通費の補助を３

万7,000円ということでやっております。それか

ら、同じく臨床検査科の職員でございますが、

それから学校から来る実習生、病院から来る研

修生、こういった方たちとの研修会、交流会の

ときにその経費の一部に充てたということで17

万7,000円ということで、病院局合計といたしま

しては38万3,496円の不適切な支出があったとい

うものでございます。

報告は以上でございます。

執行部の説明が終了しましたの○十屋委員長

で、質疑はございませんか。

本会議の中で南那珂農林振興局か○丸山委員

らあった分があったんですが、その辺は説明が
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ないんですが、それはどういう流れで 日南―

病院のほうで使われたと思うんですが、具体的

になぜそうなったのか、まず説明をしていただ

きたいと思います。

本会議で議論になったのは○山下病院局次長

肩がわりのお話でございました。その中で総務

部長がおっしゃられたのは、いわゆる預けの中

で肩がわりをしていたものとして日南病院、こ

れは南那珂農振からということであったと思い

ます。調べてみますと、日南病院が肩がわりと

して南那珂農振から受けていたのは確かなよう

でございます。これは肩がわりとして受けてい

たと。それが預けからあったと、預けの中から

そういった肩がわりを受けたというところまで

は認識がなかったようでございます。

所属が全く違うんです。福祉保健○丸山委員

部と農政水産部という部がまたがっているの

に、普通、予算上のことを考えると、おかしい

と思うものですから、なぜそういうことがされ

たのか。普通であれば、日南病院であれば、そ

の当時は県立病院課に予算令達をお願いしなく

ちゃいけなかった。なぜそういう形になってし

まったのかというのを具体的に教えていただき

たいと思います。

具体的になるかどうかわか○山下病院局次長

りませんけれども、病院の事務局と振興局の事

務局あるいは日南の出先機関の事務の部門、こ

ういったところの事務職員についてはお互いに

顔見知りという関係はございました。そういっ

た中で恐らく、この辺は推測になるんですけれ

ども、振興局あたりに予算があるということで

話があったんではないかというふうに考えま

す。

私の記憶で金額がかなり何千万と○丸山委員

いう金額で、それを顔見知りだからというので

は済まされないという気がするんですが、具体

的にどういうものを買って、その流れを教えて

いただきたいんです。発注は農林振興局だと思

うんですが、振興局としてもなぜこんなものを

買うのかということがチェックできなかったの

か。納品書と違うところに行っているというこ

とですので、その辺を教えていただきたいと思

うんです。

全体の南那珂農林振興局の○山下病院局次長

肩がわりというのが1,375万円ございました。そ

のうち、日南病院分としてあったのが1,244

万1,201円でございます。その使途の内訳でござ

いますけれども、いわゆる消耗品 消耗品と―

いうのは例えば用紙類とかあるいはＯＡ関係の

消耗品、トナーとかファイル類とか、この辺

ちょっと悲しいんですけれども、食札とか、食

札というのは給食のときに患者さんの給食の内

容を書く札なんですけれども、ラベルとか、そ

ういったものがございました。これが消耗品で

ございます。消耗品がおおよそ1,000万、それと

消耗備品といって２万円以上５万円未満のもの

でございますけれども、これが14年から17年、

先ほどの消耗品も一緒なんですが、91万875円ご

ざいました。それから、５万円以上の備品、こ

れが111万7,000円ございました。２万円以上５

万円未満の消耗備品というのは、ホワイトボー

ドとか、あるいはシュレッダー、ロッカー等で

ございます。５万円以上のものは、プリンター

とか、あるいはファクスとか、デスク、こう

いったものでございます。

できればペーパーでいただくとあ○丸山委員

りがたいと思います。本来であると病院側で調

達しなくちゃいけなかったものが そのとき―

可能性があるのは、新しく病院が建てかわって

その時期で足りないからどうしてもということ
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でなかなか予算が確保できなかったというふう

に理解したほうがいいのか、どうなんでしょ

う。

その辺は推測になる部分も○山下病院局次長

ございますけれども、職員の気持ちを推しはか

れば、日南病院というのは経営が厳しいという

点も一つはあったんだろうと思います。それと

ちょうど電子カルテの準備期間中でもございま

した。特に用紙類等あるいはプリンター等が多

量に必要になったと、そういったところもあっ

たんではないかと思います。

いずれにせよ、同じ部であれば何○丸山委員

らか考えられて ちょっとびっくりするよう―

な特に金額が金額なものですから、お金の問題

じゃないけど、1,000万規模のお金が３年間にわ

たって毎年300万か400万ぐらいずつ動いていた

ということは、予算上、本来は計上すべきもの

を計上できなかったというのがまずおかしいと

思いますし、そういう流れがあったというの

は、顔見知りだったからできたというのもおか

しいというふうに思っていますので、今後は恐

らくないとは思っていますし、逆に言うと、必

要なものはちゃんと必要だということで予算が

流れるような仕組みを構築もしていってもらっ

ていると思いますので、その辺はしっかりと

やっていただきたいと思います。

今の肩がわりの件も、丸山委員か○図師委員

ら出なければ説明もないまま流れていたのかな

という心配が一つあります。自主的にどんどん

情報はきっちり公開されたほうがいいと思いま

すし、今の次長の御説明でも、推測ですがと

か、現場の職員を推しはかればとか、そういう

おぼろげなというか、ぼんやりした報告じゃい

かんと思うんです。肩がわりについては、総務

課なりが総体的には把握されているという御判

断でそういうきっちりした御報告ができないの

か。あくまでも使っているのは病院のほうで

使っているわけですから、説明を求められる前

にもっと積極的な情報開示をしてほしいという

のが一つです。

その説明の中で、事務職員レベルでのやりと

りでこういう肩がわりが行われたということな

んですけど、実際、病院の事務局長までが把握

していたのか、また農林振興局の事務レベルで

いえばどこまで、課長補佐級だったのか、課長

レベルでやりとりが行われていたのか、もしく

は病院長、農林振興局長レベルでそういう話が

されていたのか、そのあたりの実態はいかがで

すか。

気持ちを推しはかればと○山下病院局次長

言ったところは、私の気持ちで申し上げたの

で、決して隠すとか、あるいは調べてないとか

いうことではございません。

それと肩がわり分を今回この不適切な事務処

理の中で御報告しなかったのは、基本的には預

けなり書きかえなり、そういう区分の中で全体

の報告書はなっているということで今回上げな

かったものでございます。

現実にどこまでどの職員が関与していたのか

というお話なんですけれども、基本的にはこれ

は事務職員同士の話。私どもそれぞれ当時の在

職者に聞き取り調査をしたところ、当時の事務

職員同士の関係でこういった肩がわりがあった

というふうに聞いております。

管理職レベルは一切関与してな○図師委員

かったと理解していいんですね。

そのように判断しておりま○山下病院局次長

す。

別の視点からの質問なんですが、○図師委員

県立宮崎病院の不適切な支出の中で、著しく不
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適切な程度のものの中で平成17年度以降は是正

されたとあるんですが、どのように是正された

か教えてください。

17年度に臨床検査科の責任○山下病院局次長

者が人事異動で交代をいたしまして、その交代

で来た責任者がやはりこれはおかしいというこ

とで事務局に申し出がありまして、その後、病

院事業収入として上げたと。既にその時点で

は、そこの表にもございますように、1,200円余

しか口座には残ってなかったということでござ

います。

再発はないと理解させてもらいま○図師委員

すが、細かいところですが、1,241円は今後どう

取り扱われるんですか。

当然病院事業収入に19年度○山下病院局次長

で入れていただくということでございます。

一般論と言ったら過ぎるかもしれ○徳重委員

ませんが、消耗品というのは当然のこととして

事務処理していく中では予算化されているはず

ですね。毎年のことですね。それが振興局のほ

うから年間300万ぐらい来たということになって

いるわけですね。それは消耗品費として日南病

院で使わないで別に使ったという理屈でいいん

ですか。日南病院の当初予算があるはずです

ね。それプラスまた300万、日南病院に来たとい

うことになりますね。ということは、日南病院

の当初予算の消耗品の金は別枠でほかのものに

使ったという理解でいいんですかね。

平成14年から17年にかけて○山下病院局次長

病院の病院事業費用の中での備品なりの執行額

というのも調査をしましたところ、1,800万円台

から2,000万円、400人なりの世帯ですのでこう

いった額になると思うんですけれども、そう

いった執行を病院事業会計の予算として別にし

ております。じゃあ、その分、その分というの

は振興局に肩がわりをしていただいた分が予算

が低減になっていますが、現実に使っている金

が減っているかというと、この年度で見る限り

はそういう変化はない。というのは、先ほど申

し上げました電子カルテの導入、こういったと

ころで非常に消耗品が多量に必要になったとい

う状況はあったんではないかと思います。

そうしたら、例えば1,000万、病院○徳重委員

の予算があった。あと南那珂から来た300万もプ

ラスして1,300万、消耗品費として処理した、

使ったという理屈でいいんですね、考え方とし

ては。

おっしゃるとおりでござい○山下病院局次長

ます。病院事業会計の予算というのは、一般会

計の予算と若干違っている部分がございます。

特にこういう消耗品とかあるいは医療器材と

か、そういったものは現実の需要に合わせ必要

な額は基本的には使っていくという予算でござ

います。したがいまして、あらかじめ例え

ば1,000万あったから、それを全部この年に使い

切る、そういう性質の予算ではない。ある意

味、企業ですから必要な額を使う。当然事業続

行に必要な額は基本的には使う。予算があるか

らといって全部それを使い切るかと、そういう

ことはない。

日南病院では、消耗品ですから証○徳重委員

拠に残らないわけですが、物を持ってきたの

か、お金をやられたのか、それはどっちです

か。お金が来たのか、物が来たのか。

支払いは南那珂農林振興局○山下病院局次長

でいわゆる肩がわりで支払われて、そして物が

日南病院に来たということでございます。

公と私、この部分が結構まざって○髙橋委員

いると思うんです。例えば延岡病院、お茶・

コーヒー代、お昼と３時のお茶すべてですか。
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この費用はお茶・コーヒー○山下病院局次長

代の一部ということで、そのお茶、コーヒーは

どこで使っていたかというと臨床検査科で使っ

ていた。臨床検査科で使う人はだれかという

と、臨床検査科の職員と実習生等は当然含まれ

ていますし、中にはお客さんの分もあったかも

しれないということでございます。

細かなところまでは私も申し上げ○髙橋委員

ることはしませんが、このお茶は公で多分議会

の需用費で賄っていると思うんです。この前も

そういう議論はしたと思うんですけれども、そ

ういうところは整理されていらっしゃると思い

ます。例えば研修会の外部講師、１番は困難と

あるけど、業務で研修が必要だという講師であ

れば困難じゃないですよね。ちゃんと予算要求

をして予算措置をしてもらえばいいわけであっ

て、そのことを私は明確に整理されたほうがい

いのかなと思います。それとその下のほうの学

会へ参加する、実習生はちょっときついかもし

れません。図師委員もこの間いろいろ質問して

いますけれども、その下の研修会、交流会、こ

こは厳しいかもしれません。ただ、お茶・コー

ヒー代とか、必要な研修会の講師、予算要求の

妥当性はあるんじゃなかったんですかね。

大変ありがたい御指摘の部○山下病院局次長

分はあるんですけれども、予算要求できるとい

うことと現実に予算がつけられるかということ

とはちょっと違うんではないかと思います。例

えば研修会にしても当然全体の予算枠の中で、

つまり県立病院事業という予算の中で研修研究

費は幾ら、そしてそれぞれ病院は各診療科ごと

あるいは各関係部門ごとに幾らという割り振り

を当然職員数なりを見てやっていきますので、

公務に直接、例えばその資格がないと病院事業

が成り立たないといいますか、やっていけない

というようなものは別として、その辺はある程

度の線引きはしているということでございま

す。

私が申し上げたいのは、予算要求○髙橋委員

をして妥当なものか、そしてこれは措置をする

側の問題もあると思うんです。財政的なトータ

ルな総合的な判断した上で優先順位をつけてこ

れは認められないとか、そういうのがあると思

うんです。それはそれとして置いといて、不適

切な処理をした側のところを整理すれば、予算

要求をして別段恥ずかしくないものだったとい

うところをしっかり説明するかどうかなんで

す。それはどうなんですか。

そういう整理をした上で公○山下病院局次長

的支出ではないと、不適切な支出という区分に

したというのは、もともとお金が入った経緯

が、出だしのところが違うというのが一つはご

ざいますし、そしてそれぞれの、例えば講師謝

礼とかいうのは、当然県立病院事業会計全体の

中で調整した上で、支出として必要なものは計

上されているべきだということでこういった区

分をしたものでございます。

もう答弁いいですからね。不適切○髙橋委員

な処理は不適切なんです、この処理の仕方は。

このやり方はだめなことですよ。ただ、研修会

の外部講師、この研修会は必要である研修会

だったんじゃないですかということ。講師謝金

という支払い方が不適切だったと、これはだめ

ですよ。そのことを整理していただきたいとい

う思いで申し上げました。

日南病院で肩がわりしてもらった○丸山委員

ものは、本来の支出は南那珂農林振興局のほう

での備品の台帳になるのか、日南病院の備品台

帳に今後はあるのか、どういう今後の管理の仕

方をされるのかを、本来はおかしいからという
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ふうに引き揚げられてもおかしくないわけです

ね。それをどういうふうに整理をされようとし

ているのか、されたのかをお伺いします。

全庁的な整理の仕方になる○山下病院局次長

と思いますけれども、現在のところは、それぞ

れお金を支出したところで一たん備品として整

理をした上で、その備品を移管する。物が現実

にあるところに移管して、その移管を受けた先

で備品として整理をするということになってお

ります。

肩がわりの問題ですけれども、○前屋敷委員

今、財務上の手続などもしっかりされるという

ことでしたが、余ったところは返還をし、足り

ないところにそれをちゃんと回すような基本的

なやり方が執行上もなされないといけない今後

の課題だというふうには一つは指摘をしたいと

思っているところです。不適切な処理には間違

いないということですので。

それともう一つは、宮崎病院、延岡病院の事

務処理の件ですけれども、前の委員会のときも

ちょっと私は申し上げたことがあると思うんで

すけれども、もともとこの謝金、謝礼金がなけ

ればまずこういうことは起きなかったわけで、

支出の中身とすれば、当然こういう支出はあっ

てもいいと、会計上の処理の中では必要なもの

じゃないかなというふうに思いますが、まず謝

金の中でこういう扱いをしたということが私は

問題だというふうに思っています。それと基本

的には謝金の性質そのものが検討されたほうが

いいんじゃないかと。前回も申しましたけれど

も、自発的に謝金はされているんだというふう

に思いますが、毎年されているということであ

れば、これが恒常的に謝礼をしなきゃならんみ

たいな形になるというのもどうかなというふう

に思っています。派遣元、学校というのは特定

されてくるだろうというふうに思うんですけれ

ども、果たしてこの実習生を送り込んだ学校か

らそういう謝礼的なものが出されるのが当然と

いうふうな形で受け取って、それをこういう形

で予算としていろんなものに使うということの

あり方を今後検討せんといかんというふうに私

は思うんです。当然必要な経費は、予算要求し

てもそれが認められるかどうかわからないとい

うことも確かにあるというふうに思うんですけ

れども、必要だからこそ予算要求をし、それが

獲得できるような扱いも、県としてもそこは

しっかり予算措置をしなきゃならないというふ

うに思っていますので、謝金の扱いそのものに

ついても妥当性があるのかというところも、相

手方の思いも受けとめなけりゃならんという部

分もあるかもしれませんけれども、しかし、果

たしてそういう性質のものなのかというところ

も精査をして、今後のあり方を精査していただ

きたいというふうに要望したいと思います。

ほかにございませんね。○十屋委員長

それでは、以上をもって病院局を終了いたし

ます。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

報告事項の説明を求めます。なお、委員の質

疑は執行部の説明がすべて終了した後にお願い

いたします。

説明に入ります前に一言○丸山地域生活部長

おわびを申し上げたいと思います。去る７日、

全員協議会でも知事のほうから概要説明させて

いただきましたけれども、いわゆる不適正な事

務処理の件であります。地域生活部におきまし
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ても、西臼杵支庁におきまして平成14年度か

ら19年度まで、この間におきまして9,861万円余

の預けが判明をいたしたところであります。ま

ことに恥ずかしく、弁解の余地のないところで

あります。この場におきまして、改めて県民の

皆さん、県議会の皆様方に対しまして心より深

くおわびを申し上げる次第であります。今後は

職員の意識改革を管理職職員先頭に立ちまして

やっていきたいと思っておりますし、それか

ら、コンプライアンス、これにつきましても、

精いっぱい、二度とこういう不祥事を起こさな

いように頑張っていきたいと考えております。

以上であります。

説明に入ります前に一言お礼を申し上げてお

きたいと思います。十屋委員長初め、黒木副委

員長、それから委員の皆様方におかれまして

は、去る７月の末、県内の県北調査をしていた

だきました。それと先月は県外調査として北海

道、静岡の関係先を調査していただきました。

お礼を申し上げたいと思います。

それでは、説明に入らせていただきます。本

日報告をいたします事項の概要について説明を

いたします。

資料をめくっていただきたいと思います。目

次を見ていただきたいと思います。まず、平

成18年度県内市町村普通会計決算見込みについ

てであります。市町村の平成18年度決算につき

まして、現時点における全体的な状況がまとま

りましたので、その概要について御報告をいた

します。

２番目でありますけれども、平成19年地価調

査結果の概要についてであります。この調査は

毎年県において実施しているもので、昨日、国

及び各都道府県におきまして一斉に公表された

ところでありますけれども、本日はその概要に

つきまして報告をさせていただきます。

次に、３番目でございます。高千穂鉄道につ

いてであります。去る８月30日に高千穂鉄道株

式会社の取締役会が開催をされまして、高千穂

駅―槇峰駅間の休止期間の延長等が決定されま

したので、報告をさせていただきます。

次に、４番目であります。地上デジタル放送

の現状についてであります。地上デジタル放送

につきましては、昨年の12月１日から放送が開

始をされておりまして、順次放送エリアが拡大

されているところであります。現在の状況につ

いて報告をさせていただきます。

それから、５番目であります。市町村合併に

ついてであります。日南市、北郷町及び南郷町

による法定合併協議会設置など、最近の市町村

合併の動き等について報告をさせていただきま

す。これの詳細につきましては、後ほど担当課

長から説明をさせていただきます。

次に、県立芸術劇場大規模改修事業の進捗状

況について報告をさせていただきます。去る７

月20日の現地調査の際に説明申し上げましたと

おり、当事業の実施に当たりましては、生活・

文化課、管理課、営繕課、情報政策課、宮崎県

立芸術劇場による検討会を設置しまして、発注

の透明性、効率性、経済性等の観点から、事業

の県実施分と財団実施分への振り分けを行いま

して、順次工事を行うこととしております。な

お、具体的な振り分けにつきましては、添付資

料をつけておりますので、ごらんいただきたい

と思います。

最後ですけれども、資料はございませんけれ

ども、２件ほど報告をさせていただきます。ま

ず、県立芸術劇場におけるネーミングライツス

ポンサー募集状況についてであります。８月６

日から10月５日まで、２カ月間でありますけれ
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ども、スポンサー企業を募集いたしておりま

す。これについては問い合わせは数件は参って

おりますけれども、残念ながら現在のところ応

募していただいた企業はございません。今後と

も引き続き各企業へのＰＲに努めてまいりたい

と考えておるところであります。

次に、飛行機の国際定期便宮崎―ソウル線に

ついてであります。この路線につきましては、

日韓両国政府やアシアナ航空に対しまして、働

きかけを行ってきたところであります。その結

果、11月22日木曜日、この日から現在の週３便

から週４便への増便が決定をしたところであり

ます。県といたしましては、引き続き週５便の

就航実現に向けて利用の促進に努めたいと考え

ております。

私からの説明は以上であります。よろしくお

願いします。

委員会資料の１ページをお○江上市町村課長

願いいたします。平成18年度の県内市町村の普

通会計決算の見込みについて御説明をいたしま

す。県内市町村の平成18年度決算につきまして

は、現在それぞれの市町村において最終的な精

査が行われているところでございます。正式に

は、今後各市町村議会におかれまして認定審査

が行われるものでございますけれども、全体的

な状況がまとまりましたので、現時点での決算

見込みとしてその概要を御報告申し上げます。

まず、１の決算規模についてであります。歳

入につきましては4,924億6,600万円、対前年度

比でマイナス4.8％となっております。この主な

要因は、地方交付税や国、県の支出金が減少し

たこと等によるものでございます。また、歳出

でございますけれども、4,828億5,100万円、対

前年度で4.7％の減となっておりますけれども、

この主な要因は、投資的経費が前年度と比べま

して17％の減、額にしまして201億円の減と大幅

に減少したことによるものでございます。過

去10年間の歳出についての推移について折れ線

グラフにしてございます。グラフではここ数年

歳出が増加しているように見えておりますけれ

ども、これは災害に伴います災害復旧事業費の

増加によるものでございます。全体的には平

成11年をピークに７年連続して減少を続けてお

ります。

次に、２の積立金の状況でございます。いわ

ゆる市町村の貯金に当たるものでございますけ

れども、平成18年度末残高につきましては1,156

億2,300万円で、前年度から6.2％ふえておりま

す。グラフにありますように、厳しい財政状況

を反映いたしまして、平成13年度をピークにこ

こ数年減少傾向にありましたけれども、平成18

年度は約68億円ほど増加をいたしております。

これは多くの市町村において歳出削減に取り組

みまして、将来に備えた財政調整基金の積み増

しを行ったほか、合併市町村において合併特例

債を活用いたしました地域振興基金を造成した

こと等によるものでございます。

次に、３の地方債の状況でございます。市町

村の借金に当たるものでございますけれども、

平成18年度末残高は6,315億4,300万円で、前年

度からわずかに0.2％、約13億円ふえておりま

す。これは平成18年度に合併特例債が112億円発

行されたことが大きく影響しておりまして、今

後の地方債残高は平成18年度をピークに減少に

転じるものというふうに見込んでおります。

次に、４の財政指標でございます。この指標

は、公債費、いわゆる起債の元利償還費の額で

ございますが、この公債費の財政負担の程度を

判断するものでございますが、平成18年度から

地方債制度が許可制から協議制へ移行いたしま
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した。これに伴いまして、起債に協議を要する

団体と許可を要する団体とを判別するために新

たに導入された指標でございます。この比率

が18％以上になりますと、起債を行う際に知事

の許可が必要となりますけれども、今年度から

新たに五ヶ瀬町、高原町、西都市の３団体が18

％以上となりまして、昨年度からの４団体と合

わせまして計７団体が起債の許可団体となった

ところでございます。また、経常収支比率でご

ざいますけれども、この指標は、財政構造の弾

力性を判断する指標として使われているもので

あります。県平均で90.5％となりました。私ど

もに記録が残っております昭和36年度以来、一

番悪い数値でございます。

次の２ページをお願いいたします。各市町村

ごとの決算の見込みでございます。各市町村ご

との財政状況はさまざまでございます。個別の

市町村の状況につきましては、今後分析を進め

てまいりますけれども、すべての市町村におい

て三位一体の改革に伴います地方交付税の大幅

な減少に対応するため、非常に厳しい歳出削減

を行いまして、財政の健全化を進めているとこ

ろでございます。財政基盤の脆弱な本県の市町

村にとりまして、地方交付税の所要額の確保、

これは欠くことのできないものでございますけ

れども、地方財政計画が年々縮小されておりま

す。今後も引き続き厳しい見通しがある一方

で、高齢化の進展等によりまして社会保障関係

費の増加は確実に見込まれてございます。平

成18年度は結果として基金の総額は増加いたし

ましたけれども、基金を取り崩しながら、厳し

い財政運営を強いられている市町村も多くござ

います。県といたしましては、今後とも基金の

状況を初めとする市町村の個別の財政状況に留

意しながら、市町村の住民サービスに支障の出

ることのないよう、適切な助言に努めてまいり

たいと考えております。

市町村の平成18年度普通会計決算見込みにつ

きましては以上でございます。よろしくお願い

いたします。

平成19年地価調査結果の○湯浅地域振興課長

概要について御説明申し上げます。

常任委員会資料の３ページをごらんくださ

い。まず、１の目的でございます。地価調査は

一般の土地取引価格の指標として役立ててもら

うことなどを目的として、県が毎年１回、調査

地点であります基準地の土地の価格を調査して

いるものでございます。

２の調査地点の数を示します基準地数でござ

いますが、県内30市町村の住宅地145地点、商業

地61地点など合計で295地点を対象に調査したと

ころでございます。

３の価格判定基準日でございますが、平成19

年７月１日でございます。

４の平均価格及び平均変動率についてでござ

いますが、調査地点の価格の平均値を示す平均

価格と、前年から継続して調査した地点の価格

変動率の平均値を示す平均変動率を表にしてお

ります。まず、住宅地についてでございます。

住宅地の平均価格は１平方メートル当たり２

万8,500円で、前年と同額でございますが、前年

に引き続き調査を行った地点における価格変動

率の平均値でございます平均変動率はマイナ

ス0.9％となっております。次に、商業地の欄を

ごらんください。平均価格は１平方メートル当

たり５万6,100円でございます。前年に比べ額

で100円の減、平均変動率はマイナス2.8％と

なっております。また、住宅地、商業地域以外

につきましても、平均変動率はいずれもマイナ

スとなっております。
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なお、資料にはございませんが、価格が前年

を上回るプラス変動の地点が３地点ございまし

た。１つ目は宮崎市花山手にあります住宅地で

ございまして、２年連続のプラスとなってお

り、天満橋の開通による利便性の向上によるも

のであると考えております。２つ目は、日向市

財光寺にある準工業地で、国道10号線門川日向

拡幅工事によるものと考えております。３つ目

は、宮崎市新別府町にある市街化調整区域内宅

地で、一昨年のイオンショッピングセンターの

出店によるものと考えております。

次に、４ページをお開きください。５の価格

指数の推移についてでございます。全国及び本

県の住宅地と商業地につきまして、昭和60年

を100としたときの価格指数をグラフ化したもの

でございます。住宅地につきましては、全国平

均は、平成３年をピークといたしまして、いわ

ゆるバブル崩壊に伴い、平成４年以降16年連続

で下落が続いております。本県の場合も下落幅

は小さいものの、平成11年をピークに平成12年

以降８年連続で下落が続いております。また、

商業地につきましては、全国平均と同様に本県

も平成３年をピークとして平成４年以降16年連

続の下落となっております。なお、この調査結

果は、昨日県公報に登載するとともに、新聞や

テレビ等を通じまして発表したところでござい

ます。また、県庁のホームページ等を通じまし

て広く県民の皆さんに情報提供を行うこととし

ております。調査結果を取りまとめました冊子

「平成19年地価調査基準地の標準価格」を現在

作成中でございますが、でき上がり次第、委員

の皆様には送付させていただきたいと考えてお

ります。

御報告は以上でございます。

御説明いたします。○加藤総合交通課長

委員会資料の５ページをごらんください。高

千穂鉄道の休止期間の延長等についてでありま

す。高千穂鉄道株式会社は８月30日に取締役会

を開催し、次のとおり対応することを決定いた

しました。まず、１の高千穂駅―槇峰駅間の休

止届・廃止届についてですが、資料の中ほどの

参考１をごらんください。高千穂鉄道について

は、平成17年９月、台風災害により全区間１年

間の休止届を国に提出しました。そして、１年

後の18年９月には、新会社神話高千穂トロッコ

鉄道株式会社への鉄道事業の譲渡を検討するた

め、高千穂駅―槇峰駅間の休止延長届を提出し

ました。一方、新会社の事業計画のない槇峰駅

―延岡駅間につきましては、19年９月６日を廃

止予定日とする廃止届を提出いたしました。参

考２ですが、本年８月17日に新会社から、１つ

目は、高千穂駅―槇峰駅間については現在の休

止期限までに事業計画について国の認可の見通

しを立てることは難しいこと、２つ目に、ＴＲ

の会社清算に支障のない範囲で休止期間を再び

延長してほしい旨の申し出がありました。この

申し出を受けまして、ＴＲとしましては、新会

社の移行に最大限配慮することとしまして、１

の(１)のとおり、平成19年９月６日から19年12

月26日までを期間とする休止届を提出するこ

と、ただし、(２)のとおり、12月26日までに新

会社の事業計画について国との協議が調わない

場合は、それ以上の休止延長はＴＲの清算に支

障が生じるため、12月27日付で廃止届を提出す

ること、以上の２点を決定いたしました。

次に、２の曽木川橋梁の撤去についてです。

さきの台風５号によりまして浸水被害が発生し

た延岡市曽木地区の住民からの要望を踏まえま

して、延岡市長から曽木川橋梁を早急に撤去し

てほしい旨の要請がありまして、ＴＲとしまし
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ても、早目に撤去する方向で検討を進めること

といたしました。

説明は以上でございます。

資料の７ページをお開き○渡邉情報政策課長

ください。地上デジタル放送の現状について御

説明いたします。

まず、１の地上デジタル放送とはについてで

あります。地上デジタル放送は、電波資源の有

効利用や高品位な放送の提供、そして受信障害

の解消を目指して開始されたものでございま

す。また、地上デジタル放送は世界的な流れで

ございまして、イギリスを初めとしました、日

本を含む20以上の国と地域で進んでおります。

地上デジタル放送の特徴といたしましては、資

料にも記載しておりますように、主なものとし

て、高画質、高音質の放送、データ放送など５

つの特徴が上げられます。

次に、２の本県の状況でございます。昨年12

月１日に鰐塚山中継局から本放送が開始され、

その他の地域では、下の表の県内の今後の主な

開局スケジュールにも示しておりますように、

平成22年度までに順次放送が開始される予定で

ございます。なお、ことしの６月の延岡中継

局、そして７月の串間中継局の開局によりまし

て、ことしの７月１日現在で県内の約86％の世

帯で視聴が可能となっております。また、現在

のアナログ放送につきましては、平成23年７

月24日で終了する予定でございます。

９ページをお開きください。ただいま申し上

げました地上デジタルテレビ放送の主な中継局

の開局時期につきまして、年次ごとに色分けを

しまして、放送エリアを図示しております。

７ページにお戻り願います。３のデジタル化

に当たっての対応についてであります。まず、

(１)の一般的な対応でございますが、各家庭に

おきましては、デジタル放送を視聴するために

は地上デジタル放送対応テレビへの買いかえ

か、既存のテレビにデジタル放送用のチュー

ナーを取りつけるなどの対応が必要となってき

ます。また、ケーブルテレビに加入している世

帯ではデジタル放送への契約変更が必要になり

ます。次に、(２)の共同受信施設で視聴してい

る地域についてでございますが、これらの地域

では、共同受信施設を地上デジタル放送に対応

したものに改修していく必要がございます。

次の８ページをお開きください。４の最近の

状況についてでございます。まず、(１)の国の

動向につきましては、①にありますように、９

月６日に総務大臣を本部長とした地上デジタル

放送総合対策本部が円滑なアナログ放送の終了

とデジタル放送への完全移行を実現するために

設置されております。また、②にありますよう

に、地上デジタルテレビ放送の視聴可能時期を

市町村別に示しました市町村別カバー世帯の目

安などを作成し、９月13日に総務省のホーム

ページで公表されたところでございます。

10ページをお開きください。総務省が公表し

ました地上デジタル放送の市町村別カバー世帯

の目安のうち、ＮＨＫ宮崎放送局分の概要を示

しております。この表は、平成12年国勢調査に

基づいた世帯数をもとに旧44市町村別にシミュ

レーションされたものでございます。表の一番

下の段、網かけのかかりました宮崎県のところ

をごらんください。県の全世帯数は43万7,400世

帯、そして2010年末カバー世帯、すなわち従来

と同様に通常の家庭用アンテナで受信可能な世

帯が42万2,500世帯となっております。一方、表

の右側に難視世帯という記載がございますが、

その中の新たな難視世帯、これは表の下の一番

上の米印にも示しておりますが、現在、各家庭
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のアンテナではアナログ放送を見ることができ

ますが、デジタル放送においてはより高性能な

アンテナに取りかえるなど何らかの対応をしな

いと難視世帯となることが予想される世帯でご

ざいまして、この世帯が1,060～1,780世帯と

なっております。また、デジタル化困難共聴世

帯、これは、現在、共同受信アンテナで視聴し

ておりますが、現在の場所ではデジタル対応の

ための改修を行っただけでは受信困難になると

予想される世帯で、この世帯が2,010世帯となっ

ております。なお、そのほかに、現状でアナロ

グ放送の視聴が困難なアナログも難聴が2,120世

帯となっております。

資料には記載してございませんが、このほか

国の動向としましては、本年度より過疎地等条

件不利地域における既存の共聴施設のデジタル

化を推進するために交付金制度が創設されたと

ころでございます。また、現在、国におきまし

ては、デジタル中継局の整備や条件不利地域の

共聴施設の改修等を推進しておりますが、この

ような取り組みにもかかわらず、2011年（平

成23年）までにデジタル放送を送り届けられな

い地域につきましては、暫定的なものとして衛

星を使ってデジタル放送を送り届けることを国

のほうでは検討していると伺っております。

８ページにお戻りください。(２)の県として

の対応でございます。①の国への要望でござい

ますが、県といたしましては、平成16年度から

宮崎の提案・要望の項目の１つとしまして、国

に対し、過疎地等条件不利地域への国の支援措

置などの要望を行っております。また、②の放

送事業者との協議につきましては、地上デジタ

ル放送に関係する団体での情報共有と連携を図

るため、県地上デジタル放送普及推進会議を昨

年11月に立ち上げまして、活動しているところ

でございます。来月５日にも市町村ロードマッ

プに関する本県情報を共有しますために当会議

を開催し、市町村に対する情報提供や意見交換

をいたす予定でございます。

地上デジタル放送の現状については以上でご

ざいます。

市町村合併支援室○坂本市町村合併支援室長

でございます。

委員会資料の11ページをお開きください。最

近の市町村合併の動き等について御報告いたし

ます。

まず、１の日南市、北郷町及び南郷町による

法定合併協議会設置の動きについてでありま

す。各市町におかれましては、９月議会に法定

合併協議会の設置議案を上程されております。

同議案の可決後、９月28日付で法定合併協議会

が設置される見込みとなっております。この協

議会では、来年度末、平成20年度末の合併を目

標として、新しい市の基本計画や保険制度初め

各種制度の調整などにつきまして協議が進めら

れることとなっております。

次に、２の宮崎市及び清武町における市町村

合併に向けた動きについてであります。宮崎市

及び清武町におかれましては、それぞれ合併の

担当部署を９月１日付で設置されております。

現在、１市１町の合併に係る準備作業を進めら

れるということで準備をされているところでご

ざいますが、両市町の首長さんにおかれまして

は、合併新法の期限であります平成21年度末を

めどとして合併に向けて準備を進めていこうと

いうことで伺っておるところでございます。県

といたしましては、今後、関係市町と緊密に連

携をとりながら、必要な支援に努めてまいりた

いと考えておるところです。

最後に、３の宮崎県の市町村合併を考えるシ
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ンポジウムの開催についてであります。このシ

ンポジウムは、合併を通じた地域の将来像や新

しいまちづくりにつきまして、いま一度議論を

深めていただくということを目的といたしまし

て、来る10月14日、高鍋町で開催することとい

たしております。内容につきましては、記載の

とおりでございますが、中央大学の佐々木先生

による講演、旧法、新法下での合併を体験され

ました首藤延岡市長さん、知事も出席をいたし

ましてパネルディスカッション等を行うことに

しております。委員の皆様には大変お忙しい時

期とは存じますが、ぜひ御参加いただければ幸

いに存じます。

私からの説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○十屋委員長

た。報告事項に関しまして質疑はございません

か。

市町村の普通会計決算の中で、三○緒嶋委員

位一体改革の中で市町村税がふえた分と交付税

が減った分とのいろいろ税源の配分の変化、そ

れを教えてください。

三位一体による県内市町村○江上市町村課長

への影響でございますけれども、三位一体と申

しますのは、税源の移譲と補助金のカット、交

付税の制度の見直しでございますけれども、全

国ベースでまず申し上げますと、税源移譲で御

案内のとおり３兆円がふえたわけでございます

が、これは県内市町村に置きかえますと79億円

のプラスでございます。それから、それに対応

する補助金でございますけれども、これは全国

ベースだと4.7兆円のカットでございますが、そ

れが県内市町村では98億円、大体そのくらいに

なると思いますが、減少でございます。それか

ら、交付税、これは臨時財債含んでおります

が、国が5.1兆円減少しておりますが、これが県

内市町村に置きかえますと187億円減っておりま

す。それから、その３年間の間に、15年から18

年ですが、自然税収増もございました。これは

国は2.2兆円の増でございましたが、県内市町村

に置きかえますと58億円の増でございますの

で、単純にプラスマイナスするのがいいかどう

かわかりませんけれども、単純にプラスマイナ

スしますと、県内市町村は３年間で144億円減っ

ているということでございます。税源がプラ

ス79、補助金がマイナス98、交付税が187の減、

自然税収増が58のプラスで、単純に足しますと

マイナス144億でございます。

地方分権、三位一体改革という言○緒嶋委員

葉としては悪い言葉じゃないわけだけど、実質

的にはそのことで差し引き計算すると、宮崎県

の市町村の予算的ないろいろな動きを見ると、

逆に財政状況は厳しくなったということが言え

るわけで、三位一体改革の本当の自立する市町

村の確立ということが目標にあったと思うんで

すけど、市町村課長から見れば、市町村にとっ

てはかえってマイナスだったと。三位一体改革

は言えば美辞麗句であって、実質的には大変な

ことになって、宮崎県のような税源移譲といっ

ても客体がない、税源を移譲される客体がない

ところは、イノシシや猿に税金をかけるわけに

はいかんわけだから、そういうことであれば、

本当から言えば、宮崎県は交付税制度を逆にも

とに戻してくれと言ったほうが、財政的にはそ

のほうがいいんじゃないかとすら思うんですけ

ど、今後の対策はどのように進めようとしてお

られるか、このあたりどうされますか。

三位一体改革の評価が第１○江上市町村課長

番かと思いますが、これについてはいろいろ評

価があるわけでございまして、少なくとも評価

できる点といいますのは、税源移譲が３兆円な
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されたということで、これは多分、三位一体と

いうことでなければできなかったことではない

かと思います。そういう意味では、本県もちろ

ん少ないんですけれども、評価できるわけでご

ざいます。言われますように、地方交付税が大

幅に削減されているということでございまし

て、特に本県の市町村というのは極めて財政構

造が脆弱でございますから、地方交付税いかん

で財政運営ができるかどうかということでござ

います。そういう中で地方交付税がカットをさ

れたということでございますけれども、ただ、

これは必ずしも三位一体改革の中だけで交付税

が減ったわけでなくて、交付税は平成12年度か

ら毎年毎年基本的には減少してございます。そ

れは基本的には単位費用の見直しとか等々ござ

いまして、我々としてはこれからの傾向として

もこれをもとに戻すというのはなかなか厳しい

んじゃないかと思っております。したがいまし

て、当然ですけれども、そういう中で社会保障

費の増嵩等も予想されますので、そういうこと

も想定しながら、そういう中でみずからの市町

村の財政運営をやっていくというふうな、健全

化を進めてもらうということが必要かと思って

ございます。

今度の税源移譲を含めると東京都○緒嶋委員

は8,000億以上の税収増になっているわけです

ね。都市と地方の格差と言われるが、税構造上

でも格差社会を逆につくっているわけです。そ

して、地方は子供の教育とか何とか、大学なん

か東京の大学のためには金は地方の人が出し

て、卒業したら東京で仕事をする。東京はます

ますもって地方税を含め住民税なんかもふえ

る。そういうことの中では、交付税、昔は平衡

交付金と言っていたこともあるんですが、そう

いう交付税措置を地方に優遇されたような形に

求めていく運動を強力にやっていかなければ、

税源移譲というのはそれは当然要るし、それぞ

れ地方で税収が多くなるようにいろいろな行政

的な手助けもしながら、地域の経済活性化を盛

んにすることによって税収をふやすとかいろい

ろ方法はあるけど、特に宮崎県みたいな企業の

業績が豊かになって法人税がふえたとかという

ようなこともなかなか難しいところにおいて

は、こういう厳しい地方の立場で要求せんと、

ますますもって宮崎なんかは、県も同じです

が、市町村も同じ、ますますもって税構造上は

厳しくなってくるんじゃないかという気がして

ならんのです。このあたりは市町村とも十分連

携をとりながら、これは九州どこでもですが、

交付税の算定の問題、今後ますます変化して、

人口を中心に考えればますますもって人口減少

地域は厳しくなってくるわけですので、面積等

含め、いろいろな多面的な要素を取り入れたも

のを、交付税の中での算定基礎を変えていただ

くような、そういうものをやっていかなけれ

ば、ますますもって決算内容も大変厳しくなっ

てきておる市町村が多いわけですが、こうなれ

ば合併しても、美郷町なんかは合併しても合併

したメリットというのは実際はまだ出てこんわ

けです。そうなりますと、合併そのものもし

たって何も効果ないじゃないかということにな

ると思うんです。合併すれば、ある程度財政的

な支援もして、合併したことのメリットも財政

上出てきたというような、そういうのが出てこ

んと、今後、中山間地の合併なんかも合併して

いいかどうかその判断すら難しくなってくるん

じゃないかという気がするんですが、そのあた

りはどうですか。

言われますように、18年度○江上市町村課長

の東京都の予算でございますけれども、当初予
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算が10兆8,000億ぐらいでございますけれども、

何と昨年度の補正が10兆の当初に比べまし

て8,500億の補正予算を組んでおります。県内市

町村がすべて足し合わせた当初が四千数百億で

すが、昨年度の補正すら8,500億の補正を組ん

で、そのうちの税収増が7,500億の補正増という

ことで、その中で基金で3,800億積んだというふ

うに聞いてございます。言われますように、こ

の問題というのは本県だけではなくて、東京と

それ以外の都市の問題かと思います。特にこれ

は東京都が頑張っているということではなく

て、むしろ東京に首都機能があるがゆえの増収

というふうに考えておりますので、言われます

ように地方交付税の問題、特にこれは本県だけ

ではなくて、市町村だけではなくて、県、市町

村あわせて強く国のほうに制度の改革を目指し

て運動していくということは必要かというふう

に思っております。

特に県内の交付税がいかに大事かということ

でございますけれども、県内のいわゆる税収で

ございますけれども、国税収入は1,950億でしか

すぎません。極端に言うと、税源移譲が、100％

国税を県内に税収を移譲するとしまして

も、1,950億しか移譲できないわけでございま

す。ところが、地方交付税は県が1,800億ぐらい

でございますけれども、市町村が1,300億ちょっ

とでございますから、3,200億円ぐらいの交付税

もらっているという状況でございますから、こ

れは単なる税源移譲だけではなくて、都市と地

方との格差の是正をセットとしてやっていくと

いうことが極めて重要かというふうに思ってご

ざいます。

今度、ふるさと納税というような○緒嶋委員

こともいろいろ言われておるんですけれども、

税法上は、それぞれ東京におる人がどこがふる

さとかという定義すらなかなか難しいわけです

ね。じいちゃんは宮崎出身かもしれないけれど

も、その子供は東京で生まれた。孫も東京で生

まれた。税金を納めるのは子供である。じい

ちゃんのふるさとは宮崎かもしれんが、子供の

ふるさとは東京だということになるわけです。

法制上ふるさとの定義すらなかなか難しくなっ

てくると、宮崎に寄附行為としてふるさと納税

をやるといっても、思いやりとしてはありがた

いけれども、そう増収にはつながらんのじゃな

いかと。税法上からちょっと問題があるよりも

やはりストレートに交付税の中で、消費税、い

ろいろな税制の中で正攻法で進まないと、ふる

さと納税をお願いしますというような形だけで

本当に宮崎県というか、地方の税収がふえると

はなかなか思えんのです。そこ辺を十分考えな

がら、感情的には気持ちの上ではありがたいけ

ど、そこ辺を十分考えながら、税制についての

県あるいは市町村の立場というのを、十分宮崎

県の置かれている位置づけというのを考えなが

ら取り組んでいかなければ、東京あるいは愛知

とか大阪とか特別なところ以外は日本全国どこ

でも同じだと思うんです。知事会とかを中心に

六団体、力を合わせていくようなことをやらん

と、市町村は皆、夕張になってしまうんじゃな

いかなという懸念すら私は出てくるんじゃない

かと。構造的に社会保障なんか毎年ふえてくる

わけですから、十分そこ辺を考えながら、市町

村とも連携をとりながら頑張っていただきたい

というふうに思います。要望しておきます。

交付税の関係で思い出したんです○髙橋委員

けど、おぼろげなものですから、間違っていれ

ば正していただきたいんですが、合併をすると

きに、平成17年３月でしたか、あめという部分

で特典がございました。交付税の保証の問題、
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合併特例債もありましたけれども、10年でした

か、合併するときの交付税を10年、簡単に言え

ば保証するということです。美郷町なんかどう

なんですか。まさしくここは11年３月までにし

ましたね。

合併した場合に単純な計算○江上市町村課長

をしますと、合併をすれば当然、普通交付税は

自動的に減ることになります。それではあんま

りということで、合併した場合でも従来の市町

村、合併しなかったと仮定をして、それぞれの

旧市町村が存在したというふうに仮定をして計

算した額を一定期間保証するという制度がござ

います。そのことでございましょうか。もちろ

ん美郷町も旧３町それぞれ合併しましたので、

本来であれば美郷町という新しい枠組みでの交

付税の算定がなされるわけでございますけれど

も、そうではなくて、旧北郷、南郷、西郷、そ

れぞれの交付税の額を合体した額が保証されて

いるということでございます。

当時講演を聞いたりしながら勉強○髙橋委員

しましたけど、すべての合併、あの当時、目標

は1,000でしたね。すべての日本の各市町村合併

をしたときに、交付税を保証していくのは

ちょっと無理でしょうと言われていたんです

が、今のところは国はしっかり約束守っている

んですね。

交付税制度といいますの○江上市町村課長

は、まず全体から申し上げますと、交付税の総

額というのを地財で決めます。その中で、言わ

れましたように約束事がございます。例えば合

併の場合の約束事でありますとか、起債をした

場合の約束事でありますとか、その約束事の

トータルをまず決めます。総額との差が出ます

ので、その中で単位費用なり個別に決めていき

ますので、約束どおりなされているんだろうか

と言われれば、なされているというふうに言っ

ていいかと思います。

市町村の普通会計決算見込みにつ○丸山委員

いてなんですが、非常に厳しいということで説

明も伺ったんですが、来年か再来年だったと思

うんですが、新たな地方自治体の財政改革みた

いな指標が新しく４項目前後つくられるという

話なんですが、そうなった場合は、宮崎県もか

なり厳しくなるというふうに聞いていたんです

が、今の段階でも実質公債費率が18％超えてい

るところがさらに厳しい指標になることが簡単

に想定できると思うんです。もしそうなった場

合に県としては、ここでも18％超えているとこ

ろには許可制という形になっているんですが、

どの辺まで協議をして、これだったらいいです

と条件というのはつけて、どういう条件だから

また債務をふやしていいですよというのはして

いるのか、教えていただきたいと思います。

まず最初の健全化指標につ○江上市町村課長

いてでございます。健全化指標、法律は決まり

ましたけれども、具体的な計算法、決まってお

りませんが、大きく申し上げますと、実質赤字

比率というのがございます。これは赤字か黒字

かという判定する指標でございます。多分、県

内市町村すべて実質黒字でございますから、こ

れはクリアすると思います。次に、連結実質赤

字比率ということで、公営企業等を含めて赤字

がどうかということでございますが、これも多

分クリアするんじゃないかと思います。今回ま

だ公営企業の決算出ておりませんけれども、公

営企業の起債残は多分3,000億ぐらいあると思い

ます。6,000億に3,000億プラスをして、それ以

外の債務1,000億ぐらいあるはずでございますか

ら、大体県内市町村、１兆円の起債残と考えて

おりますが、これにつきまして、よくわかりま
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せんが、何とかクリアするかもしれません。問

題は、３つ目がきょう御説明しました実質公債

費率でございますが、これは７団体が該当して

いるということでございます。あと１つが、将

来負担比率というのがございまして、今は負担

はしてないけれども、例えば第三セクター等に

債務保証をしている場合に、将来第三セクター

が破綻をした場合は市町村がかぶるということ

がございますが、そういうものとか、例えば

我々の退職金ございます。退職金というのは当

然市町村が負う負担でございますから、退職手

当も将来負担比率の中にカウントされます。そ

ういうもろもろ加えた場合どうかということも

ございます。したがいまして、今の段階ではな

かなか難しいところでございますけれども、た

だ、本県の市町村につきましては、他県、夕張

とかあのあたりに比べると極めて健全度が高い

というふうに判断をしております。

２番目の起債の許可、どうするかでございま

すけれども、基本的には18％以上と、もっと上

の25％以上、35％、３段階ございまして、18％

以上につきましては、起債の制限ではなくて、

起債を許可するという制度でございまして、25

％を過ぎると段階に応じて起債を制限していく

制度でございます。したがいまして、18％につ

きましては、市町村から健全化計画をつくって

いただきまして、７年間かけて実質公債費率

を18％以下に落としますという計画をつくって

いただきましたら、その計画の進捗状況を見な

がら許可をするということで、基本的には厳し

い審査は行わないことになるのかなというふう

に思ってございます。

ことしは五ヶ瀬町が一番高いとい○丸山委員

うことなんですが、最高、市町村の中で今まで

どれくらいまで上がった事例があるんですか。

比率は18年度から求められ○江上市町村課長

た指標でございまして、今回が２年目でござい

ます。ちなみに、全国の状況を申し上げます

と、一番高いのは長野県の王滝村というところ

がこの比率が42.2％、夕張市が38.1％と聞いて

ございます。

経常収支比率が高いと独自性が生○丸山委員

かせないというふうに言われているんですが、

県内見ても90％以上ということで非常に厳しい

と言わざるを得ないんですが、健全化するため

には、予算を落とすと逆に今度また小さくな

る、ふやすと実質公債費率がふえてしまうとい

うのは、なかなか特効薬がないというふうに

思っているんですが、合併をしても特効薬もな

いような感じがするんですが、財政改革という

のは、今の状況では税収も伸びない、交付税措

置も減らされる方向が強い、アリ地獄に入った

ような形に思えるんですが、何かこうしたらよ

くなるんですよという指導はできるものなんで

しょうか。

言われますように、財政の○江上市町村課長

構造を一朝一夕に直すというのはなかなか厳し

いかと思います。人間でもメタボリックになり

ますとなかなか時間がかかります。したがいま

して、市町村それぞれ例えば人件費を削ってい

く。これは単価を下げるんではなくて、採用、

退職を見直しをしていくとか、経常経費を見直

しをしていくとか、そういう地道な努力を重ね

ないとなかなか厳しいのかなというふうに思っ

ております。

確かに言われるとおりで厳しいん○丸山委員

ですが、国のほうは今度新しい指標をつくって

合併をもっと促進して、地方を切り捨てる方向

にしか見えないというふうに感じるんです。か

といって、合併した場合にも、借金が多いとこ
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ろ、また実質公債費率が高いところとは合併し

たくないという受け皿のほうが出てくるんじゃ

ないかというふうに思っているんです。恐らく

合併議論も今後、平成22年３月末を目途にそれ

ぞれ清武なり日南のほうが始まっているんです

が、私も旧法のときも感じたんですが、最終的

に財政の問題等いろいろあって、それが大きな

問題になってしまって合併がうまくいかなかっ

たというケースになってしまうものですから、

余り財政の議論ばかりするとそうなってしま

う。しかしながら、合併は10年先、20年先のま

ちづくりなんですよという夢物語ではだれも信

頼しないし、強いリーダーシップがない限り今

後合併もうまくいかないんじゃないかというふ

うに思っているものですから、合併のシンポジ

ウム等もあるというふうに言っているんです

が、いかに知事なりが今後こういうまちづくり

をやりましょうというのを外のほうから、市町

村だけで考えてもなかなかわかりづらいもので

すから、勧告まではなかなか難しい 勧告と―

いう権限も知事は持っているんですが、今後勧

告なりをどういうふうに考えるのか。私が思っ

ているのは、宮崎県だけのパイで考えるんじゃ

なくて、隣県とのことも考えて今後どういうま

ちづくりをやる、九州内でのまちづくりをする

というビジョンを踏まえながら持っていかない

と、今後合併議論なりも進まないんではないか

というふうに思っているんですが、何かあれば

お伺いしたいと思います。

今、御指摘のあり○坂本市町村合併支援室長

ましたとおり、大変厳しい状況に市町村がある

ということは事実でございます。合併を今現在

準備をされている市町村におかれましても、そ

の辺は十分認識をして、歳出カットあるいは人

件費の抑制等に努められているところでござい

ます。今後それぞれの市町村が財政的に厳しい

中、持ち寄りまして、大きな市をつくっていこ

うというわけでございますが、その中で一番考

えていらっしゃるのがスケールメリット、大き

くなることによるスケールメリット、要するに

住民１人当たりの行政コストについては、これ

は明確に下がっていくわけでございますから、

例えば日南、南郷の例を申しますと、人口で大

体６万人ぐらいの市ができます。財政規模でい

きますと260億円ぐらい、１人頭、行政コスト40

万円ぐらいということで、都市部に比べますと

高うはございますが、その中でマンパワーをい

ろいろ確保していくというようなことはできる

わけでございます。総務部門の人を回すとかそ

ういうことでいろんな工夫をいたしまして、あ

とそれぞれの地域、山、海、それぞれの資源を

生かした地域づくりを進めていくことによりま

して新しい市町村をつくっていこうという意思

でもって現在準備を進められていると伺ってお

るところです。

前半の御質問でございます○江上市町村課長

が、地方を切り捨てようとしているのではない

かというお話でございました。財政指標等で厳

しく締めつけているんじゃないかということで

ございましたけれども、我々は、言われますよ

うに、地方分権に名をかりた地方切り捨てで

あってはならないと思っておりますけれども、

少なくとも今回の財政指標等の見直しにつきま

しては、指標を新しくつくっておりますけれど

も、その本質は、厳しくしたということではな

くて、むしろ監査委員の審査に付すとか、指標

を議会に付すとか、住民に公表するとかいうと

ころに本質がございまして、基本的には指標は

厳しくなったということではないと思っており

ます。
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合併に関して知事の勧告というの○丸山委員

をどのように 恐らく平成20年３月までには―

それぞれ法定協なりを立ち上げないと、時間的

にタイムスケジュールを考えると厳しくなって

いくんじゃないかと。合併しなさいというん

じゃなくて、法定協立ち上げなさいというよう

なことだろうと思っていますので、タイムリ

ミットが少しずつ近づいてきているんだろうと

私は思っているんですが、その辺の考え方はど

うなっていますか。

県として合併をいかに進○丸山地域生活部長

めるかという話だと思いますけれども、丸山委

員先ほどおっしゃいましたように、比較的財政

状況のいいところ、あるいはうまくいってない

ところ、組み合わせとしてあると思います。し

かし、今、国においては例えば道州制ビジョン

懇談会、あるいは地方分権改革推進会議、これ

なんかで盛んにその議論をされるわけです。そ

うすると、前の合併特例法下の状況とはここ２

～３年状況が変わってきております。国の背

景、それから地方もこういう財政状況厳しい中

ですから、背景そのものが変わってきておりま

す。逆に今度は、今申し上げましたように道州

制の議論も盛んになっておりまして、平成11

年、たしか九州、沖縄除いて520ぐらい市町村が

ありました。それが今260ぐらい、半分になって

おります。こういう中において、将来道州制の

成立を見据えた場合に市町村はどういうふうに

生きていくのか、どういうふうにして地方を活

性化させて地域住民が暮らしやすい地域にして

いくのかというのがまさに問われると思いま

す。そういう中ですから、市町村合併は行財政

基盤の確立強化というのが一つの大きな目的で

はありますけれども、いわゆる公益的な観点に

立って、自治体を総務とかそういう管理部門を

スリム化して、新たなサービスができるところ

にお金を使う、そういうスケールメリットも市

町村合併の大きな一つの目的だろうと思ってい

ます。県としましては、今、合併の機運が、話

に上がっているのは室長が申し上げましたよう

に３地区ですけれども、その中で合併がうまく

いくように、関係市町村は土俵に上がっている

わけですから、県は行司役として一生懸命その

中で動き回って汗をかかなきゃいけないと認識

しております。そういう方向で市町村合併も県

としては取り組んでいくというふうに考えてお

ります。

ほかにございませんか。○十屋委員長

地上デジタル放送、これは順○緒嶋委員

次2010年までカバーできるわけですけど、難視

世帯、これははっきり言って最終的には2,010世

帯はデジタル化困難、アナログも難視と両方あ

る。これはデジタル化の恩恵をずっと受けない

ということになるわけですか。

新たな難視世帯というの○渡邉情報政策課長

とデジタル化困難共聴世帯というのがございま

す。新たな難視世帯というのは、先ほども申し

ましたように、今あるのと同じような、いわゆ

るチューナーだけをかえたとして、デジタル波

というのはＵＨ波なものですから、ＵＨＦのア

ンテナ、そのアンテナにも性能のいいのと悪い

のがございます。従来よりも性能のいいもので

やるとか、今は通常のアンテナですけれども、

何戸か集まって共聴アンテナ、そういうことを

すれば対応できますけど、現状のままでは無理

ですよというのが新たな難視世帯ということで

ございます。デジタル化困難共聴世帯につきま

しても、先ほど申しましたが、今の場所に共聴

アンテナが立っているとします。ところが、そ

こはアナログ波の場合には直進性が弱いという
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か、ちょっと山陰でもカーブして入ってくるよ

うなところがございますが、デジタル波につい

ては直進性が強いために裏に回るようなことご

ざいません。ですから、共聴施設をＡという山

からＢという山に別の場所に移動してやる。そ

のかわりお金がかかりますけれども、そういう

対応をしない限りは見られませんよというのが

デジタル化困難共聴世帯ということでございま

す。ただ、最後に資料なく御説明しましたが、

どういうふうにしてもやれない地域というのは

今回初めて出てくるだろうと。そういう場合に

つきましては、まだ国が年内中にやり方を検討

すると言っておりますけれども、衛星放送で暫

定的に、これはＭＲＴとかＵＭＫじゃなくて、

東京のキー局のものを衛星波を使って高千穂と

か椎葉とか諸塚におろそうと。それが平成23年

から25年ぐらい、年数はわかりませんが、暫定

的にやっている間に皆さん方は見えるようなほ

かの手法、共聴施設を建てかえるとか、そうい

うことをやってくださいというようなところを

今、検討しているという状況でございます。

そういう対応は当然していただか○緒嶋委員

なければならないわけですけれども、それこそ

デジタル格差みたいなものが出てくるわけです

ね。衛星であればローカル的な放送はないわけ

でしょう。そうすると情報の格差もまた出てく

るから、中山間地と言われる東臼杵、西臼杵な

んかが特に多いようですが、こういうところが

すべての意味で格差が集中するわけです。でき

るだけどこに住んでも、情報が平等に伝達され

るようなことを考えなければ、ここには人は住

むなということです。テレビは見えませんよ

と。そういうようなことで同じ国民でそういう

情報まで格差を持ってもらっちゃ困るというの

が私は本質的な考え方ですが、急いでこういう

ところは、共聴の場所を変えるとかいろいろ手

法があれば、交付金制度も考えられておるとい

うことであれば、県も積極的にそういうのを取

り込んで、できるだけ2010年までにそういうと

ころも含めてカバーできるような、県としてど

うするかという対策を立てなければ、国がどう

じゃということより、県としてどうするかとい

うことのほうが必要じゃないかと思うんです

が、そのあたりの対策についての地域生活部と

しての議論を始めるべきだと思うんですが、部

長、どうですか、このあたりは。

確かに今、緒嶋委員おっ○丸山地域生活部長

しゃったように、前々から高度情報通信、携帯

電話、それからデジタルテレビ、ブロードバン

ド、都市と地方の格差があって、また地方の中

でも都市部と山間地、中山間地の格差が生じて

いる。デジタルデバイドと言われていますが、

そういう格差があると思っております。このデ

ジタル放送は2011年の７月24日からすべて移行

するわけですけれども、先ほど課長が説明いた

しましたように、国に提案・要望ということで

毎年、これは急を要することだということで要

望いたしております。先般８月の初旬だったと

思うんですが、町村会長さんたちとの話し合い

の中でも、これが我が部に対して質問が出まし

た。地域生活部としては、提案・要望の中にも

書いているんですけれども、どうせ国策でこう

いうデジタル化するんであれば、当然国が責任

を持って財政的にも面倒見るべきと、そういう

考えはしております。デジタル化というのはい

いタイミングでありますので、中継局を新たに

設置したり、あるいは情報通信技術全般にわ

たってこれが一挙に解決するような技術開発を

してくださいと、そういうお願いも今、国にし

ておるところです。実際、県がどういう格好で
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どういう金額で財政的支援ができるかというの

はまだ具体的には検討しておりませんけれど

も、例えば中継局の設置には億単位の金がかか

ると聞いております。そして、それのメンテナ

ンスにも年間当たり何百万という金がかかる

と、御存じだと思うんですけれども、そういう

話も伺っております。今の県の財政状況ではそ

こらあたりまで踏み込むのはちょっと無理かな

という感じはしていますけれども、とにかくこ

れは国策ですから、国策というところに焦点を

当てて、我々も国等に働きかけていきたいと考

えております。

当然国策であるから、いろいろ県○緒嶋委員

の負担分についても交付税で見てもらうとか、

いろいろまた国策の中でも手法があると思うん

です。宮崎らしい発想のものを出していって、

こういうテレビも見られないところには、はっ

きり言って人も住めんと思うんです。３年我慢

してくださいとかいうことが見えてくればいい

けど、衛星放送にしても宮崎のニュースは流れ

ないということであれば、それはある意味では

県民としては寂しいことです。情報も入らん

と。また特に西臼杵なんか県境地帯は熊本の電

波しか見られないところがあるわけです。県境

という立場で熊本との関係もまた出てくるわけ

です。いろいろ課題が実際はあるわけです。そ

こ辺も含めて隣県と、逆に鹿児島の人も宮崎の

電波しか見えないところが地理的にあるかもわ

からない。大分の人もそうですが、そういうこ

とを総合的に、知事会とか同じ隣県とのそうい

うお互いの部署の立場で連携をとりながら、そ

こに住む人の生活を基本に考える。そこ辺を十

分理解し、立場を考えながらやっていかんと、

これは国策だから国の責任だというだけでは解

決しないんじゃないかというふうに思いますの

で、これについては早目にやらんと、もう一日

一日デジタル化の日にちは迫っているわけです

ので、ぜひこれはいろいろと知恵を出していた

だきたいということを要望しておきます。

合併の問題についてお尋ねしたい○徳重委員

と思います。合併新法があと２年半でしたか、

そういったことで切れるということになろうか

と思います。せっかくそういう新しい法律で合

併市町村を守ろうというような形になっている

わけでありますから、全国的に進められた合併

促進の中で宮崎県は非常におくれていると言っ

ても過言でないかなと思うんです。そうすると

今ここに上げられている日南、北郷、あるいは

宮崎市と清武、この２つについてはかなり進ん

でいくでしょうし、十分期待が持てるわけであ

りますが、あと残された、当初計画された県の

方針というか、枠組みというのがあったと思い

ますが、そういった中で合併されてないとこ

ろ、そういった市町村の動きというのはあるん

ですか。

現在、県の合併の○坂本市町村合併支援室長

構想で大きく10に分かれておるところでござい

ますが、委員御指摘のように、まだ合併の動き

がそれほど見られないところが何カ所がござい

ます。それらの中でも、経済団体などの主導に

よりまして今度いろんな動きがございます。そ

れから、首長さん同士の話し合いが進んでいる

ところは県の西部にはございますが、ただ、ま

だ県の中央部、県北で動きの鈍いところはござ

います。そういう中で、国のほうでは今、29次

地方制度調査会というのが開催されまして、そ

の中で、今後小さい自治体については例えば窓

口事務だけに限定した事務を行わせようとか、

あるいはその事務、小さいところでは今後の高

齢化が進行した中では対応ができないだろうと
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いうことで、隣接市町村あるいは県にその事務

を代行させようというような考え方を検討させ

ようという動きも出ておりますので、その辺を

十分踏まえながら、我々といたしましても、今

後、合併に向けて真剣な議論がなされるよう、

いろんな町村の議会にも働きかける、あるいは

住民の方々にも十分情報をおつなぎしていただ

こうということで努力をしてまいりたいと考え

ているところでございます。

当然のこととして、そういう取り○徳重委員

残されると言ったら過ぎるかもしれませんが、

住民感情として、合併の意義というか、メリッ

トというのがなかなか住民には伝わらないんで

す。あるいはデメリットもあるかもしれません

が、メリットというのが十分伝わらない。その

中で、その周辺の地域にとっては非常に人間関

係がよくないわけです。あそこの隣の町は合併

して云々といっても、人間関係、人間の行き来

の中では境というのはないわけです。我が都城

でも１市４町になっている。三股が１町残って

いるわけですが、取り巻いている周りはみんな

都城なんだけど、真ん中にぽんとあるような形

なんです。そういったことを考えると、だれか

が今おっしゃったようなことについて直接住民

に知らしめるというその努力がない限り、聞く

ところによると、首長さんなり議会は自分たち

の職場がなくなると言ったら過ぎるかもしれま

せんが、そういったことでどうしても賛成しが

たいという動きがあるわけです。私がしている

間はいいんだよというようなこと、議員も４

年、首長さんも４年ですから、４年間は何もで

きない、全然動きがないということになってし

まうわけです。それでは、待っていたら合併と

いうのはなし得ない。逆に言えば、合併新法が

切れた後に合併したって何のメリットもない。

隣町はよくなったが、うちの町はそのままか

と、合併しても一緒だったらもういいわという

ことになって、これはまずいことだなと。県内

で地域で人間関係まで悪くしてしまうような結

果になるんじゃないかと心配をしているんで

す。合併されてないところに対する首長さんな

りあるいは住民の皆さん方に実態をしっかりと

お話ができるような指導がどうしても必要だと

思うんです。市町村自体が自分たちで住民が決

めることだといったら、恐らくこのままだろう

と私は思うんです。そして、最終的にはそうい

う指導がなされる。最低１万人以下の市町村に

ついては、今おっしゃったような事務委託、事

務処理だけしかさせないとかいうことになっ

た。そのときは、なぜ早く教えてくれなかった

のかとか、いろんなことがそのときに出てしま

うと思うんです。皆さん方も支援室までつくっ

て頑張っていただいているんだから、それは

ちゃんと住民に知らしめる責任があると思って

いるんです。言ってこないから何もしないとい

うんじゃなくて、徹底的な指導をしていただい

て、あそこまでやったじゃないかと、何回来て

相談したじゃないかという実績を少なくとも残

していただいてほしいと思いますが、どうで

しょうか。

国のほうから、十○坂本市町村合併支援室長

分その辺の情報は伝えた上で、くれぐれも将来

我々は知らなかったとかいうことは絶対ないよ

うにしてくださいという要望を強く受けており

ますので、我々といたしましても、今、御指摘

のございましたような住民の方々に対します情

報の提供、あるいはいろんなグループ、経済団

体等を通じまして、これからの合併の必要性に

ついて強く訴えていきたいと思いますので、よ

ろしく御指導方お願いしたいと思います。
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一つは地上デジタル放送につい○前屋敷委員

てですが、今、御説明もありましたように、国

策でもってデジタル化を進めようということで

期限も決まっているわけですけれども、一方的

に国のほうが地上デジタルを始めるといって国

民に通知をするわけですね。そして、今、中継

所の問題も言われましたけれども、すべての日

本国にあまねく電波が届くということは国の責

任だというふうに思います。県からも国に要望

も上げているということでありますけれども、

国への要望にどうしてももう一つ加えていかな

ければならないのが、個人の経済的な問題です

ね。一方的にアナログを打ち切るということ

で、それに対応するような手だてを国民一人一

人がとらなければ地上デジタル放送は見られな

いということで、これは余りにも一方的なやり

方で、国民すべてが願ってこうやってくれと

言ったわけじゃないわけですので、デジタル対

応が可能なテレビの購入だとか、またチュー

ナーの設置が必要だという点では、経済的に対

応できる人、地上デジタルどうしても見たいと

いうような方は積極的に対応されるでしょうけ

ど、そうじゃなくて、経済的に大変な方々は今

のアナログで十分だという方も多いわけです。

ところが、それはもう見せないというわけです

から、こんな不公平なことはないわけで、国が

全面的に変えるというのを進めるというのであ

れば、その辺のところの財政支援もきっちり

行った上で地上デジタル化に移行していくとい

うことを踏まえていかないと間違ってくるとい

うふうに思うんです。そういった意味では、国

民のほうからもそういう要望も上がっていると

思います。そういった点で、県も個々に対す

る、困難な方々への財政措置も含めて国に要望

するということもぜひ中に入れていただきたい

と思いますが、その辺はどうですか。

今、委員おっしゃいまし○丸山地域生活部長

たように、確かにこれは問題になっているんで

す。新聞なんかの投書欄、私もしょっちゅう気

をつけて見ているんですけれども、高齢者の単

身世帯とか夫婦の２人世帯とかでいらっしゃる

方は、テレビが見えているのにもったいない

じゃないかとか、もうちょっと４年ぐらいした

ら見えなくなる、おかしいじゃないかという投

書がいっぱい載っております。国のほう、総務

省あたりも、そこらあたりの声が当然届いてい

るんだと思うんですが、例えば生活困窮世帯、

もうちょっと具体的に申し上げますと、生活保

護家庭についてはチューナーを無料で配付をし

てデジタルが見られるようにするとか、あるい

は今の価格だと２万から３万ぐらいチューナー

がかかると言われています。それを5,000円以下

ぐらいに開発をしていただけませんかというこ

とをメーカーにお願いしておられるやに聞いて

おります。でも、メーカーに言わせると、それ

をつくるとデジタルのテレビが逆に売れないわ

けです。そういうことになりますね。そこらあ

たりはやっぱり一つの商品ですから、国の言う

ことをすっきりメーカーさんが聞かれるかどう

かというのは不明なところもあります。先ほど

も課長が申し上げましたように、我々も九州総

合通信局を構成員とする宮崎県地上デジタル放

送普及推進会議というのをつくっておりますの

で、ここらあたりを利用してまたそういう委員

がおっしゃいましたような声も常時上げていき

たいと考えております。

ぜひ国にもそういった要望も上○前屋敷委員

げていただいて、国も、一定のところまで届か

ない限りは、期限は決まっているんですけれど

も、一方的に見切り発車で電波をストップする
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というようなやり方もどうかというふうに思う

んです。そういった点では全体を見ながら進め

ていくということも含めて強く要望もしていた

だきたいと思います。

地方財政の合併に絡んでの件ですが、一つ、

美郷町で例を挙げたいんですが、地方債の残高

が126億ですね。実質公債費率が20.6％というこ

とになっているんですが、これは合併したため

にこうなったという結果と見ていいんでしょう

か。

合併によってということで○江上市町村課長

はなくて、当然３町が従来持っておった負債な

り、従来持っておった基金なりを持ち寄った結

果かと思います。合併効果は時間がかかります

ので、これから出てくるのではないかというふ

うに思っております。

実質公債費の比率が非常に高く○前屋敷委員

なりまして、それぞれもとの３町のときはどう

いう状況だったんでしょうか。

実質公債費率は18年度から○江上市町村課長

の指標でございますので、かつての指標はござ

いませんが、実質公債費率に似たような指標で

起債制限比率というのがございました。これで

言いますと、３村の中で西郷村と南郷村が仮に

独立しておって今の状態で実質公債費率を計算

したら、18％を超えておったんじゃないかと

思っております。

私は、合併に関して、合併をし○前屋敷委員

ていろんな合理化ができる部分だとか確かに一

面では出てくるというふうに思います。しか

し、財政規模が大きくなることと財政力が強く

なるということとは比例しないというふうに

思っているんです。確かにスケールメリットが

あったりして多額の財政が使い方も含めて可能

になるという部分があるんですが、一面、大型

の事業がやりやすくなると、そういうことにつ

ながってくるし、国の三位一体改革の中で地方

の財政が大変な状況の中で、歳出カットである

とか人件費のカットであるとかということで、

地方自治体もかなりの努力をしながら財政難を

何とか乗り切ろうということなんですけれど

も、国の施策としてはいろんな矛盾をはらんで

合併の促進が行われているという状況じゃない

かと思うんです。まだ宮崎でも合併の論議が進

んでいるところも幾つもあるんですけれども、

どこも合併論議は真剣に行われているというふ

うに思っています。そういった中で、自立して

頑張ろうというところも今、県内にもあるわけ

で、そういったところは県が合併に向けての促

進の立場での努力もされておられるわけですけ

れども、そういう自立で頑張ろうというところ

は、最終的に自治体住民が判断されたというと

ころにおいては、合併した自治体と同じような

立場に立って、自立をしながら自治体運営を進

めていくという自治体に対しても県からの支援

援助というのは同じように進めていかなければ

ならないというふうに思います。これからの結

果が出ることではありますけれども、そういう

立場はぜひ進めていただきたい、そういう立場

で合併問題を取り扱っていただきたいというふ

うにこれは強く要望しておきたいと思います。

財政指標で公債費比率というのが○髙橋委員

昔からありました。起債制限比率もあった。実

質公債費率と公債費比率、この違いがあるんで

しょうか。

公債費比率といいますのは○江上市町村課長

もちろん今でもあるわけでございますが、例え

ば合併特例債とかもしくは有利な起債を使った

場合には、借金返しのときに元金と利息の一部

を交付税で措置をするということがございま
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す。そういうものについては実質公債費率では

分母と分子から外しております。公債費率はそ

れが含まれております。あと一つの違いは、か

つての比率は、いわゆる公営企業、病院とか水

道とかもしくは事務組合とかが起債をして事業

を行います場合に、一般会計からその起債の償

還分を繰り出すことがございます。その繰り出

した分が実質公債費率には入っているというこ

とでございます。

それでは、今までの報告事項に○十屋委員長

対して質疑を終わりたいと思います。

請願の審査に移りたいと思いますが、請願第

３号について執行部からの御説明はありますで

しょうか。

請願に対する説明でご○日高生活・文化課長

ざいます。割賦販売法の改正を求める請願につ

いてでございます。

割賦販売法は、クレジットを初めとする割賦

販売等の取引秩序の維持、消費者の保護を目的

とした法律であります。いわゆる信販会社が行

いますクレジット取引は、私たちの生活に深く

浸透しているものの、例えば初回の支払いが少

額で済むために勧誘に対する消費者の抵抗が少

ない、あるいは分割払いのために支払い総額が

見えにくいなどの特性があるために、消費者ト

ラブルが起こりやすいと言われております。た

またま先週、新聞で報道されておりましたけれ

ども、県内の高齢者が契約をしました不要な住

宅リフォームで多額のローンを背負わされたと

いたしまして、信販会社に既払い金の返還を求

めた訴訟がございまして、これが宮崎地裁第２

審で和解が成立したところでございます。この

ような消費者トラブル問題の解決に向けまし

て、現在、国の産業構造審議会割賦販売分科会

の小委員会で割賦販売法改正の検討が進められ

ております。来年の通常国会に改正法案を提出

する予定と聞いているところでございます。以

上でございます。

委員からの質疑はございません○十屋委員長

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

しばらく休憩いたします。関係○十屋委員長

課のみお残りいただきたいと思います。

午後２時28分休憩

午後２時31分再開

委員会を再開したいと思いま○十屋委員長

す。

不適正な事務処理について説明をお願い申し

上げます。委員の質疑は説明後にお願い申し上

げます。

委員会の冒頭申し上げま○丸山地域生活部長

したように、西臼杵支庁におきまして平成14年

度から19年度まで、今年度までですけれど

も、9,861万4,497円の預けが判明したところで

あります。全額、今申し上げましたように、西

臼杵支庁にかかわるものであります。具体的、

詳細な内容につきまして、所管課長であります

市町村課長から説明をさせていただきます。

お手元の委員会資料により○江上市町村課長

まして、西臼杵支庁の不適正な事務処理につい

て御説明を申し上げます。

説明に入ります前に、資料はございませんけ

れども、西臼杵支庁の概要について簡単に説明

をさせていただきます。西臼杵支庁は出先機関

で県内唯一の総合事務所でございます。組織

は、総務課、福祉課、農政水産課、林務課、土

木課の５課で構成されており、それぞれ地域生

活部、福祉保健部、農政水産部、環境森林部、

県土整備部の所管事業を実施しており、事業規
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模につきましては、平成18年度決算で10 3

億3,000万余となっており、このうち、需用費が

約１億100万円、その中で一般消耗品費として

約2,200万円を執行しております。

それでは、資料に基づき説明させていただき

ます。まず、（１）の預けの状況でございま

す。預け総額は、Ｃ欄にございますように、

約9,861万円で、中間取りまとめのときと比較い

たしますと大きく増加いたしましたけれども、

これは、中間取りまとめ段階で不明部分の多

かった４つの取引業者について金額等の事実確

認ができたことによるものでございます。ま

た、預けがこのような多額になった理由につき

ましては、預けにかかわる取引業者との取引

が、預けによる取引と正常な取引が混然一体と

なっておりまして、すべての取引を預けによる

取引と判断せざるを得ないというふうな事務処

理が行われていたことによるものでございま

す。

次に、(２)の書きかえの状況についてでござ

いますけれども、西臼杵支庁では該当はありま

せんでした。

次に、(３)の不適正な現金等の状況について

であります。西臼杵支庁において補助金等の不

適正な実績報告等の不適正な事務処理がござい

ました。具体的には、３ページをお願いいたし

ます。中ほどに詳細を記載しておりますけれど

も、上段の西臼杵地区青少年問題協議会と中段

の青少年育成県民会議西臼杵支部につきまして

は、現金等の内容欄に記載しておりますけれど

も、補助金等の実績報告を行う際に残金が発生

しても全額執行したとする、いわゆるゼロ精算

として報告いたしまして、次年度以降の経費に

充てていたものでございます。こうした事務処

理は、職員が意識的に不正を行おうとしたもの

ではなく、長年担当者間で引き継がれて慣例化

しておりましたけれども、使途についてはすべ

て公用と認められるものでございました。次

に、下段の西臼杵地区広域福祉連絡協議会につ

きましては、協議会としての活動は終了してい

たにもかかわらず、協議会を解散せずに西臼杵

３町からの負担金の剰余金を別口座で管理する

などの経理を行っていたものでございますけれ

ども、使途については３町が了解していたもの

でございまして、すべて公用と認められるもの

でございました。今後速やかに協議会を解散

し、残金については各町の負担割合に応じて返

還することで西臼杵３町と調整済みでございま

す。

１ページに戻っていただきたいと思います。

(４)の預けの配分の状況についてでございま

す。西臼杵支庁において西臼杵農業改良普及セ

ンターなど４つの所属に対しまして、合計480万

円の配分がありましたけれども、これは、予算

が少なく必要な事務用品を購入できない所属か

らの依頼に基づき行われていたものでございま

す。

２ページをお願いいたします。２の不適正な

事務処理に係る使途分類についてでございま

す。過去５年間の取引のありましたすべての品

目、タクシーの利用行為を個々に洗い出しまし

て、公的支出であるか、個人的着服・使用がな

かったか、個人で負担すべきものがないかと

いった観点で厳正に、また徹底した分析作業を

行いました。この結果、一般消耗品費や備品の

大部分は公的支出と認められるものでございま

したけれども、一部の消耗品やタクシーの使用

において、公務に関連した使途ではありますけ

れども、親和会等で負担すべきものとしての不

適切な支出がございました。
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その具体的な内訳につきましては、この表に

記載しているとおりでございますけれども、台

所用品等、金額にして約31万6,000円でございま

す。この中でタクシーとして10万6,170円と記載

しておりますけれども、タクシー利用につきま

しては、タクシー会社に保管をしてございます

タクシー券の半券がございます。このすべてと

支庁の行事予定表、支庁の業務日誌、旅行命令

書とを一件一件突き合わせを行いました。その

結果、不適正な利用、例えば本庁からの出張者

との意見交換や県職員が対象となった会議を西

臼杵で開催するケースがございますが、その際

に会議会場と交流会会場、懇談会の会場等の移

動で使っておったというようなものなど適正な

使用とは思われないものでありますとか、どう

しても利用目的が判明しないもの、これはすべ

て不適正な支出として整理をいたしました。そ

の合計額が約10万6,000円になったものでござい

ます。また、その他に掲げておりますＵＳＢメ

モリー等の２個につきましては、公的支出でご

ざいますけれども、現物を確認できないものと

して掲載をしてございます。これまで職員への

聞き取りなど全力で調査をいたしましたけれど

も、現在まで見つかっておりません。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

概略説明いただきましたが、委○十屋委員長

員からの質疑をお願いいたします。

説明とあわせて物品の写真も添付○図師委員

いただいておりますので、かなり正確な調査を

していただいた結果の報告だとは思いますが、

中の数値を見ますと、そのまま納得できないよ

うなものも幾つかありまして、再度お伺いしま

すが、事務用品で不足したものを幾つか購入さ

れていますが、金封・のし袋に８万4,891円、数

量を見ますと733枚、これは何に使われた分なん

ですか。

これはまだ現在ストックが○江上市町村課長

ございまして、管内の方々の冠婚葬祭用で職員

の方が行くケースがございます。もちろん職員

の冠婚葬祭もございますが、そういうのをス

トックとして買っておったものというふうに

伺っております。

管内の方々の冠婚葬祭並びに職員○図師委員

の冠婚葬祭、それは西臼杵支庁の名前でお金を

包んで持っていく分だけに使用しているんです

ね。もしくは職員の名前でこれを勝手に使って

いるとかいうわけじゃないんですね。

職員が自分の個人のおつき○江上市町村課長

合いを自分のポケットマネーで支出をするとい

うケースに買いだめしておったこれを使ってい

るのではないかと思いますので、これについて

は、先ほど御説明しましたように不適切な支出

だということで、所属において全額を返還する

ものとして分類をしてございます。

全額返還の対象になっているのは○図師委員

わかるんですが、会派としても質問を出させて

もらっていますけれども、そういうものこそ私

的に公金を使っている、公金で購入したものを

私的に使っているというような判断にならんで

すかね。そう理解したほうが自然じゃないです

か。

全く私的に仕事とは関係の○江上市町村課長

ない友人、知人等の冠婚葬祭に行くということ

であれば、のし袋等も自分の負担で買うのは当

然でございますが、多分この判断の中では、職

務に関連した方々の冠婚葬祭に行くということ

で、基本的に全く私的な部分とは言い切れない

という判断で買われたものではないかというふ

うに思っております。
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余り細かなところを追及していく○図師委員

と切りもないんですが、結局だれの冠婚葬祭に

行ったかとかまでは裏はとれないですね。そこ

をすべてが私的流用がなかったという判断をさ

れるのがアバウトと言えばアバウト、そういう

判断をしないことには処理ができなかったとい

えばそれまでなんですけれども、それも一つま

だひっかかるところです。

タクシーの使用については、詳細に説明いた

だきました。タクシー会社の半券との突き合わ

せ、出張記録等での距離の算定と料金の算定さ

れたということなんですが、出張には公用車は

使えなかったんですか。

80名以上いる職場でござい○江上市町村課長

ますから、公用車も30台ぐらいございます。基

本的には、公用車が使えるものは公用車で行く

というのは当然原則でございますが、例えば夜

間の用地交渉等に行くような場合、そういう場

合に、必ずしも公用車で行くと円滑な交渉がで

きない。例えばひょっとしたらアルコールが出

るかもしれないというケースもございます。そ

ういう場合にはタクシーを使うというケースも

あったというふうに聞いてございます。

アルコールが出るというのが事前○図師委員

にわかっておるからタクシーを使うというの

は、そこも業務の一環としてとらえてタクシー

を使われたのかもしれませんけど、そこが公私

混同の領域に入ってきていると思うんです。例

えば交流会だけでお酒飲んでタクシーで帰りま

したならいいですけど、またその後に２次会や

ら３次会があったとか、そこの裏もとれないと

思うんですけど、そういう公私混同する可能性

があるところに公金を使ってタクシーで行って

いるというのは、私的流用がなかったと判断す

るのはあいまいじゃないのかなというふうに考

えます。

おっしゃることはよくわか○江上市町村課長

りますけれども、今のようなケース、例えば２

次会、３次会移動して３次会の場から帰るとき

にタクシー券を利用しておった場合のケースで

ございますが、仮にそういう場合には、一件一

件洗っておりますので、場所、起点終点ござい

ますからそれは当然ですが、この10万の中、い

わゆる全額返還分として計上してございます。

もう１点、正式に購入されている○図師委員

備品の金額、高額なものになるとデジタルカメ

ラが16万円とか、プロジェクターが33万、これ

は写真にありますけど、こういう備品について

は市場価格との差をきっちりとられて、差し引

き額を返金の対象にしているということの説明

も、これは西臼杵支庁だけでなくて全体的なそ

ういう説明があったんですけど、実際こういう

デジタルカメラとかプロジェクターというのの

市場価格なんかはきっちり押さえておられるん

ですか。

内部の調査委員会なり外部○江上市町村課長

の調査委員会のほうからも調査を受けておるわ

けでございますが、最初申し上げましたよう

に、支庁のこういう備品の消耗品等の購入につ

きましては、正常な取引と預けの取引が混在し

ていると申し上げましたので、取引業者にとっ

てみますと、これは預けの分だと、正常な分だ

と認識がないわけでございます。したがいまし

て、発注する際には当然定価よりも安い通常の

官庁納品価格で納入をさせていたというふうに

聞いてございます。

この製品が果たして市場価格に近○図師委員

い価格で入っているかどうか。会派のほうで指

摘させてもらったのは、これが定価に近い価格

のほうで入っていた場合、業者からのキック
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バックとか、業者との日ごろの関係からの接待

のようなことがなかったかとか、そういうよう

な調査までは一切されてないということだった

んですが、ここで写真が出ていますので、プリ

ンターの33万という価格、これは実際、定価の

何割で入っているかというところは押さえられ

ていますか。

個別には押さえておりませ○江上市町村課長

ん。

私どもの職員が調査に○日高生活・文化課長

伺ったときに、基本的に定価が定められたもの

につきましては、おおむね定価より２割から３

割程度低い価格で納入をされていたという報告

を受けております。

この33万円というのは定価から２○図師委員

割から３割安い値段の表示ということで理解し

ていいですか。

報告ではそういうふう○日高生活・文化課長

に思っております。

西臼杵支庁の場合は、預けという○緒嶋委員

のが実際は預けに該当しないようなものも、こ

としの予算の中で買ったものも会計が一つに

なっていたから預けというふうになったからこ

れだけ金額がふえたんです。実質的に翌年に回

したとかじゃなく、現年でその年で、現年予算

で買ったものも向こうの預けの台帳に皆入れて

しまったものだから預けがふえている。預けと

いう形にせざるを得なくなったということも聞

いたんですが、そういうことですかね。本当は

預けじゃないのも混然一体しているから、わか

らなかったものだからこんな金額になったと。

明確に翌年度に繰り越してそれを預けの中から

とったというような感じじゃないということも

聞いたんですが、そこ辺はどうですか。

おっしゃるとおりでござい○江上市町村課長

まして、不適切な事務処理であることには全く

変わりございません。ただ、言われましたよう

に、正常な取引と預けによる取引が混在してお

りまして、業者はそれが判別できないというこ

とでございます。ですから、業者はそれがすべ

て正常な取引ということで判断しておったわけ

でございます。したがいまして、我々としまし

ても、どれが正常でどれが預けというものが判

別できませんでしたので、すべてをひっくるめ

て預けというふうな判定をしたということでご

ざいます。

会計処理は裏も表もない、それだ○緒嶋委員

けでやってきたということだから、預けの分だ

という意識は全然なくやってきたということら

しいんです。予算が需用費やら来たら、預けの

会計の中に皆入れてしまう。現年度にそれで使

うという形にしていたから、金額的には混在し

ていたし、預けておる相手はそれが当たり前だ

と思うから、ことしの予算で買ったんですよと

か前年度予算で買ったという意識はないまま、

ずるずると来ていたらしい。分けようがないか

らこういう金額がふえてきたというような感じ

だと。私も支庁にいろいろ、何ということかと

いうようなことで聞いたんです。それが慣例と

して流れてきたものだからこういうふうに金額

が、毎年では2,000万ぐらいの感じにはなるわけ

です。その中から100億の予算の中の、窓口が一

つですから、総務課でやるものだから、そうい

うことになったということらしいです。

１ページの（４）に書いてある配○丸山委員

分状況ということで、それぞれ４つの部署が書

いてあるんですが、使途はどういう形だったの

か、何となく３つはわかるんですが、県立農大

校は離れているものですから、何なのかなとい

う、どういうものに使われたのか、なぜこうい
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う形になったのかというのをお伺いしたいと思

います。

預けのそれぞれの配分を受○江上市町村課長

けた所属での使い道でございますけれども、こ

れはそれぞれの所属の預けとして今回計上され

ておりまして、その中で出ているのかもしれま

せんけれども、私どもとしましては、どういう

使われ方をしたかということまではつかんでお

りません。報告書の中に例えば農業大学校であ

りますとか、農業改良普及センターであります

とかいうのが一覧表ございまして、その中を拝

見しますと、文具等に使ったというふうに書い

てございます。

病院局の話では、事務方同士が知○丸山委員

り合いだったからそういうふうにやったという

ことだったんですが、西臼杵の場合にもそうい

う事務方同士が知り合いだったからお金の配分

があったということでいいんでしょうか。

今の御質問につきまし○日高生活・文化課長

ては、農大校の場合特にそういうふうに思って

おります。あとは管内ですので、内部的、地域

的な問題と思いますけれども、農大校の場合は

事務職員同士がよく知り合っていて融通をした

と、そういう話じゃないかと思っております。

関連してですけど、西臼杵支庁○前屋敷委員

が支出をしたという形で、品物だけがそれぞれ

の普及センターだとか農業大学校に納品された

ということですか。

そのとおりでございます。○江上市町村課長

西臼杵支庁の支出の項目は消耗○前屋敷委員

費からですか。

そうでございます。○江上市町村課長

まさに不適切な事務処理の何物○前屋敷委員

でもないということで、先ほどもあったんです

が、9,800万の膨大な金額になっているんです

が、これは５年間の総額ということですね。14

年から19年。

そうでございます。○江上市町村課長

毎年の決算のときの財政処理が○前屋敷委員

やはり問題だというふうに、県のほうもその辺

のところは指摘もされておりますけれども、

残った分はきっちり精算をして返還をするとい

う形を、改めてそういう事務処理の明確な方向

を確立しなきゃならんというのをつくづく痛感

している状況ですので、そういう方向で進めら

れていくというふうに思いますが、まさに流用

しているという形になっていますので、こうい

う事務処理、財務処理というのは本来あり得な

い形ですので、このところはしっかり決着をつ

けないと県民の皆さんに対する責任は免れんと

いうふうに思いますし、公金としての取り扱い

の意識の問題も含めて今後の対応をしっかりし

ていただきたいと思います。

預けの部分ですが、１ページの４○徳重委員

番目ですが、今おっしゃったんですけど、農業

大学校ももちろんでございますが、西臼杵農業

改良普及センターに100万、高千穂保健所130

万、西臼杵教育事務所200万、これは現金を預け

たということですか。

現金という形ではなくて、○江上市町村課長

西臼杵支庁が業者に支出をして、その支出は預

けという形でとって、それを４所属が必要なと

きに必要なものを買ってもらうという形かと思

います。

物を買ったのであればこんな金額○徳重委員

は出てこないですね。200万あるいは130万、50

万は使ってもよろしいとその業者に言っておっ

たという理屈ですか。

業者と所属に両方に西臼杵○江上市町村課長

支庁が話をしているということでございます。
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それは支庁の裁量権というんです○徳重委員

か。印鑑が50万、100万、200万という金額です

が、だれか許可をしなければ お金が出され―

ているわけですね。使われているわけですか

ら、それは支庁長が印鑑ついているんですか。

支庁として支出の手続○日高生活・文化課長

しているわけです。例えば200万するとします。

決裁します。とりあえず支庁長まで決裁したか

どうかわかりません。ただ、支庁としては決裁

をして、例えば業者に200万預けます。そのう

ち100万は支庁で自分たちで買いますけれども、

あと100万は高千穂の普及センターで使っていい

ですよということで、業者のほうは両方に分か

れて管理をするといいましょうか、そういうや

り方だと思います。最初の支出の決裁自体は西

臼杵支庁で全部行われている。ここに載ってい

る分については、全部支庁の段階で一応支出は

正当な手続によってなされている。ただ、実際

のお金はそれぞれの業者のほうに行っていて、

後は業者が預かっていると、そういう状況だと

思います。

なかなか理解しがたいですね。物○徳重委員

が動いているのに、ぴしゃっとした金額が出て

いるものですから。

物はその後、買うわけ○日高生活・文化課長

です。お金が先に業者のほうに入ってしまう。

これが預けの形なんです。先にお金は業者のほ

うに全部プールされてしまいまして、その中か

ら随時必要なものを買っていくという形が今の

こういう形をとっております。

最終的にはそれぞれの業者に何ぼ○徳重委員

か残っておった可能性は十分ありますね。

それは全体でいきます○日高生活・文化課長

と500万程度残っておりまして、この前の最終報

告の中でもこれは全部返還をいただくことに

なっていると、そういう状況でございます。

現物は確認できないものとしてＵ○新見委員

ＳＢメモリーがありますが、確かに物は小さい

から廃棄とかどこかに捨ててしまったという程

度だったらいいと思うんですけど、貴重な情報

がその中に保存されていて、それが外部に流出

して何らかのトラブルになるということまで想

定してもっと追及されようとはされなかったで

すか。

これは現在も捜索中という○江上市町村課長

ふうに聞いております。

情報の流出は危険ですのでしっか○新見委員

り……。

私から１点だけ、お伺いしたい○十屋委員長

んですが、３ページの一番下の西臼杵地区広域

福祉連絡協議会（運営経費は西臼杵３町からの

負担金）について剰余金の一部を別口座に移し

かえて管理してきたということで、先ほどそれ

ぞれの負担金の割合に応じて返還をするという

ふうに話があるんですが、ということは、各３

町も預けに関して関与していたという形になる

んでしょうか。

預けとは別でございまし○江上市町村課長

て、不適切な現金ということの計上でございま

して、公金以外の金が所属の金庫にあった、通

帳があったというものでカウントしておりま

す。なぜあったかということを調べましたら、

ここに書いてあるようなことでございまして、

かつて西臼杵の３町が広域的な福祉連絡協議会

を設けて、その事務局を支庁にお願いしたとい

う経緯がございまして、それは３町からの負担

金で運営していました。13年度で負担金もらう

のはやめました。しかし、その金が残っておっ

たので、その金を別の口座に移しかえて、従来

どおり３町と一緒に使っておったということで
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ございます。

もう１点お聞きしますが、公金○十屋委員長

が残っていたから、その分を後で協議会の中で

不適切に使ったというだけの話ですか。公金と

いう位置づけは、出どころが後であれ先であれ

公金には間違いないですね。

出どころは市町村からの公○江上市町村課長

金でございますから、まさに公金そのものでは

あろうかと思います。

ということは、それぞれの町村○十屋委員長

も何らかの情報の開示をしたのかしないのかと

いうところ辺まではつかんでいらっしゃいます

か。

開示といいますか、これは○江上市町村課長

まず協議会をつくるのも合意でつくったという

ことと、廃止をするのも合意してやめたという

ことと、負担金の使い方も合意でやったという

ふうに聞いております。使い道もここに書いて

ありますように、書籍と書いてございますが、

これも福祉関係の解説書を買って、そして３町

に配ったりということで、これも３町の合意の

もとに使われているというふうに聞いておりま

す。

西臼杵地区広域福祉連絡協議会と○髙橋委員

いうのは現在まだ組織としてはあるんですね。

残っておりますが、負担金○江上市町村課長

を取ってないという状況でございます。

課長の説明聞いていましたら、剰○髙橋委員

余金を３町一緒に使っていたというふうにおっ

しゃったものですから、何で剰余金を別の口座

に移さにゃいかんかなと、その辺がわかりませ

んね。

３町一緒にというか、使い○江上市町村課長

方を３町と協議をして、この協議会でかつての

剰余金を使っておったということでございま

す。

いろいろとあるんでしょうね。正○髙橋委員

当に剰余金なら剰余金でよかったのかもしれま

せんが、結果的に悪い形で残っているんですけ

ど、その後は負担金を取らなくてもちゃんと運

営できたわけですから、連絡協議会も要綱とか

あったわけでしょうから、それに基づいて運営

していただければよかったのかなという思いで

す。

既に使命を終えた協議会と○江上市町村課長

いうことかと思いますので、その段階で協議会

を解散するなり、その段階で残金をそれぞれの

構成団体に返還すべきであったというふうには

思っております。

西臼杵地区青少年問題協議会、○前屋敷委員

これは現在も継続して運営されていて、県から

の補助金は15年までで廃止ということになって

いるわけですけど、これは今も継続して運営さ

れているんですか。

現在もございま○井上青少年男女参画課長

す。今、補助金をやめまして、一般財源で必要

な分だけ令達をしております。

これまで県からの補助金が出て○前屋敷委員

いて、主な使途のところで、この中身は当然こ

の協議会の中の必要経費の部分だと思うので、

残ったものの中からこういうものを使う必要も

なかったんじゃないかと、年度年度の決算の中

でこの経費はしっかり位置づけて精査すればよ

かったんじゃないかなというふうに思うんです

けど、そういうわけにはいかなかった中身なん

でしょうか。

先ほど言いました○井上青少年男女参画課長

ように、15年度までは補助金で対応したという

経緯がございますものですから。

15年度以降に使った分という意○前屋敷委員
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味でしょうか。

これにつきまして○井上青少年男女参画課長

は、職員がそういう意識がなくて、15年度以降

も繰り越して使っていた経緯があります。本来

は補助金ですから、私どものほうが上がってき

た書類を一々チェックすればいいんですが、上

がってきた書類が年度年度ごとにゼロ精算で

使ったというふうなことがありまして、ただ、

結果としてはこういうふうに現金は残っていた

というのが実情でございます。

青年の主張の大会経費で15年度○前屋敷委員

となっているんですけど、15年度までは補助の

予算措置があったわけですね。その会計処理の

中でこの経費などは見れなかったものなので

しょうか。ゼロ決算して使い残した分の中から

こういう経費が出されたということですね。当

然の経費として処理がされなかったのかなとい

うふうに思って、当然事務処理して構わない中

身だったのになぜあえてこの残ったものの中か

ら使ったのかというふうに思いました。

恐らく担当として○井上青少年男女参画課長

は、現金はあるものですから、今までの流れの

中で使っていたんじゃないかなと思われます。

説明の中にもあったんですが、タ○図師委員

クシーの使用料金の総額が10万6,170円になって

いるんですけど、最終報告書の中にいただいた

詳しい資料の中では、西臼杵支庁が使ったタク

シーの総額が88万6,270円になっているんです。

９月５日に出された最終報告書の中の詳しい資

料の中です。この違いは何なんですか。

２ページの上のほうにありま○江上市町課長

す公的支出と書いてございますが、9,800万書い

てございますが、その中に消耗品備品とござい

ますが、それ以外に、書いてございませんが、

その中に残りのタクシー代が入っているという

ことでございます。不適正な部分がその下の10

万という形でございます。

公的支出に入れたという部分が大○図師委員

半、70何万なんですが、それは公務でのタク

シー利用、先ほど説明があった懇親会等を含む

ものじゃなく、あくまでも公的なということの

判断ですか。

今のお話は、さっき江○日高生活・文化課長

上課長説明しましたように、一件一件旅行命令

書とスケジュール全部突き合わせまして、この

件数、総体で400件以上あると思います。全部合

わせまして、これは公的な支出である、これは

先ほど出ました10万のうちのちょっと不適切で

あると、そういう振り分けを全部行った結果と

してこういう整理はなされております。

それでは、以上をもって地域生○十屋委員長

活部を終了いたします。執行部の皆様には御苦

労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時９分休憩

午後３時19分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

本委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

福祉保健部でございま○宮本福祉保健部長

す。よろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、まず不適正な事務処理

についておわびを申し上げます。本件に関する

全庁調査の結果につきましては、９月７日の全

員協議会で御報告をさせていただいたところで

ございますが、福祉保健部におきましても複数

の出先機関において多額に上る預けや書きかえ

等の不適正な事務処理がございました。議員及

び県民の皆様に心からおわびを申し上げます。
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今後は職員の意識改革、県民本位の適正な業務

執行に徹底的に取り組み、一日も早い信頼回復

に努めてまいりますので、御理解いただきます

ようお願いいたします。なお、本件に係る詳細

につきましては、後ほど改めて御報告させてい

ただきます。

まず、お礼を申し上げます。委員の皆様方に

は先月下旬の県外調査におきまして、大変暑い

中、埼玉、静岡の福祉保健部関連の施設を御調

査いただき、まことにありがとうございまし

た。調査先での御意見等につきましては、今後

大いに参考にさせていただきたいと存じます。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等につきまして、その概要を御説明

申し上げます。

まず、お手元の「平成19年９月定例県議会提

出議案」をごらんください。表紙をめくってい

ただきまして目次をごらんいただきますと、福

祉保健部関係の議案は、一番上の議案第１号

「平成19年度宮崎県一般会計補正予算(第２

号)」、中ほどの議案第12号「精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律第38条の２第３項に規

定する任意入院者の症状等の報告に関する条

例」、下から２番目の議案第17号「財産の取得

について」の３議案でございます。

まず、議案第１号「平成19年度宮崎県一般会

計補正予算(第２号)」についてであります。

「平成19年度９月補正歳出予算説明資料」、福

祉保健部のインデックスのところをお開きくだ

さい。ページで言いますと11ページでございま

す。補正額の欄でありますが、今回補正をお願

いしますのは、一般会計で860万円の増額補正を

お願いしております。内訳は、児童家庭課の

「みんなで子育て地域協働フォーラム」の開催

に要する経費と衛生管理課の残留農薬一日摂取

量実態調査の実施に必要な経費となっておりま

す。

議案書に戻っていただきまして、議案第12号

のインデックスのところをごらんいただきたい

と思います。ページで言いますと33ページでご

ざいます。「精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第38条の２第３項に規定する任意入院

者の症状等の報告に関する条例」についてであ

ります。非常に長い名前の条例でありますが、

今般、「精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律」が一部改正されまして、入院者に対する

処遇が著しく適切でないこと等によりまして、

入院者の処遇改善命令等を受けた精神科病院の

管理者に対し、条例の定めにより、任意入院者

の症状、状態像の経過等について報告を求める

ことができると規定されたことを受けまして、

本条例で入院する任意入院者の病状等の報告事

項やその報告の時期について定めるものであり

ます。

次に、議案第17号のインデックスのとこ

ろ、43ページをお開きください。財産の取得に

ついてであります。これは、胃がん検診車１台

を取得することについて、「財産に関する条

例」第２条の規定により議会の議決をお願いす

るものであります。

続きまして、お手元の「平成19年９月定例県

議会提出報告書」をごらんいただきたいと思い

ます。表紙をめくっていただきますと、１ペー

ジに「損害賠償額を定めたことについて」とい

う報告件名がありますが、福祉保健部関係は、

この中に１件、専決処分の報告があります。

４ページをお開きください。福祉保健部関係

は、上から３件目の県有車両による交通事故に

伴う損害賠償の案件であります。

以上、今回提案をいたしております議案等の
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概要を御説明申し上げましたが、それぞれの詳

細につきましては、後ほど担当課長、対策監か

ら御説明をさせていただきます。よろしく御審

議いただきますようお願い申し上げます。

続きまして、その他の報告をさせていただき

たいと思います。お手元にお配りしております

「生活福祉常任委員会資料」の７ページをお開

き願いたいと思います。株式会社コムスンに係

る事業の承継についてであります。不正な手段

による指定申請を行い、事業の継続が困難と

なっていた株式会社コムスンの事業譲渡先が決

定しましたので、これまでの経緯や今後の動

き、承継法人の概要等について御報告するもの

であります。詳細につきましては、後ほど高齢

者対策課長から御説明させていただきます。

同じ資料の９ページをお開きください。宮崎

県における総合的自殺対策に関する提言書につ

いてであります。本県の自殺死亡率は、本会議

でも出ておりましたが、昨年全国５位という非

常に悪い順位になっておりまして、自殺対策が

喫緊の課題となっております。そこで、県で

は、平成18年６月に自殺対策基本法が成立した

ことを踏まえ、県内の専門分野から成る関係機

関・団体が連携し、宮崎県自殺対策協議会を設

置し、本県における自殺対策について協議を重

ねてまいりました。今回その内容が提言書とし

て取りまとめられ、知事に提出されましたの

で、その内容について御報告するものでありま

す。

引き続いて、11ページをごらんいただきたい

と思います。知的障がい者の職場体験実習の受

け入れについてであります。これは、障害者自

立支援法の施行に伴い、障がい者の就労支援が

強化される中、障がい者の就労能力の向上を図

るため、職場実習の機会の少ない知的障がい者

を対象に県庁において職場体験実習を実施する

ものであります。以上の自殺対策、障がい者の

職場体験実習関係の詳細につきましては、後ほ

ど障害福祉課長から御説明をいたします。

委員会資料の13ページでございます。レプト

スピラ症対策の実施についてであります。これ

は、昨年度県内で８例の報告がありましたレプ

トスピラ症について、県では国立感染症研究所

実地疫学専門家養成コースからの提言に基づ

き、８月から対策を講じているところでありま

すので、その概要について御報告するものであ

ります。詳細につきましては、健康増進課長か

ら説明をさせていただきます。

最後ですが、資料は特に用意しておりません

が、台風５号災害に係る支援措置等についてで

あります。まず、被害状況でありますが、人的

被害では、突風による転倒などで県内で合わせ

て８名の方が負傷されております。また、住家

被害では、県内全体で全壊が２棟、半壊が３

棟、床上浸水が38棟などの被害が出ておりま

す。また、日之影町において県道の決壊等によ

り見立地区で住民75世帯141名が一時的に孤立状

態になったところであります。このため、県と

いたしましては、８月３日に日之影町に対して

災害救助法を適用し、県防災救急ヘリによる食

料の輸送や介護の必要な高齢の被災者の搬送を

行うなど、応急的、一時的な救助を行うととも

に、現在、日本赤十字社宮崎県支部等と共同で

義援金の募集を行っているところであります。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

福祉保健課関係といたし○松原福祉保健課長

ましては、県議会提出報告書、損害賠償額を定

めたことについて御説明いたします。

「平成19年９月定例議会提出報告書」の４
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ページをお開きください。上から３番目の欄の

県有車両による交通事故に係るものでございま

す。事案発生年月日は、平成18年10月24日、発

生場所は都城市栄町の国道269号線上でありま

す。事故の概要は、都城保健所の職員が駐車場

から公道に出る際、一たん停止したものの、左

のほうから自転車を押してきた相手方がとまる

ものと思い、ブレーキを外したため、相手方の

自転車に接触し、転倒させたものであります。

損害賠償額は48万2,170円、専決年月日は平成19

年８月24日であります。以上でございます。

株式会社コムスンに係○畝原高齢者対策課長

る事業の承継について御説明いたします。

委員会資料の７ページをお願いいたします。

コムスンに関しましては、６月の常任委員会で

報告させていただきましたが、今回、事業承継

会社が決定しましたので、その後の動きについ

て報告いたします。厚生労働省はコムスンに対

しまして、各事業所の利用者に対するサービス

を確保しつつ、他の事業者への移行が円滑に行

われるよう、７月31日までに事業移行計画書を

提出すること等の行政指導を行っておりまし

た。

このことを受けまして、１にありますよう

に、コムスンは７月31日に厚生労働省に事業移

行計画書を提出しておりますが、その内容は、

有料老人ホームなどの居住系サービスについて

は全国１法人に、また訪問介護などの在宅系

サービスにつきましては、各都道府県単位に47

法人の合計48法人に分割して、その譲渡先につ

きましては、公募を行った上でコムスンが設置

する第三者委員会において選定するというもの

でありました。公募は８月１日から８月20日ま

で行われ、居住系サービスに52件、在宅系サー

ビスに675件の応募があり、第三者委員会におい

て審査がなされた結果、居住系サービスにつき

ましてはニチイ学館が、また在宅系サービスに

つきましては全国で14法人が選定され、本県に

つきましては、セントケア・ホールディング株

式会社が選定されております。

今後の手続につきましては、２にありますよ

うに、県内の８事業所ごとに、コムスンからの

事業廃止届とあわせてセントケア・ホールディ

ング株式会社から指定申請が行われ、県におい

てはサービス種類ごとの指定基準に基づきまし

て指定手続を行うことになります。現在、両者

に対しまして、利用者や家族が安心してサービ

スを利用できるよう、職員の雇用継続等も含め

て円滑な事業移行について指導しているところ

であります。なお、セントケア・ホールディン

グ株式会社の概要につきましては、資料の３に

あるとおりですが、同社の事業所がある他県に

その運営状況などを問い合わせてみましたとこ

ろ、特に問題はなく、良好な事業実施状況であ

る旨の評価を受けております。

高齢者対策課は以上であります。

続きまして、児童家庭課○佐藤少子化対策監

分を御説明いたします。

お手元の「平成19年度９月補正歳出予算説明

資料」のインデックス、児童家庭課のところ、

ページで申し上げますと13ページをお開きくだ

さい。児童家庭課といたしましては、補正額欄

にありますように、500万円の増額補正をお願い

しております。この結果、補正後の平成19年度

予算額は、右から３つ目の補正後の額の欄でご

ざいますが、一般会計が102億7,863万1,000円と

なり、特別会計を含めました補正後の予算額

は107億7,085万9,000円となります。

15ページをお開きください。１番目の（事

項）少子化対策環境づくり推進事業費の500万円
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であります。説明欄１の「みんなで子育て地域

協働フォーラム」でございますが、これは、行

政と地域や企業等が一体となって社会全体で子

育てを応援する機運の醸成を図るため、基調講

演やパネルディスカッションを内容とするフ

ォーラムを開催するものでございます。財源は

全額国費でございます。なお、フォーラムの概

要につきましては、常任委員会資料の１ページ

に記載しておりますので、後ほどごらんいただ

きたいと存じます。

児童家庭課分は以上でございます。

障害福祉課分について説○村岡障害福祉課長

明いたします。

障害福祉課のほうは、議案第12号「精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律第38条の２第

３項に規定する任意入院者の症状等の報告に関

する条例」と、その他の報告事項としまして２

件、宮崎県における総合的自殺対策に関する提

言書についてと、知的障がい者の職場体験実習

の受け入れについてであります。

まず、条例のほうから説明いたします。お手

元の委員会資料、３ページをお開きください。

先ほど福祉保健部長から条例の概要の説明があ

りました。条例制定の背景としましては、精神

科病院の入院形態につきまして３つありまし

て、本人の同意がなくても入院させることがで

きる措置入院と医療保護入院及び本人の同意に

基づく任意入院があります。より強制力の強い

措置入院と医療保護入院につきましては、従来

から法律により定期的に病状報告することが義

務づけられておりましたが、今回、入院患者の

人権保護を強化するために、任意入院の患者に

ついても改善命令を受けた精神科病院に対して

定期的に報告を求めることができるよう、法律

改正がされたために所要の手続を行ったところ

であります。

次に、宮崎県における総合的自殺対策に関す

る提言書について説明いたします。お手元の委

員会資料、９ページをお開きください。まず、

１の概要ですが、本県では平成18年８月に宮崎

県自殺対策協議会を設置し、本県における自殺

対策について協議を重ねてまいりましたが、今

回その内容が提言書として取りまとめられ、知

事に提出されたところであります。

次に、提言書の要旨について説明いたしま

す。まず、（１）の自殺の現状のイの本県の状

況ですが、平成18年の自殺者は361人となってお

り、交通事故死亡者数96人の実に４倍近い数値

となっております。また、人口10万人当たりの

自殺死亡率は31.5と、全国５位となっておりま

す。特徴としましては、自殺の７割の方が男性

で、年齢別では男性が40代から50代、女性で

は60歳以上の方が多くなっています。地域別で

は西諸地域の自殺率が高くなっております。こ

れに対しまして、ウにありますように、県では

平成17年度に西諸地域を対象にうつ病対策の基

礎調査を実施し、平成18年度からは「生きる力

応援・うつ病対策事業」として、うつ病に関す

る普及啓発や「いのちの電話」の開設支援を

行っております。

次に、提言書の概要ですが、（２）の基本認

識として４点挙げられております。まず、ア、

自殺は追い込まれた末の死であるということで

あります。自殺は個人の自由な意思や選択の結

果でなく、心理的に追い込まれた末の死であ

り、その多くが直前にはうつ病等の精神疾患に

罹患しているとも言われております。次に、イ

の自殺は防ぐことができるということでありま

す。相談支援体制の整備という社会的な取り組

みとうつ病等に対する適切な治療により、自殺
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は防ぐことができると言われております。次の

ページをお開きください。ウの自殺を考えてい

る人はサインを出しているということでありま

す。自殺をする方は原因不明の不眠や体調不良

等自殺の危険を示すサインを出しており、家族

や同僚など周りの人がそのサインに気づいてい

るケースも多いと言われています。最後に、エ

ですが、自殺対策の目標は生き心地のよい地域

社会の実現であるということであります。自殺

は決して個人の問題ではなく、社会全体として

取り組むべき課題と位置づけ、人間性豊かな地

域の実現こそが自殺対策の目標であると言われ

ております。

次に、（３）のこれからの自殺対策について

は、ア、自殺に関する県民の理解促進と普及啓

発、イ、相談支援体制の構築、ウ、うつ病対

策、エ、対象別の支援策の４つの柱を立ててお

ります。

最後に、（４）のまとめで３点挙げられてお

ります。まず、これからの自殺対策において

は、県、市町村、民間団体及び地域住民が連携

することが必要であり、特に先駆的な活動を

行っている民間団体との連携が重要だとされて

おります。次に、自殺対策については即効性の

ある施策はないと言われており、中長期的な視

点に立った継続的な取り組みと数値目標を掲げ

るなど県民総力戦で取り組むことが重要である

と指摘がありました。最後に、総合的な自殺対

策を効果的に実施できる専門部署の設置につい

ても検討すべきとの提言が出されたところであ

ります。

次に、知的障がい者の職場体験実習の受け入

れについて報告いたします。委員会資料、11

ページをお開きください。障がい者自立支援法

の施行に伴い、本県におきましても、障がい者

の就労支援のため、取り組みを強化しておりま

すが、福祉分野におきましては、就労移行支援

事業者が行う就労訓練において企業等での実習

先を確保することが課題になっていることか

ら、２に書いていますように、職場体験実習の

目的にありますように、県庁の職場において職

場体験実習を実施することにしたところであり

ます。３の職場体験実習の概要にありますよう

に、対象者は就労移行支援事業所を利用してい

る知的障がい者１名で、10月22日から11月16日

までの４週間、障害福祉課において受け入れる

ことにしております。６のスケジュールであり

ますが、現在、実習生を募集している段階であ

りますので、10月初めには決定する予定になっ

ております。県庁における障がい者の実習受け

入れは今回が初めてでありますので、今回の成

果や課題を検証しまして今後に生かしていきた

いと考えております。

障害福祉課分は以上であります。

衛生管理課分を説明いた○川畑衛生管理課長

します。

衛生管理課関係分といたしましては、議案第

１号の１件でございます。お手元の「平成19年

度９月補正歳出予算説明資料」の衛生管理課の

ところ、17ページをお開きください。衛生管理

課といたしましては、補正額欄にありますよう

に､360万円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は15億360万1,000円

となっております。

19ページをお開きください。（事項）食品衛

生監視費360万円の増額補正となっております。

これは、説明の欄の１の残留農薬抗生物質等検

査でございますが、国からの委託事業「平成19

年度食品残留農薬一日摂取量実態調査事業」を

執行するための増額補正であります。財源は、
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国庫委託事業のため、国10分の10となっており

ます。

衛生管理課分は以上でございます。

健康増進課でございま○相馬健康増進課長

す。

まず、議案第17号「財産の取得について」で

ございます。議案は、「平成19年度９月定例県

議会提出議案」の43ページになりますが、説明

は委員会資料によって説明させていただきま

す。委員会資料の５ページをお開きください。

これは胃がん検診に使用する検診車の取得につ

いて、「財産の取得に関する条例」第２条の規

定により、議会の議決を求めるものでありま

す。取得価格は、イにありますように、消費税

を含めて7,833万円であります。財源は、３にあ

りますように、全額財団法人宝くじ協会の助成

金であります。今回整備します検診車は、５に

記載しておりますように、精度の高いデジタル

画像装置を装備しておりまして、早期のがん発

見が可能となります。取得後は財団法人宮崎県

健康づくり協会に貸し付け、県内のがん検診体

制の充実を図ることとしております。

次に、レプトスピラ症対策の実施についてで

ございます。常任委員会資料の13ページをお開

きください。昨年発生いたしましたレプトスピ

ラ症につきましては、平成18年10月27日に公表

し、予防啓発を行いますとともに、11月７日に

常任委員会で報告をいたしましたが、その後の

疫学調査の結果及び今年度の対策について御報

告いたします。

まず、レプトスピラ症について若干御説明を

させていただきます。レプトスピラ症は秋に流

行期が見られることから、別名秋疫病とも呼ば

れております。病原体は細菌の一種でございま

す病原性レプトスピラで、ネズミなどの野生動

物の腎臓に定着しまして、尿中にレプトスピラ

菌が排出されます。感染経路としましては、こ

れら保菌動物の尿と直接的に接触した場合と

か、尿に汚染された下水、河川、土壌などとの

接触などにより感染すると言われております。

主な症状といたしましては、感染後通常５日間

から14日間の潜伏期の後、発熱、悪寒、頭痛、

筋肉痛、目の充血など風邪に似た症状を呈しま

す。しかしながら、重症化する例では、黄疸と

か出血、腎障害などの症状を呈しまして、場合

によっては死に至る場合もございます。しかし

ながら、治療としましては、抗生物質等が有効

でございますので、早期に適正な抗生物質が使

用されれば重症化に至らず治癒することができ

ます。

次に、２のレプトスピラ症発生届け出件数で

ございます。全国では毎年20件前後の発生が見

られておりますけれども、宮崎県では昨年８例

の事例が報告されました。そのうち、７例が県

北で発生しております。そのようなことで疫学

調査を実施いたしました。

３の疫学調査でございます。昨年度国立感染

症研究所の協力のもと、疫学調査を実施いたし

ました。その結果、これら８件は共通の感染源

等はないということで、集団感染ではないとい

うことが判明しております。

最後に、４の今年度の対策でございます。調

査結果を踏まえまして、８月から以下のような

対策を実施しております。まず、お手元にも配

付してございますピンクのパンフレットがござ

いますけれども、パンフレットを作成いたしま

した。また、同じ内容を県庁ホームページにも

掲載しているところでございます。これらパン

フレットを各保健所、医師会、獣医師会、猟友

会等に配付しまして、ペットの飼育者、狩猟者
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への講習会等で啓発することとしております。

また、８月10日には県北地区、翌11日には県

央・県南地区におきまして、医師、獣医師等を

対象に研修会等を開催したところでございま

す。また、流行期に当たりますことしの８月か

ら11月にかけてレプトスピラ症の発生動向調査

の強化を行うこととしております。人のレプト

スピラ症につきましては、全病院にレプトスピ

ラ症を疑う患者の報告をお願いしております。

患者の報告がございましたら、その検体を採取

しまして、国立感染症研究所で検査を行い、感

染の確認を行っているところでございます。ま

た、犬のレプトスピラ症につきましては、獣医

師会の協力を得まして、犬のレプトスピラ症の

全数報告等をお願いしているところでございま

す。８月以降、現時点におきまして、人で５件

の報告がございまして、うち２件は国立感染症

研究所の検査の結果、感染が確定しておりま

す。また、犬につきましても、猟犬で２頭、

ペットで２頭の報告があっているところでござ

います。

今年度のレプトスピラ症対策の概要について

は以上でございます。

執行部の説明は終わりました。○十屋委員長

ここで委員にお諮りをしたいと思いますが、

質疑はいかがしましょうか。

〔「火曜日に」と呼ぶ者あり〕

それでは、質疑は来週火曜日に○十屋委員長

したいと思います。執行部の皆様、どうもあり

がとうございました。

暫時休憩いたします。

午後３時50分休憩

午後３時51分再開

委員会を再開したいと思いま○十屋委員長

す。

ここで質疑の日程についてでございますが、

来週火曜日の25日の午前10時から行いたいと思

いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、異議がないようでご○十屋委員長

ざいますので、25日午前10時の再開といたしま

す。

本日の委員会日程は終了いたします。委員の

皆様にはお疲れさまでした。

午後３時51分散会
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平成19年９月25日（火曜日）

午後10時０分開会

出席委員（９人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 髙 橋 透

委 員 図 師 博 規

委 員 新 見 昌 安

委 員 前屋敷 恵 美

委員外議員（なし）

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

福 祉 保 健 部 次 長 松 田 豊（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 宮 脇 和 寛（保健・医療担当）

福 祉 保 健 課 長 松 原 憲

医 療 薬 務 課 長 高 屋 道 博

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 舟 田 宏

高 齢 者 対 策 課 長 畝 原 光 男

児 童 家 庭 課 長 西 野 博 之

少 子 化 対 策 監 佐 藤 健 司

障 害 福 祉 課 長 村 岡 精 二

障害福祉課部副参事 杉 本 隆 史

衛 生 管 理 課 長 川 畑 芳 廣

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 幹 斉 藤 安 彦

議 事 課 主 任 主 事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○十屋委員長

福祉保健部の議案について引き続き審議をし

たいと思いますが、質疑はございませんでしょ

うか。議案第１号、第12号、第17号、まずお願

い申し上げます。

常任委員会資料の１ページの「み○髙橋委員

んなで子育て地域協働フォーラム」の事業の経

費の内訳、わかりますか。細かいこと聞きます

が、会場費とかあるでしょう。

今お尋ねのフォーラムの○佐藤少子化対策監

経費の中身でございますが、大きく講師等の謝

金が91万4,000円、講師等の出席旅費あるいは職

員の出張旅費等を含めまして44万4,000円、需用

費と使用料等が４万2,000円ほどですが、この事

業、残りの350万につきましては委託料で措置し

ております。これで民間の業者のほうに委託を

いたしまして、この中に会場使用料とか入って

おります。以上でございます。

350万、委託料ですが、例えばどこ○髙橋委員

かの会場、音響含め業者が全部やってくれます

ね。そういう意味の委託ということで理解して

いいんですか。

会場設営も含めた経費と○佐藤少子化対策監

いうことで、例えば当日のアルバイトのスタッ

フの人件費とか、あるいは印刷代も含む報告書

作成の経費とか、あるいは開催に当たってのＰ

Ｒ等の新聞広告の経費とか、開催のチラシの経

費とか、そういったものがこの中に入っており

ます。

私も行政にいたものですから、こ○髙橋委員

のほうが安くつくんですね。安くつくといいま

すか、県庁の職員の方のほうでいろんな印刷と

か当日のスタッフとかやるよりも。
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いろんな考え方があろう○佐藤少子化対策監

かと思いますけれども、フォーラムを民間の

方々あるいは参加者の方々に参加しやすい内容

にしたいということで、民間の方のアイデアを

活用したいというのが１点でございます。

もう一つは、私どもが直接やりますとなると

膨大な労力がかかりまして、トータルで考えま

すと、私どもの人件費よりも民間のいろんなア

ルバイトスタッフも含めた、あるいは民間の業

者の方々がやっていただいたほうがトータルと

しては安くなるのではないかというふうに考え

ております。

いろいろと知恵を出されてコスト○髙橋委員

を下げてやっていらっしゃると思うので、これ

以上聞きませんけど、特に子育てというところ

で一番大事な、今、社会的な、政治課題でもあ

るわけですけれども、そういう中で、事業目的

にある行政と地域や企業等が一体となって社会

全体で子育てを応援する機運、これはわかるん

です。この機運は、フォーラムで何とかの精神

論じゃありませんけれども、そういったところ

を訴えて盛り上がることはわかりますが、次の

ところは、私、ちょっと疑問があるなと思うん

です。結婚や子育ての夢や楽しさ、ここはそれ

なりの社会環境の整備というところにいろいろ

参加者から疑問が出てくると思うんです。そし

てまた、開催場所がどうしても宮崎市になるも

のですから、500人という規模でしょう、ある意

味ではこの事業目的、上段の１行目のこういう

ところの人たちが中心になるのかなという気が

いたしますが、事務局でどうとらえていらっ

しゃるか、教えてください。

冒頭おっしゃいましたよ○佐藤少子化対策監

うに、少子化問題というのは、機運づくりと

か、あるいはいわゆる雰囲気が楽しいとか、そ

ういうこと以前の問題として、いろんな社会の

制度、働き方の制度とか、あるいは国の国策と

しての少子化対策に対する経済的支援とか、そ

ういった大きな枠組みの中での取り組みという

のがもちろん重要だというふうに思っておりま

す。ただ、自治体レベルで取り組むことになり

ますと、社会全体で子育て世帯を支えていこう

ということとか、あるいは結婚したいとか子育

てしたいという方がおられる一方で、結婚はつ

らいなとか子育てもつらいなという思いもある

方がある中で未婚化、晩婚化も進んでいるのか

なということで、子育て、結婚を楽しくやって

いる人たちのお話も聞くことで少しは前向きに

なる方もいらっしゃるのかなというふうな思い

でこのフォーラムを開催したいと思っておりま

すし、このフォーラム、３～４年ほど前にやっ

ておりましたが、久しぶりにやりますので、と

りあえず宮崎でやることで県内に普及していき

たいと思っております。

なかなかこういう大きなフォーラ○髙橋委員

ムになると意見が出にくいんです。だからと

いってサクラをつくれとは言いませんが、子育

てに関してはいろんな率直な御意見があると思

うんです。そういう意見を一人でも多くの方々

から募りやすいような場にしていただくことを

要望いたします。

議案第12号についてお伺いしたい○図師委員

んですけれども、精神保健福祉法の内容で任意

入院の定期病状報告書を求める内容だと理解し

てよろしいでしょうか。

そのとおりであります。○村岡障害福祉課長

まず、精神科の病院は、任意入○図師委員

院、医療保護措置、それぞれの入院形態があっ

て、措置、医療保護は以前から定期病状の提出

は義務づけられておりますけど、今回、任意入
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院までも定期病状の報告が年に１回、あと身体

拘束なり隔離があった場合には６カ月置きでの

定期病状の報告を求めるものなんですけど、御

承知のとおり、今、病院では任意入院がほとん

どですね。８割程度が任意入院化しているかと

思うんですけど、この全入院患者さんに定期病

状報告を求めていくということは、現場のドク

ターなりソーシャルワーカーの方とも話したん

ですけど、どれだけ事務作業といいますか、定

期病状報告書を作成するのに時間がとられてし

まうか。結局、報告書で時間がとられる分、患

者さんなり家族と接する時間が少なくなってく

るわけです。そういう部分も十分勘案された上

での条例提出になっているのかどうか、お聞か

せください。

委員が言われるとおりな○村岡障害福祉課長

んですけど、任意入院について求める方は、病

院が業務改善命令を受けた方、例えば通信の妨

害とか、弁護士との面会を邪魔しているとか、

そういったふうに明らかに人権から見たときに

おかしいというものについては業務改善命令を

出しますので、その病院についてのみ出しても

らうという形になっております。

業務改善命令が出された病院につ○図師委員

いては、入院患者さん、任意入院の方全員とい

うことなんですか。

そのとおりであります。○村岡障害福祉課長

経営改善命令というのは、いろん○図師委員

な通報形態があるかと思うんですが、病棟内に

設置されてある電話から頻繁に患者さんからク

レームなり来ていると思うんですが、改善命令

を出される経緯というのは、課のほうなり、審

議会のほうなりで十分検討されると思うんです

けど、今現在どれくらいの頻度で改善命令は出

ているものですか。

これはまだ宮崎県ではあ○村岡障害福祉課長

りません。

内容を確認する上で、改善命令に○図師委員

かからない病院までも、例えば先ほど言った患

者さんからクレームがある、通報があった場合

にはすべてそこの病院にはそういう指導が入る

のかなと思ったんですけど、そうではなくて、

あくまでも改善命令をあったところだけという

ことで理解していいですか。

そのとおりであります。○村岡障害福祉課長

ただ、患者さんからは、本課も含めて精神衛生

センター等には電話があることはあります。

もう一つ突っ込んで、この改善命○図師委員

令を受けた病院が出す定期病状報告書の様式な

んですけど、これは医療保護なり措置と同じよ

うな様式になるんですか。

基本的には同じ内容だと○村岡障害福祉課長

思いますけど、ただ、具体的に比較をまだして

いませんので、その分は即答できないんですけ

ど、基本的には人権という部分で考えている視

点からとらえていると思います。

措置なり医療保護の様式は非常に○図師委員

煩雑で、特に既往歴なり生活歴は詳細に書かな

きゃいけないところが多いものですから、もし

配慮いただけるとするならば、その部分は省略

でもいいし、もしくはカルテなりのコピーを添

付するだけでもいいしとか、そういうような配

慮した上で改善命令があったところの病院には

指導していただければと思います。

わかりました。○村岡障害福祉課長

今のことに関連してなんですけ○前屋敷委員

ど、ここの中で、５年を経過しないまたは５年

を経過してもなお改善されない病院というふう

にあるんですけれども、スパンが長いみたいな

んですけど、改善命令が出されて即報告を出す
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期間というのは位置づけてあるんですか。

具体的な例がまだ県内に○村岡障害福祉課長

おいてはありませんので、一応形はつくってお

りますので、そういった５年というのがありま

すので、人権という立場から考えなきゃいけな

い課題だと思っております。

そういった点では５年は余り長○前屋敷委員

くて改善にはつながらない部分も出てくるん

じゃないかというふうに思ったものですから、

そういう事例とか問題が起きた場合にはすぐ対

処ができるような形で、人権保護をうたってい

るという点であれば、スピーディーな対応が必

要かなというふうに思ったものですから、そう

いう手だてはあるわけですね。

歳出予算説明資料の19ページ、衛○丸山委員

生管理課分ですが、今回国庫が10分の10という

ことなんですが、内容的には、ここに書いてあ

るんですが、どこでどのような形でやるのか、

まずお伺いしたいと思うんですが。

平成15年に食品衛生法が○川畑衛生管理課長

改正されました。食品中へ農薬等が残留するこ

とを原則禁止するという、いわゆるポジティブ

リスト制度、これが平成18年５月29日から施行

されております。この施行前ですけれども、283

の農薬等の残留基準がございました。したがい

まして、283の農薬等については、この基準を

オーバーしたときは食品の流通を禁止するとい

うことでございます。基準が設定されてない分

につきましては、幾ら検出されても食品の流通

はフリーパスという状況でございました。そう

いったことを除外するという意味で、新たに設

けられた基準、これは国際基準を適用しており

ますけれども、799、約３倍の農薬等が規定され

たということで、これは暫定的な基準でござい

ます。したがいまして、今まで規定されていな

かった農薬、そういったものもすべて0.01ppmと

いう非常に厳しい基準が設定されています。こ

れをオーバーした分については違反食品という

ことで流通できないということでございます。

非常に多くなったものですから、５年ごとに暫

定基準を見直していこうというのが厚労省の考

えでございまして、非常に数が多いものですか

ら、これの優先順位を決めるために、マーケッ

トバスケット調査という名前があるんですが、

この調査によって優先順位を決めていこうとい

うことでございます。

ついでに申し上げますけれども、マーケット

バスケット調査というのは、国民が日常の食生

活の中で農薬等をどの程度摂取しているかとい

うことを把握するための調査方法でございま

す。これは国民栄養調査をもとにいたしまし

て、日本の平均的な献立、そういったものを作

成しまして、実際にスーパーとか市場、そう

いったところに行きまして食材を購入します。

それを衛生環境研究所のほうで直接煮たり焼い

たり、通常食べる形で献立をつくりまして、そ

の残留農薬の分析を行うという方法でございま

す。国のほうが手を挙げてくれたところに検査

を依頼するということで、昨年は17道県市が手

を挙げて検査しております。うちの県は12年度

から連続これに参加しております。昨年は60ぐ

らいの農薬でしたけれども、今度は30種類の動

物用医薬品と３種類の農薬ということで厚労省

から指定されてきております。

そうなりますと、ことしも恐らく○丸山委員

全国で10から20前後の都道府県が手を挙げてや

られているということなんですが、それをまと

めて５年ごとに変えるということだったんです

が、15年になって平成20年が来年ですけど、ポ

ジティブリストが正式に始まったのがその１年
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か２年後だったと思っているんですが 18年―

ですね、来年には大きくまたそういった今まで

の調査をずっとやったやつが表に出てきて、変

えられると思ってよろしいんですか。799の農薬

基準が0.01ppmじゃなくてもうちょっと高い濃度

でもいいんですよということがまとまるという

ことでよろしいんでしょうか。

先ほど平成15年に法律が○川畑衛生管理課長

改正ということでしたけれども、この法律が施

行されたのは、ポジティブリスト制度は昨年の

５月29日からですから、そこから始まりますか

ら、それから５年後に再度もう一回見直しま

しょうということですから、0.01が非常に厳し

い農薬であれば、そんなに出ないのであれば、

この基準が低くなるという可能性はございま

す。ですから、18年が起点になって５年ごとに

なろうかと思います。これは厚労省が決めるこ

とです。

ポジティブリストというのは、農○丸山委員

政から言うと一番最初は具体的にわからずに慌

てた面もあったんですが、逆に、国内産の安全

性を、有利性を生かせるというような基準で

あって、中国等からの野菜の輸入がしづらく

なったということもあるものですから、宮崎県

はやはり食料供給基地ということでありますの

で、我が県の農業分野に関しても影響が出てく

るというふうに思っておりますので、出たデー

タ等はできるだけ速やかに、県の農政水産部等

と県の結果ではこうなっていますと、もしくは

全国のデータをいち早く仕入れてもらって、そ

れを普及センター等におろして現場のほうにも

おろしていく、先読みができるような形で連携

をとっていただくことをまずお願いしたいと思

います。

今、御指摘を受けました○川畑衛生管理課長

とおり、農政のほうの営農支援課とはいつも連

携しながらやっております。特に農政のほうは

農業試験場とか経済連とかそういった形で、公

定法じゃないんですけれども、一律、物すごく

早い時間で検査ができるシステムで、出荷前に

あそこは検査して安全なものを出すと。私はこ

れが原則だろうと思っています。今後とも連携

しながらやっていきたいと思います。

議案第17号についてお尋ねしたい○新見委員

んですが、今回の胃がん検診車の取得は新規

じゃなくて、現行の検診車の更新というふうに

聞いていますが、間違いないですか。

新たに購入するものでご○相馬健康増進課長

ざいます。

新たに購入ですか。更新じゃなく○新見委員

て。

更新でございます。○相馬健康増進課長

例えば現在使っている車がくたび○新見委員

れてきたから新たにかえないといけないという

ふうになってくると思うんですが、そういった

ところから、宝くじ協会の助成金を使って取得

に至るまでの流れがわからないので教えていた

だけませんか。

宝くじ協会の助成の申請○相馬健康増進課長

を希望をとりまして購入しております。現在、

健康づくり協会に７台ほど貸与しております。

そのうち一番古い胃がん検診車が平成５年の購

入ということでかなり古くなっておりますの

で、その更新という意味で、今回新たに更新で

購入したところでございます。

日立の車は日本で最初に検診車を○新見委員

つくったというふうに聞いていますけど、胃が

んに特化した車になっていますが、ほかのが

ん、例えば乳がん、最近マンモグラフィーとか

ありますけど、そういったものを搭載する車と
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いうのもあるんですかね。

現在、健康づくり協会に○相馬健康増進課長

貸与しています検診車７台ございますけれど

も、そのうち胃がん検診車が５台、肺がん検診

車が１台、乳がん検診車が１台になっておりま

す。

これから県もがん対策の推進基本○新見委員

計画を立てていかれることになりますが、がん

の検診率の向上というのも大事な観点ですね。

当然これは市町村が実施するものですから、県

としてもしっかり市町村と連携とっていただき

ながら、がん検診率の向上にこの車が有効に活

用できるようにしっかり取り組んでいただきた

いと思います。

来年から特定健診・特定保健指導○丸山委員

が始まると思うんですが、それに対して今の７

台で足りるものなのか。もしくは、検診率が40

％を60何％に上げていきたいという本会議の答

弁があったと思いますが、そのときに今の台数

で十分足りるというふうに思ってよろしいんで

しょうか。

来年度からの医療制度改○相馬健康増進課長

革に伴いまして、特定健診・特定保健指導が実

施されますけれども、これは老人保健法に基づ

く基本健康診査が特定健診・特定保健指導にか

わるものでございます。がん検診につきまして

は、健康増進法の位置づけの中で実施されるこ

とになっております。特定健診・特定保健指導

は別な枠で考えていただいたほうがいいのかな

と思っております。確かに現在がん検診の受診

率、余り高いとは言えない状況で、これを目標

の50％台にしようと思うと足りなくなってくる

状況も将来的にはあるのかなと思っておりま

す。現段階におきましては、がん検診、健康づ

くり協会だけじゃございませんし、先ほど７台

と申しましたけれども、健康づくり協会が独自

に持っている中でも、別途に乳がん検診車１台

と子宮がん検診車を１台、胸部レントゲン車

を11台持っております。そういう面ではかなり

の機器はあるのかなと思っております。

できるだけ検診をすることによっ○丸山委員

て健康増進及び個人個人の意識改革にもつな

がってほしいと思っていますので、しっかり

やっていただきたいと思っています。

以前も私、この委員会だったんですが、取得

に至った経緯で、今、入札制度改革等もいろい

ろ議論はされているんですが、この場合にはど

ういう形で、入札というのが合うのか合わない

のかもわからないんですけれども、どういう形

で決まったのかをお伺いしたいと思います。

一般競争入札で実施して○相馬健康増進課長

おります。ただ、応札したのが日立メディコ１

社ということで、機種が特殊でございますの

で、一般競争入札に応じていただけるところが

少ないのかなと思っております。

国の中で１社しかないということ○丸山委員

であれば一般競争入札もなかなか下がるもので

はないというふうに思っているんですが、当初

の予算がどれだけであってこうなったのかとい

うのがあるんでしょうか。

手元にございませんの○相馬健康増進課長

で、後ほど回答させていただきます。

今までずっと購入されていると思○丸山委員

うんですが、それぞれの金額がわかってくる

と、同等品じゃなくてバージョンアップといい

ますか、レベルアップしてよくなっているのか

もしれませんけれども、その辺の金額がどうい

う形でなっているのかも、もしよろしければ、

５年以内に更新をやられているんじゃないかと

思っておりますので、どういう形で金額の変更
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があるかもできれば後から教えていただければ

幸いと思います。

予算でございますけれど○相馬健康増進課長

も、19年度8,005万円の予算措置しております。

入札の結果、7,833万円という結果でございま

す。過去の経過でございますけれども、手元に

ございませんので。

関連でお聞きしますが、平成５年○髙橋委員

の購入車を買いかえですね。何年ぐらい年数と

して使えるものですか。

機械としての耐用年数も○相馬健康増進課長

あろうかと思っておりますけれども、もう一つ

は搭載するレントゲンの新しいものを入れてい

く必要が 平成５年の分は通常の病院等にあ―

るアナログ型の撮影機ですけれども、今回はデ

ジタル型ということで精度の高いものが導入さ

れておりますので、機器が古くなるのと、新し

い機器の導入という２つの面で考えていく必要

があるのかなと思っております。

おおむね14年ぐらいたつわけで○髙橋委員

す。だから、14～15年は使えるということで理

解していいかということなんです。

10年は使えると考えてい○相馬健康増進課長

ただいて結構だと思います。その後のものが平

成10年の購入という形で、これも10年程度使っ

ているところでございます。

何でこういう聞き方をするかとい○髙橋委員

いますと、宝くじ助成で買っていかれるわけで

しょう。申請をしてなかなか認められるもの

じゃないから、全部で７台あるらしいですけれ

ども、７台の購入時期も一緒ぐらいだったら困

りますね。そういうのはどうなっていますか。

購入時期につきまして○相馬健康増進課長

は、胃がん検診車につきましては平成５年、平

成10年、平成12年、平成14年、平成18年、ほぼ

２年置きぐらいに更新しているような状況でご

ざいます。

おおむね宝くじ助成で購入できる○髙橋委員

タイミングになっているという理解をしていい

んでしょうか。もちろん申し込んで間違いなく

保証されるものじゃないでしょうけど。

今現在、胃がん検診車５○相馬健康増進課長

台ございますので、２年ごとの更新ということ

で大体10年で一回りするような形で更新してい

るところでございます。

わかりました。○髙橋委員

先ほどの丸山委員の御質○相馬健康増進課長

問ですけれども、平成５年購入の胃がん検診車

が5,286万9,000円ぐらいです。その後、平成10

年、平成12年購入の胃がん検診車までは同じ

く5,000万円台の値段でございます。その後購入

したものにつきましては、18年度購入したもの

が7,245万ということで、やはり中に搭載する機

器がよくなっている分だけ価格としては高く

なっているような状況でございます。

がん検診車は、胃がん、乳がん、○徳重委員

肺がん、いろいろ検診車あると思いますが、何

種類の検診車があるんですか。

がん検診につきまして○相馬健康増進課長

は、検診車としてやっておりますのは、胃が

ん、肺がん、乳がん、子宮がんでございます。

子宮がんにつきましては、協会独自に子宮がん

検診車２台を所有しているところでございま

す。

結局４種類のがん検診車があると○徳重委員

いうことのようですが、それぞれ機能が違うわ

けですね。がん検診車をつくっている会社とい

うのは日立メディコさん、この１社しか全国で

ないということですか。

レントゲンの機械機器等○相馬健康増進課長
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につきましては、日立メディコだけではないと

思っております。ただ、東芝とかレントゲン機

械についてはあると思うんですけれども、それ

をレントゲン車として搭載してできるところと

いうのが限られていると思います。その中で、

一般競争入札でやりましたところ、応札が日立

メディコ１社であったという状況でございま

す。

全国47都道府県あるわけですね。○徳重委員

宮崎県にも10何台あるということですが、そう

すると独占企業というか、なぜそうなるのかな

と不思議でたまらないんですけどね。検診車を

つくっているところがないということは確定し

ているんですか、今のところ。

先ほど申しましたよう○相馬健康増進課長

に、日立だけじゃなくて東芝とか幾つかの会社

はあろうかと思っております。ただ、仕様とい

いますか、こういった性能を持ったレントゲン

装置でやってくださいという仕様を出したとき

に応札で応じたのが日立メディコ１社であった

というところでございます。

わかるんですよ。それぞれ独特の○徳重委員

会社によって性能というか、技術力も違うか

ら、こちらの要望というんですか、それぞれ各

県あろうと思うんだけど、この入札結果として

も98％、ほとんど定価どおりの価格で購入され

ているということですから、購入する場合、こ

ういう厳しい時代ですから、ほかのものを買う

場合、すべて一般競争という形にもなっている

わけであって、レントゲン車だけが特別だとい

うことにはならないのかなと思いますので、今

後は、いろんな機種の選考についてはそれぞれ

の専門家の皆さん方と十分協議をされてやっぱ

り競争入札にしてほしいなと思います なっ―

ているということですが、ぜひそういう資料も

集めてほしいと思っておりますので、要望を申

し上げておきます。

議案はこれで終了したいと思い○十屋委員長

ます。

その他、報告事項について質疑はございませ

んか。

報告事項のことでお伺いしたいん○丸山委員

ですが、４ページに書いております案件で県有

車両による交通事故の件ですが、４つ、４ペー

ジに出ているんですが、一番上のほうは同じく

県有車両による事故みたいですが、６月に起き

て８月に専決している。片や、今回説明いただ

いたのは平成18年10月に起こって19年８月、

約10カ月以上かかっているんですが、事務手続

がほかの件と比べてすごくおくれていますが、

ごたごたあったのかなと思うんですが、その辺

の説明をお伺いしたいんですが。

当部関係の交通事故につ○松原福祉保健課長

いてでございますが、委員おっしゃるとお

り、18年10月24日以降、被害者の方が通院治療

を行ったところでございますが、11月10日に一

たん治療は終了したんですが、11月下旬に痛み

がとれないということから再び治療が再開され

まして、平成19年１月下旬に治療が終了いたし

まして、その後、自賠責等の手続をとりまし

て、最終的に８月24日に和解契約が締結したと

いう次第でございまして、県と被害者の方でも

めたとかそういう案件ではございません。

治療が終了したけれども、さらに○丸山委員

事故が原因で治り切らなかったというふうに判

断をお医者さんがされるのか、本来であればこ

こで一回切れそうな気がするんですが、先ほど

説明を聞くと、１月ぐらいに切れそうな気がす

るんですけれども、それが延びていたというの

は、どのように県は今回の事故が原因だという
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ふうに追跡調査をされたんでしょうか。

因果関係についてはなか○松原福祉保健課長

なか県が認定するということはできませんの

で、そこは病院の判断、あるいは自賠責の関係

がございますので保険会社の判断、それに従っ

たということでございます。

今の説明でも何となくわかりづら○丸山委員

い面もあるものですから、一般的に２カ月か３

カ月で終わっているものが、どういうけがか私

も具体的にわからない、むち打ちとか長くかか

る事故かもしれませんけれども、その辺の因果

関係はしっかり調べていただいて、なぜそんな

かかってしまったのか、被害者に対して申しわ

けないという気持ちはあるんですけれども、自

賠責のほうに任せっきりというわけじゃなく

て、今後のことを調査としてしっかりやってい

ただきたいというふうに思っております。

相手方の被害の程度につ○松原福祉保健課長

きましては、左ひじ、臀部の打撲ということで

ございまして、被害者の方が11月10日に一たん

は治療が終了したと思ったんですが、それから

２週間程度でしょうか、下旬ぐらいに再び痛み

があったということでございまして、この点に

ついては我々としては病院の判断あるいは保険

会社の判断に従ったところではございますが、

今後こういう事故が生じた際には検証していき

たいと思っています。なお、今回の損害賠償額

につきましては、全額自賠責からおりたという

ことでございます。

いつも思うんですけど、事案内容○緒嶋委員

が相手方は明確にしているけど、「県有車両に

よる交通事故」だけで情報公開として的確じゃ

ないと思うんです。どこの何課の何がぐらい書

かないと、相手方はぴしゃっと書いているが、

自分でやったほうの県有車両については県有車

両による交通事故だけ。どこの何課がやったか

わからん。かえって自分たちの保身のためにこ

ういう書き方したとしか見れんわけですが、こ

れだけで県有車両による交通事故はどこですか

と聞いた場合わからん。何課がやったか。ある

程度結果責任という意味からも、福祉保健部だ

けの問題じゃないけれども、全体として考え

にゃ、相手にわからんような事案内容です。私

から言えば事案内容になってない。もうちょっ

と県の責任において、何課のだれという名前ま

で書かんにしても、何課とかぐらい書かんと、

これじゃわからん。相手方は明確に書いて、

やったほうが相手よりも悪いんです。加害者は

何も書かんで被害者のことだけ書いてある。こ

ういう書き方は私はおかしいと思うんですが、

どうですか。

これにつきましては、県○松原福祉保健課長

庁全体の方針がございますので、またその点に

ついては関係部署のほうに相談させていただき

たいと思っております。ちなみに、県側につき

ましては都城保健所でございます。

そういうのが４ページの一番上に○緒嶋委員

もあるわけです。県有車両による交通事故と。

我々の委員会じゃどこがやったかわからんわけ

です。少なくとも資料は、委員会所属じゃない

人もわかるような資料じゃないと正確な資料

じゃないというふうに思うんです。委員会じゃ

説明があるけど、一番上のを説明してください

と言ったら、委員会が違いますからわかりませ

んと言うだけでしょう。資料としてはそういう

ことでいいのか。不的確な資料だというふうに

私は思うんです。少なくとも我々が見てわかる

ような事案内容じゃないと、所管ごとの委員会

しかわからんというようなことでは適正な委員

会資料ではないというふうに思いますので、そ
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の点は今後において変えていただかにゃおかし

いんじゃないかというふうに思っております。

委員からの御指摘につき○松原福祉保健課長

ましては、関係部署のほうにこのような委員の

ほうからの発言があったという旨を伝えたいと

思います。

コムソンに係る事業継承について○図師委員

の御報告もいただいたわけですけれども、居宅

系サービスについてはニチイさん、在宅系につ

いては宮崎県はセントケア・ホールディングが

継承するという内容のようですが、私も一般質

問で取り上げさせていただいたんですが、部長

の答弁で、県のほうも利用者一人一人の事業継

承計画書なりを把握しますと。それが市町村に

出されるということで、その後に県のほうが吸

い上げるようにしますという内容の御答弁をい

ただいたと思うんですが、そのような取り組み

は今も続けられていますでしょうか。

今回、承継会社が決ま○畝原高齢者対策課長

りまして、今、県に対してコムスンは廃止を、

新しく受けるところは事業開始ということで、

個別に一件一件どこのだれをどうやってやりま

すということで業者が調整をしているところで

ございます。県のほうにも数回両者がお見えに

なりまして、最終的に今のところ12月１日で承

継ということで会社のほうは計画しております

が、その時点で我がほうは、条件どおりかどう

か確認した上で承認するということになろうと

思います。

12月１日で県のほうの認可がおり○図師委員

るような段取りで、それから個別の事業移行計

画書なりが市町村にまず出されて、それから県

に上がってくるという流れになりますか。

12月１日で承認するま○畝原高齢者対策課長

でに個別の案件は確認する必要があるかと思っ

ています。

私の記憶が正しければ、681名ぐら○図師委員

いが６月時点でコムスンを利用されておったか

と思うんですが、そのあたりもきちっと把握さ

れて、私がもっと言いたいのは、その後、特に

在宅系、山間地が多いと、どうしても利幅が少

ないと民間のほうはどんどん撤退していく傾向

もありますので、最低でもコムスンを利用して

いた方々がそのまま継続できるようにまた細か

な指導をしていただければと思いますが。

その後、利用者が若○畝原高齢者対策課長

干、人の動きがありまして、実人員で380名ぐら

いです。これはなぜ差があるかといいますと、

１人で複数のサービスを受けている場合がある

ということなんですが、その380人の方が住んで

いらっしゃる市町が県内で14、宮崎、都城、延

岡がほとんどですけれども、あとは１けた台で

すが、14の市町の担当者を今月20日に招集しま

して、保健所、福祉事務所も一緒に来てもらい

まして、そこら辺の確認を、それと世間的にも

騒がせたということもありましたので、会社の

ほうもシビアなとり方はしておりますが、市の

ほうとそこら辺はきっちりとらまえないと、全

体の信頼性を損なうことになるということでこ

の間、話をしたところでございます。

結局この間にコムスンから離れて○図師委員

ほかの業者に移行したり、公的なサービスに乗

りかえられた方もかなりいらっしゃったようで

すね。今後、セントケアさんが努力されて、そ

ういう介護ニーズをどんどん拾っていけるよう

な動きをしていただければと思いますので、ぜ

ひ担当課としてもどんどん指導をしていただけ

ればと思います。要望です。

そのほかございませんか。○十屋委員長

自殺対策に対することでお伺いし○丸山委員
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たいんですが、提言書が出ておりますが、１日

１人亡くなられているということは非常に残念

で、全国５位という、特に私の西諸はまたさら

に高いということで非常に懸念をしているとこ

ろですけれども、具体的にこの提言書にも専門

部署の設置を検討すべきというふうに書いてあ

りますので、私も職員録を見ながら、警察のほ

うには交通安全に対する課とかあったんじゃな

いかというふうに思っているんですが、具体的

に対策する部署を設ける方向性で考えていると

いうふうに思ってよろしいんでしょうか。

その点については検討し○村岡障害福祉課長

ている段階ですので、まず提言書が出ましたの

で、庁内連絡会議を早急に立ち上げまして、そ

れから市町村に対する提言書の内容説明、首長

さん含めて自殺が身近な問題であるということ

を喚起しながら、最終的には専門部署の部分に

ついてもどうするかということを決めていきた

いと思っています。

10ページに、自殺を考えてサイン○丸山委員

を出しているというふうに書いてあるんです。

実際言って、体調が悪いと思ったけど、まさか

ということをよく聞くんですけど、サインを出

しているというふうにだれが見抜けるのかとい

うのが家族でもなかなか見抜けないということ

が多いような気がするんです。出していると

いっても専門的に見ないとわからないというこ

とであれば、結局そういうものが一般の方は全

くわからないというふうに思うんですが、この

文章はどういうふうに理解をすればいいんで

しょうか。

この点はなかなか難しい○村岡障害福祉課長

課題なんですけど、この前、自殺に関するシン

ポジウムがありまして、だんなさんに自殺をさ

れた奥さんが体験発表されまして、そのときに

やっぱりサインがあったということを言われて

います。それから、専門家の意見でも、日ごろ

話していることがだんだん言葉が減ってきたと

か、食事をとる量が減ってきた、寝られない、

職場でもいつも定期的にやっていることが途中

からとまってしまうとか、いろんなサインがあ

るんだと。後からそれが自殺に向けてのサイン

だという気づきがあるということをおっしゃい

ますので、そういったポイントを知ってもらう

ＰＲ、啓発が必要じゃないかと思っています。

私も以前公務員の時代がありまし○丸山委員

て、公務員の中でも悩まれた方がいらっしゃっ

て、県の中でもそういう事案があると時々聞く

ものですから本当に残念だというふうに思って

いますが、一番それをしっかり把握しなくちゃ

いけない所属長がどういう形で認識しているの

か。県庁内部でも、自殺に関して悩んでいるん

だというふうに把握されているような連絡会議

とか既に立ち上げていて、こういうのがあるか

ら気をつけたほうがいいというのであれば、

ちゃんとカウンセラーに相談する場所がない

と、相談すればよかったのにとかあるんです

が、そこに至らずにというのがよくあるんじゃ

ないかと思っているんですが、県庁内の体制を

どうやって、これをモデルにして市町村におろ

して、市町村から地域におろしてというのも、

いろんなパターンもあるのかもしれませんけれ

ども、今後どういった形で具体的に取り組もう

としているのかをお伺いしたいと思います。

その点につきましては、○村岡障害福祉課長

自殺の要因が複合しているというところを実際

感じていますので、まず県庁の中でも、職員に

とっては自殺に対する意識はまだ低いと。それ

は個人の責任じゃないかというとらえ方もある

かもしれません。しかし、提言書とか専門家に
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聞きますと、複合的な要因で追い詰められて死

に至るということがありますので、まずは庁内

連絡会議においてその中でどんな問題が出てき

ているのか、自殺者もいらっしゃいますので、

そういった部分も含めていろんな要素があると

思いますので、それを出しながらどうしたらい

いかということを詰めていかないといけないと

思います。それと同時に、市町村に対しても、

そういった部分の自殺の意識ということをしな

いといけないだろうと。

この前、シンポジウムがあったときも、参加

者の中のアンケートを見ましても、中には、こ

のシンポジウムに出るまでは自分は自殺しよう

という気持ちがありましたと。しかし、遺族の

方の話を聞いたときに、もっと自分は命を大切

にしないといけないと、思いとどまったという

記録もありましたので、そういったＰＲ、啓発

というのが大事だろうし、組織的にもそういっ

た部分、考えないといけないと思っています。

自殺と並行して、ＰＲということ○丸山委員

でもないのかもしれませんが、助かりたい命が

助かっていない。特に福祉保健部の場合には、

子供たちが先天性だとか急病で亡くなるけど、

なかなか心臓移植とかできなくて亡くなってし

まうというような、助けたいという命があるの

に自分みずから亡くなってしまうというこの差

をうまく表現をしていただいて、自殺をして

も、周りの方が苦しむんですよと、逆に、助か

りたいけれども、助かっていない方々もいらっ

しゃるんですよと、命のとうとさをうまく地域

の中で また、命のとうとさというのは教育―

委員会もあるのかもしれませんけれども、教育

委員会もよく命のとうとさという言葉を使って

いるんですが、この辺はしっかりとした対応

を、よく知事の言われる県民総力戦という簡単

な言葉ではなくて、重みのある言葉として命の

とうとさについて中心的にやっていただくこと

をお願いしたいと思います。

そのとおりだと思いま○村岡障害福祉課長

す。行政でやるときにはある面、敷居が高いと

ころもありますので、民間団体のＮＰＯ法人と

か企業の方にも協力願いたいと思います。自殺

防止センターが間もなく立ち上がりますので、

そこで電話で受けとめもできますので、そう

いったいろんな発信する形をつくりたいと思っ

ています。

マスコミでもいろいろ出ておりま○徳重委員

すね。例の生活保護者に対する行政側から、働

けないのに仕事をしなさいと、打ち切るよとい

うようなことでその方が亡くなったということ

がテレビ等で出ておりますが、県内でそういっ

た関係で亡くなられたというケースがあるのか

どうか。

その他の報告事項を先にさせて○十屋委員長

いただきまして、その他のその他のときによろ

しくお願いしたいと思います。

その他の報告事項についてございませんで

しょうか。なければ、次に、その他のその他に

移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、その他のその他の事項について、

今、徳重委員のほうから御質問がありました

が、答弁をお願いしたいと思います。

委員の御質問でござい○舟田国保・援護課長

ますけれども、新聞等で報道されているような

他県での生活保護受給者のああいった事案、私

どもでは、今、聞き及んでいる限りでは、そう

いったものは存在していないということでござ

います。

我々もよく相談を受けることがあ○徳重委員

るんです。県民の皆さんから、生活保護を受け
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たいんだと、実際は家庭内はこういう状況だと

いうことでお話しされるんですが、市町村の生

活保護担当の皆さんとよく相談をしなさいと言

うんですけれども、なかなか厳しく言われる

と。確かに、厳しく対応しなきゃいけないと私

も言っているんですが、その実態、働けるか働

けないかというのは、やはり本人の健康状態と

いうのが一番基本かなと。それが一つ。それと

働きたくても受け入れる職場がないというのも

非常に大きな壁かなと思っています。働きたく

ても働けないというケースもかなりあるんじゃ

なかろうかと、こういうことを考えるわけで

す。そういった方についてのケアというか、行

政もやはり努力をしてくれなければ、働く場も

見つけられない。例えばシルバー等々もござい

ます。そういったものに紹介してやるとか、い

ろんな方法があるんじゃなかろうかと思うんで

す。自分で見つけなさいと言うだけで済むもの

ではないんじゃないかと。この人は大丈夫だな

と思えるような人については、行政もハロー

ワークなりいろいろな形に相談をしてやるとい

うことも必要じゃないかと。病気で病んで早く

元気になって勤めようと思ってもそういう状態

でなかなか足が運べないというような方につい

て、一番先に相談に来るのは役所ですから、そ

ういった立場の方がいろんな手だてをしてや

る。あるいは今言う自殺に追い込まないような

形の対応をしてやるというのも大事かなと。こ

んな人がたくさんおると思えないんです。各市

町村に１人か２人かという程度のことかなとい

うような気がしますので、そういった方を救っ

てほしいなと、このように思うんですが、いか

がでしょうか。

働けない、働きたくて○舟田国保・援護課長

も働けない方、いらっしゃると思います。そう

いう方々につきましては、生活保護は、資産と

かあるいは稼働能力等々を保護の要件というこ

とで窓口では御相談をさせていただきますけれ

ども、どうしても働けない方につきましては、

これはまさに生活保護で対応していくというこ

とでございます。後段の就職活動とかいうもの

なんですけれども、これにつきましては、平

成17年度から自立支援プログラムということ

で、国のほうで生活保護とともに自立自活を支

援していくということで、ハローワークと一体

となって生活保護者の就労支援をやっておりま

す。17年度は宮崎職安だけだったんですけれど

も、38名のうち16名が就職いたしました。ま

た、18年度は延岡まで拡大しまして、135名のう

ち74名まで就職をしていきました。今年度以降

もそういうようなことでハローワークとも対応

しながら、各県内ハローワークそれぞれ枠を広

げる中で、働ける方、そして自活自立ができて

いけるように適切な対応を一体となって図って

いきたいと思っております。

例の災害時安心基金、我々は、こ○緒嶋委員

れは見直さにゃ、被災者生活再建支援法の適用

を受けてというようなことで余り縛りが強過ぎ

る、画一的である、県民の立場に立った思いや

りのある制度じゃないじゃないかということを

指摘してきたわけですが、その後、見直しはど

の程度進んでおるわけですか。

災害時安心基金の見直し○松原福祉保健課長

についての対応状況でございますが、当委員会

におきまして、常任委員会報告といたしまして

も、制度の見直しについて強い御意見をいただ

いているところでございまして、我々といたし

ましては、現時点では市長会あるいは町村会と

事務的な意見交換をさせていただいておるとと

もに、庁内におきましても、関係部署と各種調
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整を現時点で行っているところでございます。

現在、市町村議会におきまして、この基金につ

いての市町村負担分についての審議が今まさに

なされている、終わっているところもございま

すけれども、なされていると聞いております。

したがいまして、そちらの市町村議会における

審議が間もなく終わると思いますので、それ以

後、また精力的な市町村との検討ということを

行う予定にしております。

これは今年度から適用すると、４○緒嶋委員

号、５号で被害に遭ってこの適用にもならな

かったと、そういう地域もあるわけです。市町

村市町村と言われるけれども、首長さんたちに

聞くと、このことについて何も話は聞いてな

い、私たちもできるだけ配慮したものをつくっ

てほしいと。市町村市町村と言われるけど、本

当に市町村の首長さんたちと議論したことがあ

るわけですか。事務的なことばかりでは前に進

まないと私は思うんです。そのあたりがどう

も、スピード感を持ってというのは知事の口癖

ですが、皆さんはスピード感はないわけです

か。

我々としても一生懸命や○松原福祉保健課長

らせていただいているところであるとは思って

おるんですが、今の段階では、首長さんと直接

この基金制度についてお話をお伺いする機会と

いうものにつきましては、市長会さんから知事

への要望という、毎年度あるものでございます

が、その際に３つぐらいの市長さんのほうから

発言がございまして、そういったものも参考に

しながら、県としてどういった案がいいのかと

いうところを練っているところでございまし

て、それについて今まさに市町村が議会中とい

うことで、今の段階でいろんな具体的な案をお

出しすると事務方のほうが混乱するというよう

な御意見もございまして、ある程度今の市町村

議会のほうが山を越えた段階でまた具体の協議

をやっていきたいというふうに考えておりま

す。

市町村の負担分は宝くじ関係の資○緒嶋委員

金で、実質的に市町村の持ち出しというのはそ

の金から持ち出すんじゃないんですか。

基金につきましては、毎○松原福祉保健課長

年度県が１億、市町村が１億ということになっ

ておりまして、市町村分の１億のうち5,000万円

を市町村振興協会が出すということになってお

りまして、残りの5,000万円につきまして、各市

町村で人口割20％、世帯割80％という割合で持

ち出しが出てきております。

そうなれば、市町村も財政的な負○緒嶋委員

担というのは金額的に大したことじゃないと思

うんです。少ないところは何十万かもわからん

し、多くても、宮崎市がちょっと超すだろうと

思いますけれども、それは財政規模からすれば

大したことはないから、そうちゅうちょしなく

て見直しを急いでいかんと、かえって市町村の

動きを見ながらということでは前に進まない。

災害はいつ来るかわからんわけです。そういう

ことを考えて、被災者生活再建支援法の該当だ

けを大義名分でやれば、これに該当しない災害

の方が逆に多いわけです。ところが、個々の被

災を受けた住宅にとってみれば、被災者生活再

建支援法とか関係なしに被害はあるわけです。

―そういう平等性を見た場合にもきめ細かい

そして安心基金という名前からして、今は安心

ならんわけです。安心基金の名前を災害時不平

等安心基金とか変えにゃいかんです。極端に言

えば不平等が先に来るわけです。もうちょっと

被害を受けた個々の立場の皆さんが救済される

制度じゃないとですね。逆に言えば、市町村に
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基金をつくってください。市町村が出した分に

ついて県が10万上乗せしてその市町村の皆さん

に支援しますというほうが、市町村独自で基金

をつくらせたがいいんじゃないか。その市町村

の基金に対して県が上乗せで10万ずつ支援しま

すといったほうが、町村がそれをつくらんとこ

ろは支援せんでいいわけだから、つくればその

市町村に支援する。個々の市町村に支援基金を

つくらせたほうがかえってうまくいくんじゃな

いですか。

この基金制度につきまし○松原福祉保健課長

ては、前回の肉付け予算のときの本委員会にお

きましても、一つは、過疎地域についてはなか

なか被災者生活再建支援法が適用しにくいんで

はないかと、住宅が全壊する方は支援法が適用

されようが適用されまいが痛みとしては同じ

じゃないかといったような御議論がございまし

た。我々といたしましても、そのような御意見

を踏まえて今、案を練っておるところでござい

ますが、また緒嶋委員のほうから今おっしゃら

れた、お金を出した市町村に対して支援をし

て、お金を出さない市町村には支援しないとい

うことにつきましては、またそれはそれでいろ

んな議論があろうかと思いますので、いずれに

しましても、今の基金制度の中でどのような対

応ができるのかということを検討していきたい

というふうに考えております。

被災者生活再建支援法そのもので○緒嶋委員

も300万とか250万とか支援があるわけです。と

ころが、適用されない人はこの支援はないわけ

です。かえって支援がないところに基金はやら

なきゃ、被災者生活再建支援基金をもらった上

にこの人たちはまた20万出るわけです。ところ

が、この支援を受けん人は全然支援はありませ

んよと。格差が逆に広がるようなことです。逆

に言えば、被災者生活再建支援法を適用ならん

ところを救済すると、そういうきめ細かさのほ

うがかえって県民の立場から言えば納得してい

ただけるんじゃないか。10戸以上とか、施行令

の１から３までを適用するとかいうことであれ

ば、不公平感は逆に増すようなことになる。私

はそういうことを思うので、見直しを早くやっ

て、被災者生活再建支援法の適用ができるよう

な大きな災害のときはそれで救済されるわけだ

から、一日も早くせんと、またことしでも台風

が来るかわからん。しかし、「再建支援は適用

されません。あんたところは家が崩壊しても救

済にもなりません」ということでは、行政とし

ての公平性からいってもおかしい。これは早く

見直して、19年度から適用するということに

なっているわけで、我々は逆に遡及してさかの

ぼってやんなさいというぐらいの気持ちをして

おったけど、19年度からやむを得んなというこ

とで渋々納得しておるわけです。見直しが全然

進んでいない。今の事務方の内容はどこまで進

んでいるんですか。言ってください。

今の段階では、詳細な内○松原福祉保健課長

容については、今、市町村のほうも議会中とい

うことでございますので、そちらに混乱もござ

いますので、差し控えさせていただきますが、

県といたしましては、例えば８案ぐらい、いろ

んなスキームを考えまして、そのときに財政負

担がどのようになるかとか、この場合のメリッ

ト・デメリット、あとは市町村の中にも、災害

が少ない市町村からは自分の自治体はお金を出

すだけになるじゃないかとか、そういういろん

な議論がございますので、そういった市町村に

対してこの案はどうだろうかとか、そういった

ところのシミュレーションといいますか、検討

をしているところでございます。
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８案もあればどれを適用するかわ○緒嶋委員

―からんのだから市町村に秘密にする必要が

これぐらい考えておりますというのは当然あっ

て、市町村の審議の過程ではそういうものを含

めて議論するのが政治だと思うんです。あんた

たちにどういう知恵があるのかというのはこの

委員会で報告して何ら差し支えないと思うんで

すけど、やっぱり言えんわけですか、８案は。

まだこれから市町村のほ○松原福祉保健課長

うに提示する予定にしておりますので、そこは

状況を見て御報告させていただければと思って

おります。

少なくとも結論は今年度中に見直○緒嶋委員

すということまでは言っておるわけですかね。

この内容、どこまで。

事務方としては鋭意、６○松原福祉保健課長

月議会でも当委員会において強い御意見をいた

だいておりますので、我々としては一生懸命そ

ういう方向でやっていきたいと思っておりま

す。

皆さんが鋭意と言われるけど、鋭○緒嶋委員

意の意味がわからん。前に前に全然進まんで鋭

意やっておりますという鋭意というのは、言葉

遣いも気をつけてください。我々から見れば鋭

意じゃない、逆に怠慢じゃないかというような

気持ちがしておるわけです。宮崎県は災害は冬

には来んわけですから、10月までには見直しが

できた、県民の皆さんも安心してくださいとい

うような形にしなきゃ、来年の３月ごろ鋭意努

力して決めましたじゃ、それこそスピード感が

ない。そういうふうに思いますので、ぜひこれ

は見直しをして、県民がなるほどという本当の

安心基金になるような制度に早く改革していた

だきたいというふうに強く要望しておきます。

全く同じ意見です。小さい災害も○徳重委員

大きな災害も災害に変わりはないんです。県民

は平等です。平等に税金も納めているわけです

から、当然平等にいただけるものだと私は理解

します。そしてまた、大きな災害になります

と、支援法も適用されるし、災害基金、それな

りのものが入ってきますね。さらには、全国か

ら義援金なり何なり支援があります。そうする

ことによって再建が早くできるわけです。大災

害についてはそんなに我々が考えている以上に

厳しいものではないのではなかろうかなと、あ

る面においては行政も積極的な取り組みをしま

す。インフラの整備もちゃんとやってくれます

ね。しかし、今おっしゃいますとおり、県内で

山村で家をなくした、その人は仮設住宅に入る

でしょう。やっぱり自分の生まれ育ったふるさ

とで自分の今まで住んでいたところに、もとの

家のところに住みたいんですよ。自分の育って

きた、また生活していた場所に帰りたいんです

よ。それができないわけです。そうでしょう。

全く何もない。これでは災害安心基金なんて言

葉も安心じゃないです。帰れないんだから。金

がないんだから。これは見直さないと全く意味

がないと思っています。少なくとも災害支援基

金なるものを受けられる大災害になったときに

は、当然のごとく皆さんで支援をしていくし、

またそういう手だてがなされるわけですから、

今おっしゃるように小災害で家がなくなり、壊

れた、使えなくなったというその人は、本当に

それこそ自殺せざるを得ないというような心境

になるだろうと思うんです。そのためには、こ

の災害基金、頑張ってくださいという、20万で

すね、これはお見舞いですがね。家ができるわ

けじゃないわけです。それぐらいのこともでき

ないようでは意味がないと思っています。ぜひ

見直していただきたい。強く強く要望をしてお



- 75 -

きたいと思います。６月の議会でも見直すとい

う前向きな姿勢が示されたわけですから、私

は、今議会にそれが提案されるものだというぐ

らい考えていました。今おっしゃるようにいろ

んな案があると言われますが、そういうスピー

ド感ではどうすることもできません。ことし台

風が来るかもしれない。いろんなことを考えま

すと恐ろしいんです。山村をたくさん抱えてい

る宮崎県にとっては、１軒、２軒、あるいは４

～５軒のところがそういう災害に遭ったときに

はかわいそうじゃないですか。一日も早くそう

いうスピード感を持って改定していただかなけ

れば納得いかないと思っています。

それは強く受けとめていただい○十屋委員長

ていると思いますので、ほかはいいですか。

時間的なものも配慮をお願いしたいと思いま

す。不適正な処理についてもこの時間の中で終

わりたいと思いますので、急ぐものであればお

願いしたいと思いますが。

県議会の中でも国のほうに、被災○丸山委員

者生活再建支援法の拡充等の意見書を平成17年

９月と12月、続けて出しているんですが、その

後、ことしも大災害が起きてきていて、恐らく

各県から同じような要望も出ているんじゃない

かというふうに思っているんですが、事務方と

して、国がこの辺を変えつつあるよとかいうの

があれば教えていただきたいんですが。

宮崎県におきましては、○松原福祉保健課長

宮崎県議会様のほうからも被災者生活支援制度

の拡充について意見書を出しておられるという

ことも認識しております。また、県におきまし

ても、今年度も住宅本体の建築費、補修費にも

資金を使えるようにといったような要望、ある

いは所得や年齢制限の緩和を行ってほしいとい

うような要望を出しておりますし、また全国知

事会としましても、本年７月12日でございます

が、これも住宅本体の建築費、補修費なども支

給対象にする、あるいは年齢年収要件を緩和し

てほしいといったような、歩調を合わせたよう

な要望を行っておるところでございます。

現在、国のほうの動向でございますが、いず

れにしろ、被災者生活再建支援法の見直しを今

年度中に行うことということが前回の法改正の

ときに決まっておりまして、現在、内閣府のほ

うでいろんな議論をされておられて、中間報告

も出されております。中間報告につきまして

は、両論併記的な表現になっております。その

一方で、党のほう、与党のプロジェクトチーム

においても支援法の見直しについて報告がなさ

れている、あるいは民主党においても支援法の

見直しについて案が出されているというような

新聞等の報道をいただいております。中身とし

ましては、両党とも住宅本体にも資金を使うこ

とができるですとか、年収要件を緩和すると

か、そういった共通のところはございますが、

制度の細部についてはいろいろ違いもあるんで

すが、そういう方向で各党改正案というのをま

とめておる状況ということで、今度の臨時国会

になるのかあるいは通常国会になるのかわかり

ませんが、提出する方向で調整を進めていると

いうふうに新聞報道等で聞いております。

今度の台風５号で知事も日之影町○緒嶋委員

見立地区に行っていただいたんですけど、かわ

いそうじゃ、それこそ安心基金で何とかせにゃ

いかんというのが住民に対する知事の最初のコ

メントでありました。それとともに、今度の福

祉保健部の対応の仕方に私は疑問を持ったわけ

です。というのは、日之影町の見立地区は道路

が寸断されて、人がやっと県道の片隅を歩いて

しか上の集落には行けないような状態があった
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わけです。そのときに日之影町が、水道も断水

してどうにもならないから、飲料水を何とか手

配してほしいということを西臼杵支庁に言われ

たそうです。私は住民から聞いたんです。とこ

ろが、支庁は、預けの問題等で県に大変迷惑か

けているから、本課に、水のストックがあるの

を日之影町の住民の方が困っておるから出して

いいかということを相談したら、県のほうはそ

れはだめだと、西臼杵支庁にある飲料水は提供

しちゃだめだと。それで住民から私に、県の行

政はどうなっているのか、支庁に頼んでも、本

課が断ったから水も分けてもらえんらしいと。

断る理由が、災害救助法が適用されておらんか

ら水はやれませんというのが事務方の説明だっ

たと。支庁長に私はやかましく言った。「あん

たが独断でやればいいじゃないか」と言った

ら、支庁長は「預けやらで本課にも迷惑かけて

いるから、私の独断でというわけにはいきませ

ん」と。「水の預けぐらいは独断でできたん

じゃないか」と私は言ったんですけど、そうい

う状態で、今後とも災害救助法が適用されなけ

れば困っておる人のところに水もやれないと。

だれがやれないということは決めたんですか。

このことにつきまして○松原福祉保健課長

は、我々も、当時のどういういきさつがあった

のかというのは支庁長のほうにもいろいろ聞き

取りして事実確認をしたところでございます

が、まず１点としましては、最初、日之影町の

ほうで水が何とかならないかというような話が

西臼杵支庁に来ました。それについて本課のほ

うにも相談がありまして、その時点では、確か

に災害救助法が適用されていないというのもあ

るんですけれども、まずは日之影町のほうにＡ

コープとかございますので、そちらのほうで調

達できないだろうかということを検討してほし

いという話をさせていただきました。その後、

対応できないという連絡がございまして、それ

を受けて、救助法は適用になっておりませんの

で、費用負担について場合によっては日之影町

さんで見ていただくことになるかもしれません

が、支庁に確保している水を使っていただいて

結構ですというような連絡をさせていただいた

ところでございまして、そこのやりとりのとこ

ろで誤解が住民の方にあったのかなと思ってお

ります。いずれにしましても、災害につきまし

ては、まさに人命あるいは財産に影響があるも

のでございますので、今後ともいろいろな点で

迅速な対応を図っていきたいと思っておりま

す。

その場合は、あるものを出してや○緒嶋委員

るのが先です。災害救助法がどうこうじゃなく

て、費用負担は後で考えればいいことです。日

之影町という僻地の町村は、Ａコープに飲料水

がストックしてあるわけでも何でもないんだか

ら、少なくとも町村が県に相談したら、県が速

やかに対応を考えて、ストックがなきゃ別です

けれども、あるのを出せんというようなそうい

うこと自体が、10年前、20年前の行政の仕方

じゃないですか。少なくとも町村から要請が

あったものは、素直に、「わかりました。何と

かします」というのが先じゃないですか。Ａ

コープにはないですかなんの言うような行政そ

のものがおかしい。支庁を通してきたわけだか

ら、支庁にあるストックを出してやるという配

慮がなぜできなかったのか。住民からは、「県

の行政はどうなっておるか。我々には水も飲ま

せんとか」と私に言ってきたわけです。そうい

うような行政でいいのかどうかということを私

は問いたいんです。

今の水の問題は、確かに○宮本福祉保健部長
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支庁と私どものほうの課とのやりとりにそごが

あったんじゃないかと思います。緒嶋委員の言

われるように、経費負担の問題はありますけれ

ども、臨機応変な対応が必要だっただろうと思

います。私もいきさつをちゃんと細かくは聞い

ておりませんけれども、要するに、とりあえず

現場で調達ができないだろうかということと、

支庁のものを出すのは構わないんですが、

ひょっとして災害救助法適用にならんかった場

合には、備蓄というのは災害救助法に基づいて

やっていますので、最終的には日之影町に負担

してもらうことになるかもしれませんよという

ようなやりとりをやっていて時間を要したとい

うことで、そこのところでおっしゃるように急

な場合に対する対処の仕方というのが時間がか

かったかなと思っております。

それから、先ほどから各委員さんから出てい

ます基金の見直しにつきましても、９月の市町

村議会を一回通過して、それから市町村と本格

的にやろうということで、委員のほうからはそ

れじゃ遅いということでありますけれども、議

会明けには本格的に市町村と協議をしまして、

できるだけ早い時期に、課長のほうから８つ案

があると言いましたけれども、そのうちベスト

であろうというのを庁内で絞り込んで、庁内で

の合意は大体でき上がっておりますので、これ

を市町村のほうに提示して検討していただく

と。できるだけ早い時期に合意に達したいと

思っております。委員の皆さんの時間がかかり

過ぎじゃないかという御指摘はもっともだと思

いますが、もうしばらく待っていただきたいと

思います。

いろいろな意味で福祉保健部とい○緒嶋委員

うのは、健康とか安心とか県民生活に一番直結

した部なんです。そういう中で、日之影の水の

問題、水ぐらいで負担はどうしますかというの

は二の次で、少なくとも困っているから町村が

要請したのには、「わかりました。後のことは

また相談します」というその一言で進むと思う

んです。それが何回もやりとりして救助法が何

とかというのは、救助法は後でしか適用になら

んわけですから、台風が来ているうちに救助法

というのは一つのルールからいってできんわけ

だから、スピード感を持って県民生活をどうす

るかという、そういうのを一番やらにゃいかん

部であると私は思っている。命にかかわるわけ

だから。それが何でそう手間が要るのか。そう

いう点では、危機管理というのが今一番のマ

ニュアルです。そのマニュアルすらできてない

のかなと。少なくとも市町村が要請したら、行

政の県としてそれはすぐに対応できる、そうい

うようなシステムをつくっておかにゃいかんの

じゃないか。一々、課長、部長に相談せにゃ何

ともなりませんじゃなくて、こういうときはこ

ういうシステムで早くやれるという、そういう

システムはできんわけですかね。飲料水やその

ほかの食料品を含めて危機管理のシステム。あ

くまでも災害救助法を盾に物を進めるのかどう

か。その後の費用区分は別にして、市町村から

少なくとも要請があれば、すぐそれに対応する

というようなシステムはできないものかなと思

うんです。一々相談して、Ａコープにはないで

すかとか何とか言う前に、そういうシステムで

やって、後の費用区分は次に考えるというよう

なそういうものを部内で議論はできんかなと思

うんです。担当も困るわけです。判断ができな

い。上司に相談していれば対応がおくれるとい

うことになるわけです。どうですか、そのあた

りのことは。

マニュアルという点につ○松原福祉保健課長
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きましては、災害救助法の関係につきまして

は、これまでも何回も経験しておりますし、後

は市町村さんに対しても毎年説明会を開くなど

して周知を図っているところでございますが、

救助法が適用にならないような場合の対応のあ

り方につきましては、今回の事例等も踏まえま

して、課内で検討したいと思います。

ぜひお願いします。我々にそうい○緒嶋委員

うことで相談が来ること自体がおかしい。「県

会議員に相談せにゃどうにもならんちゃろか。

支庁ではどうにもならんのか」と言われること

自体が情けない。命にかかわることについて

は、我々に相談が来る来ないは別にして、県が

安心・安全の前提のもとにそういう疑いを持た

れるような行動をとること自体がおかしい。

我々がどうこうじゃなくて、皆さんで県民生活

を守るためにはどうなければならんかというこ

とを考えにゃ、仕組みがそうで災害救助法が適

用されておりませんからだめですというような

決まり文句では行政は進まない時代が来たと思

う。その配慮、思いやりというか、そういうも

のがあって政治だと思うんです。そのあたりを

十分、部長以下考えて、県民から見てなるほど

と、県のおかげで我々も助かりましたと感謝さ

れるような行政でないと、反発を買うような行

政というのは、今、はやらんと私は思いますの

で、十分その点は考えてシステムづくりをやっ

てほしい。これは今度に限らんで、来年、こと

しでもですが、わからんですよ。災害救助法が

適用にならんからだめですと、またそういうこ

とを言うようなことではいかんというふうに思

いますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、その他の事項につき○十屋委員長

ましては、これで終わりたいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時31分休憩

午前11時34分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

不適正な事務処理について説明をお願いいた

します。

それでは、不適正な事務○松原福祉保健課長

処理に関する福祉保健部の調査結果について御

説明いたします。

お手元の「生活福祉常任委員会資料（不適正

な事務処理に係る調査結果）福祉保健部」に基

づきまして御説明いたします。まず、１ページ

の１の総括表の（１）の預けの状況についてで

あります。部内で預けを行っていた所属は17所

属でありました。平成14年度当初の預け残高は

約586万円、14年度以降の新たな預け入れ金額は

約3,370万円で、預けの総額は、ＡプラスＢの欄

にありますように、約3,956万円となっておりま

す。なお、現在残高は約219万円となっておりま

す。

次に、（２）の書きかえの状況についてであ

ります。書きかえは、発注した物品以外の物品

を納入させるもので、主として消耗品等の名目

で備品を購入することを目的に行われたもので

あります。書きかえを行っていた所属は８所属

であり、このうち、書きかえのみを行っていた

のは１所属、預けもあわせて行っていたのが７

所属であります。また、平成14年度以降の書き

かえの総額は約3,074万円となっております。

次に、（３）の不適正な現金等の状況につい

てであります。これにつきましては、６所属か

ら10件の報告があり、ＡプラスＢの欄にありま

すように、現金総額は約145万円で、現在高は

約41万円となっております。

次に、２ページをごらんください。２の預け
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の状況についてであります。（１）所属別内訳

につきましては表のとおりですが、事業者業種

を見ていただきますと、ＯＡ機器、医薬品、文

具・事務機器等であり、業務上必要な消耗品、

医薬品、備品等を購入するために預けを行って

いたということであります。表の中ほどの預け

総額を見ていただきますと、高崎食肉衛生検査

所が最も多く、約1,428万円で、続いて小林食肉

衛生検査所が約646万円となっております。

次に、３ページの（２）主な使途等をごらん

ください。高額の備品につきましては、写真と

あわせて説明させていただきます。福祉保健部

で最も高額な備品は、高崎食肉衛生検査所のパ

ソコン機器システム一式の167万5,000円であり

ます。写真につきましては、お手元にカラーコ

ピーを配付させていただいておりますが、１

ページ目の預けの①が現物になります。これ

は、パソコン５台とプリンター、プロジェク

ター、デジカメで、５つの食肉衛生検査所用に

高崎食肉でまとめて購入したものであります。

これは、衛生管理指導主幹による処理場の査察

結果データの集計、協議用に購入しておりま

す。こうした事務処理は、食肉衛生検査所には

獣医師しかおらず、高額な備品は購入までに時

間がかかるため、簡単で便利な購入方法として

行われていたということであります。次に高額

な備品は小林食肉のフリーズ超低温槽の112

万3,500円であります。写真は預けの②です。こ

れは、検査用検体や細菌等の菌株保存のため購

入したものでございます。その次は小林食肉の

高速冷却遠心機の57万7,500円であります。写真

は預けの③です。これは、ＢＳＥ検査において

一定温度で検査材料を遠心分離するために購入

したものでございます。次に保健所等の医療用

消耗品についてであります。例えば３ページの

表の中央保健所の主な使途に医療用消耗品とあ

りますが、これは、平成17年度末に新型インフ

ルエンザ対策のために健康増進課が全保健所と

衛生環境研究所に対し、マスク、手袋等の購入

経費として予算を令達した結果、生じたもので

あります。具体的には各保健所がマスク等の発

注を年度末に行いましたが、業者は受注時には

通常販売価格で見積もり請求等を行ったのに対

し、納入時には値引き価格で販売したため、結

果としてその差額が業者への預けとなってし

まったものであります。

次に、常任委員会資料の４ページの３の書き

かえの状況をごらんください。書きかえ総額を

見ますと、都農食肉衛生検査所の約1,231万円が

最も多く、続いて都城食肉衛生検査所の約920万

円となっております。書きかえの中で最も高額

な備品は、都農食肉の理化学パソコンシステム

５セットの207万9,000円であります。写真につ

きましては、３枚目の書きかえの①でございま

す。これは、理化学検査データの集計、協議用

に５検査所分をまとめて購入したものでありま

す。次に高額な備品は、都農食肉のパソコン、

プロジェクター２台、スクリーンの136万3,950

円であります。写真は書きかえの②です。これ

は、屠畜場や食鳥処理場で実施している衛生管

理部会や衛生講習会等で使用するために購入し

たものであります。その次が日向食肉の組織・

細胞破砕機の84万円です。写真は書きかえの③

です。これは、ＢＳＥ検査において検査材料を

破砕するために購入したものであります。

次に、資料の５ページの４の不適正な現金等

の状況をごらんください。現金等総額で最も高

額であったのは、県立こども療育センターの実

習生の謝礼関係で61万8,289円であります。これ

は実習生の実習謝礼金を歳入として受け入れ
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ず、通帳で管理していたもので、トランポリン

や屋外テントの購入など児童の処遇に必要な経

費に充てていたものであります。次に高額なも

のは、県立みやざき学園の小口現金の28万9,085

円であります。これは、視察の謝礼や寄附金等

を歳入として受け入れずに現金で管理していた

ものでございまして、卒園祝いの園外活動費用

など児童の処遇に必要な経費に充てていたもの

であります。

次に、資料の６ページをお開きください。５

の使途の状況についてであります。（１）預け

につきましては、預けを行っていた17所属のう

ち、６所属の支出が不適正な支出とされており

ます。その中で１の公務に関係した使途である

が、正規の予算執行が可能な範囲を逸脱等と考

えられる使途が、小林保健所など３所属で合

計34万2,210円であります。また、２の公務に関

連した使途であるが、職場の親睦会等で負担す

べき内容の使途が、日南保健所など５所属で計

７万8,276円であります。なお、３の公務に関連

した使途であるが、不適切の程度が著しいもの

はございませんでした。また、書きかえ、不適

正な現金には不適正な支出はありませんので、

７ページ、８ページの資料は説明を省略させて

いただきます。

次に、９ページをごらんください。６の不適

切な支出の具体的な内容についてであります。

正規から逸脱したものとして小林保健所の図書

カード30万円があります。これは、書籍を購入

する目的で購入いたしましたが、その後、使用

されず、現品がそのまま保管されていたという

ものであります。次に、職場の親睦会などで負

担すべきものとして、高千穂保健所のタクシー

代4,880円であります。これは、職場の親睦会行

事における会食会場までの職員の送迎に利用し

たもので往復８台分であります。

説明は以上であります。

それでは、質疑に移りたいと思○十屋委員長

います。質疑はございませんか。

説明の中でもう少しお聞きしたい○図師委員

のが、資料の３ページの主な使途等の説明の中

に、預けの配分を受けた状況という欄が設けて

あります。これは中間報告等の資料ではなかっ

た項目だと理解しているんですが、南那珂農林

振興局等々は福祉保健部の管轄ではないところ

から預けのお金が回ってきていますが、これは

代表質問でも取り上げた内容ですが、肩がわり

という手法として理解していいですか。

例えば南那珂農林振興局○松原福祉保健課長

に対して日南保健所が机を買ってくれというよ

うな形で机が納入されるというのがいわゆる肩

がわりというものだと考えておりますが、こち

らの事案につきましては、あくまでも南那珂農

林振興局の預け等の配分、現金の配分を受けた

ということでございまして、要は、業者のほう

に預けられている南那珂農林振興局のお金がそ

のまま日南保健所のほうに、こちらの額分、日

南保健所分という形で業者のほうで管理される

という案件でございまして、肩がわりというよ

りは報告書等では預けの配分という形で定義づ

けされているものでございます。

定義づけはどうでもいいんです。○図師委員

管轄外の部署から流用を受けているという手法

の説明は、長崎の例で言えば肩がわりというふ

うに定義づけされているんです。定義づけはど

うでもいいんですけど、要は、こういう他部署

からも預けが回ってきているという環境があっ

たということなんですけど、その際、他部署か

らの預けでも、例えば担当課の課長なり課長補

佐あたりの方々が預けの流用を認めた上で物品
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なり金銭なりのやりとりがされていたのかどう

か、教えてください。

基本的には担当者の間で○松原福祉保健課長

こうしたやりとりは行われていたというふうに

報告を受けております。

今の説明ですと、管理職の方々は○図師委員

一切関知してなくて、一般事務レベルで、例え

ば庶務係の方が今年度机が足りないからそっち

のほうからお金なり物品回してもらえんかと、

そのやりとりだけで流用がされていたと理解し

ていいですか。

基本的にはそういうこと○松原福祉保健課長

でございますが、その場合も所属長については

管理監督責任は当然発生いたします。

ということは、事務レベルでのや○図師委員

りとりがあった後に、預けの流用については課

長なり課長補佐には年度末なりある程度の間隔

で報告だけ行われていたと理解していいです

か。

そのような報告もなされ○松原福祉保健課長

ていなかったというふうに聞いております。

そういうような管理体制がとれな○図師委員

いまま、そのままで課長なり課長補佐だけが処

分の対象となるのは非常に心苦しいと思うんで

すけど、厳正なる処分を行っていただきたいと

思います。

あわせて物品の内容ですが、これは課が違い

ますけど、農政水産部のほうでシュレッダー

が50万ぐらいで購入されているのがあるんで

す。説明も受けましたが、福祉保健部について

も都農食肉衛生検査所ではシュレッダーが15万

を超えているものがあるんですね。これあたり

とか、やはり都農のほうなんですが、これは書

きかえの部分でパソコンシステム５セットは理

解するにしても、パソコンのプロジェクター、

スクリーン、説明では２台分で136万3,000円

云々という話でしたが、このあたりは市場価格

との価格差がどれくらいあるのか。ちなみに、

地域生活部のほうでは市場価格から２割から３

割減で購入はして、またその確認もとっている

ということなんですが、このあたりの金額は市

場価格との調査されてみましたか。

出先機関といたしまして○川畑衛生管理課長

食肉衛生検査所が県内に５カ所ございます。今

回５カ所の検査所におきまして、５年間で総

額5,000万円を超える不適正な事務処理があった

ということでございます。私、強い責任を感じ

ております。まことに申しわけございませんで

した。心から深くおわびを申し上げたいと思い

ます。

書きかえによるパソコン、プロジェクター、

スクリーンの内訳でございますが、プロジェク

ターを２台買ったというのは、うちの検査所の

ほう、都農のほうにおきましては、屠畜場が１

カ所、ブロイラーなんかを処理する大規模食鳥

処理場４カ所抱えております。Ｏ－157に始まり

まして、衛生的な処理というのが非常に重要視

されるようになったということで、衛生管理指

導主幹というのを各検査所に１名ずつの５名置

いております。そういったことで衛生管理部会

という部会をそれぞれ処理場が立ち上げており

ます。

そこで、食肉衛生検査所の役目といたしまし

ては、作業が始まる前に衛生点検等いたしま

す。そういったことでまずハード面とかソフト

面、清掃がうまくいっているかどうか、そう

いったのをチェックしまして、不適事項をデジ

カメ等でおさめて、責任者の皆さんあるいはま

た全体の職員の方に集まっていただいて映写し

て、このようなところは改善してくださいと
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いったような衛生部会を毎月１回５カ所行って

おります。それが60回になります。そういった

こと、それから、全員集めての部会、それから

出荷者協議会なんかで頼まれた場合の講演と

か、そういったことで衛生的な形で使っており

ます。プロジェクター２台ということで１台で

いいじゃないかということになりますけれど

も、時たま重なる場合において２台あったほう

が便利かなという安易な選択で２台買ったとい

うことでございます。この値段につきまして

は、調べたところ、定価の84％程度で買ってお

るということがわかりました。

写真にある卓球台か何かの上に載○図師委員

せられている品物が１台70万弱ぐらいする品物

で、それが市場価格の84％程度で購入されてい

ると理解してよろしいですね。

これは卓球台の上に載っ○川畑衛生管理課長

ていて非常にわかりづらいんですけれども、プ

ロジェクターが２台ございます。１台がはっき

り写っておりませんけれども、小型のやつと大

き目のやつがございます。それと手前のほうに

長い棒みたいなのが見えると思うんですが、こ

れが持ち運びには一つの棒になっていまして、

会場に持っていって組み立ててスクリーンにす

るというやつでございます。それとパソコンが

一番右に写っております。

同じく衛生検査所関係ですが、先○丸山委員

ほどの説明で予算的に複雑だから購入がしづら

いという説明があって、簡単に購入がしやすい

預けとか書きかえを使われたということなんで

すが、宮崎県は畜産のみならず、衛生管理を

しっかりしないと、安心・安全を重要視、消費

者が見ているものですから、恐らくこのような

ものは５年なりすると多分壊れたりとか再購入

をしなくちゃいけないということになってくる

と思うんですが、しっかりした体制をしない

と、この機器がないと恐らく検査体制はうまく

機能していかないというふうに思っているんで

すが、恐らく特殊な機械が多いというような気

がするんです。その辺をどういうふうに考えて

いらっしゃるか、お伺いしたいと思うんです

が。

御承知のとおり、ＢＳＥ○川畑衛生管理課長

というのが平成13年９月に我が国で１号目が発

生いたしました。ちょうど１カ月後の10月18日

から全国一斉でＢＳＥ検査をしようということ

で始まっております。すべての牛、子牛も含め

まして全頭検査しております。そのときに検査

のキットは、国のほうが10分の10ということで

ございます。あとの備品等につきましても国の

補助があったんですが、すべてではなくて、そ

のときに５カ所検査所がございますけれども、

入札して、大体600万ちょっとぐらいがＢＳＥ検

査する一式の金額だったと思います。それです

べて１台ずつは入れてもらったんですが、毎日

使うものですからどうしても故障がちになる。

故障しますとその時間できないわけですから、

牛肉はストップするということで、その時点で

本課のほうで、故障を見越して複数台を購入し

ておけばこういったことも、全部とは言いませ

んけれども、かなりの額は抑えられたかなと

思っております。そういった形で、そういった

適正な処理をせずに、現場の段階で一番困るの

は食肉業界、生産者ということで、故障しても

すぐ代替の機械で検査ができるという形にいっ

て安易に買ってしまって、そういった結果に

なっています。

今後もそういったことが可能性が○丸山委員

あるわけですね。予算的にしっかりできるとい

うのがないと、生産者側の意見を聞くと今後ど
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うなるんでしょうかというのがあるものですか

ら、改善策をちゃんとうまく出してもらって、

確かに不適正な事務処理ではあったと、今後も

安全に検査はできる、安定的に検査できるとい

う体制をその辺まで含めて説明をいただくとあ

りがたいんですけど。

今、丸山委員のおっ○川畑衛生管理課長

しゃったとおり、私たちはそこのところが一番

困っております。したがいまして、備品という

機械ですから、入札という形をとりますと、相

当事務的な流れが複雑、そして時間がかかりま

す。そういったことをしていたら検査はおぼつ

かないということになります。したがいまし

て、そういった実態を見越して余裕のある形で

配置していただく方法、それともし故障があっ

た場合に、すぐ本課に連絡して短時間のうちに

配置できるという体制、予算の流用といいます

か、一定額をストックしていただいていつでも

機器が買えるとかいう体制がとれるといいかな

と思っています。

そういった形で安心して検査体制○丸山委員

ができないと生産者また食肉業界等も困ります

ので、しっかりとした体制を……。不適正な処

理がまずいのは十分わかっていますので、宮崎

県は畜産が主軸である、特に食肉製品、これが

とまると大打撃というふうに思っておりますの

で、財政課等もまた福祉保健部全体でもその辺

はうまく機能できるような体制をお願いしたい

と思います。

丸山委員の御質問につい○松原福祉保健課長

ての補足でございますが、その辺、今回の最終

報告書の中でも迅速な予算執行への対応を20年

４月からということで、例えばあらかじめ各部

局の連絡調整課に一定の予算を調整事務費とし

て配分しておくプールシステムの導入、あるい

は同一目内の節間における予算流用について手

続を簡略化する、こういったことも報告書の中

にうたわれておりますので、こういったものの

活用も含めて、迅速な食肉の衛生の対応がとれ

るように努力していきたいと考えております。

今、御報告を受けて、資料も見○前屋敷委員

せていただいたんですけど、いずれも食肉衛生

検査所であったり、やはり専門性が高い部署で

預けとか書きかえで購入をした備品についても

必要なものじゃないかというふうに思うんで

す。そうじゃないものもあるかなというふうに

も思うんですけど、しかし、今言ったＢＳＥの

対応の問題であるとか、遠心分離器であると

か、現場で働く皆さん、また県民にとっては高

額な備品で必要なものだというふうにおおむね

思います。しかし、今まで出されましたよう

に、予算の執行上不適切であったということは

否めないわけですけれども、そしてまた、預け

で予算が回ってきた、そして高額な品物がその

部署に購入された、そういうものを所属長含め

て責任者が、予算化されてない備品が入ってき

たものに対してそのまま見過ごしてきたという

ことはやはりどうかと、許せないことだなとい

うふうに私は思うんです。予算執行上のシステ

ムの改善が必要だというふうに思います。いろ

んな緊急性を伴うこともこれから発生するわけ

で、そういった補正予算を組むことも必要です

し、また一定の余力のある、なかなかないんで

すけれども、そういうことに対して一定流用で

きるような予算の組み方であるとか、また消耗

費などで予算を組んでいて多額のお金が残ると

いうことがこの預けなどにつながったわけで、

やはり的確な予算措置、配分、そういうものを

再度見直していかなければならない問題じゃな

いかというふうに思っているところです。責任
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ある部署に対するそういった方々の問題である

とか、公金に対する意識の問題であるとか、そ

して予算執行上のシステム上の課題であると

か、そういったものも今、検討されていること

もお伺いいたしましたけれども、そこをやはり

この際徹底して精査をしていくという立場で全

庁的な取り組みで進めていただきたいというふ

うに思います。これは要望でぜひお願いしたい

と思っています。

ほか、ございませんでしょう○十屋委員長

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって福祉保○十屋委員長

健部を終了いたします。執行部の皆様には御苦

労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後０時５分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、本日13

時30分としたいのですが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○十屋委員長

します。

そのほか何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上で○十屋委員長

終了いたします。

午後０時５分休憩

午後１時32分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

まず、継続審査となりました議案第14号「公

営企業会計決算の認定について」以外の議案に

ついて、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

それでは、一括して採決いたし○十屋委員長

ます。

議案第１号、第12号、第17号及び第18号につ

いて、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、○十屋委員長

議案第１号、第12号、第17号及び第18号につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。

請願第３号の取り扱いはいかがいたしましょ

うか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

請願第３号について採決との意○十屋委員長

見がございましたので、お諮りしたいと思いま

す。

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

請願第３号について採択すべき○十屋委員長

ものとすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって請願第３号は○十屋委員長

採択することに決定いたしました。

ただいま請願第３号が採択となりましたが、

当請願は意見書の提出を求める請願であります

ので、お手元に今配付の「割賦販売法の改正を

求める意見書（案）」について、何か御意見は

ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。○十屋委員長

意見書案につきましては、配付の案文のとお

り、当委員会発議とすることに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ございませんので、その○十屋委員長

ように決定いたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関

する調査」につきましては、継続審査といたし

たいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この○十屋委員長

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として特に御要望はあり

ませんでしょうか。

議案に対しては特にないんです○図師委員

が、先ほど緒嶋委員からも徳重委員からも出た

基金の件の申し入れといますか、要望をきっち

りいただくことと、裏金の件をこれも申し入れ

といいますか、もちろん今までの経緯も含めて

ですが、これからの管理体制をしっかりする旨

の報告をいただければと思います。

裏金に関しては、不適正な処理○丸山委員

は、これをしっかりやってほしいということな

んですが、先ほど話をさせてもらったんです

が、食肉衛生検査所のほうは特殊な機械であっ

たりとかして、しかしこれがもしとまった場合

には関連業界に対する影響も多いということで

すので、予算のシステムが、言葉ではああいう

言葉を言ったんですが、本当に実現可能なのか

どうかというのをしっかりやってほしいという

ことは言っていただきたいと思っています。言

葉はきれいに、ちゃんと予算措置をするとか流

用を簡単にしたいとかいう話ですけど、財源が

しっかりちゃんと回れるようにしてほしいと。

先ほども聞いたんですけど、予○前屋敷委員

算の組み方をもう少ししっかりやらないと、あ

るところは余って、それが預けにつながってい

くわけだから、本当に必要なものがそこそこの

部署で予算化されないというところに一つ問題

があるわけで、本当に必要なものはきっちり予

算化し、無駄なところはちゃんと見直して精査

をするというような正常な流れに持っていくと

いうところを強調していただきたいと思いま

す。

それでは、安心基金についての○十屋委員長

要望と裏金の問題、それは今後の管理、それか

ら予算をしっかり確保すること、予算の組み方

について……。

災害基金ですけれども、これは年○徳重委員

度内に決めるんだったら、やっぱり遡及体制ま

で確立しなければ、これからだという理屈はお

かしいんじゃないかと思うんです。知事が就任

されて新年度から遡及するという形でないと、

もし決まればのことですけれども、前向きにな

るだろうと思いますので、そこまで考えてつく

れという要望を入れてください。

執行部と町村だけでいいのか、○緒嶋委員

我々の議会の関与はどこまであっていいのかと

いうのも、向こうが決めたら、そうですかと、

我々として納得するものじゃないといかんわけ

です。そこ辺では事前に我々にも相談をしても

らわにゃ、意見も自由に言えんうちに決まりま

した、こうなりましたでいいのかということで

す。議会の我々の関与というか、権能の中で

我々の意見が本当に組み入れられているかどう
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か、我々もそこ辺まで監視するというといかん

けど、我々の思いが伝わっているかどうか、事

前に相談してほしいということを一言つけ加え

ておいたほうがいいんじゃないか。執行部と町

村で決めました、こうなりましたと。我々は何

もできんかったのかと。我々の思いが、本当に

それに対して頑張りましたというものがあれば

いいけど、そこ辺は今のところ見えてこんわけ

です。８案ぐらいありますというだけです。

我々にも事前にあればいいけど、それはまた委

員長が、そこ辺は報告じゃなくてもそういうこ

とは一回決定する前に我々委員会にも内容を知

らせてほしい。そういう機会があっていいん

じゃないかと思うんです。

暫時休憩いたします。○十屋委員長

午後１時40分休憩

午後１時43分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

ほかございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、委員長報告につきま○十屋委員長

しては、ただいまの御意見等を参考にしなが

ら、正副委員長に御一任いただくということで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたした○十屋委員長

いと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時43分休憩

午後１時51分再開

委員会を再開します。○十屋委員長

10月29日の閉会中の委員会の内容につきまし

ては、正副委員長に一任させていただきたいと

思います。よろしいでしょうか。

先ほど言った現地の半日でできる○図師委員

ような視察をどこか入れていただきたいと思う

んですが、私、今、見ている中では、市内近郊

で言うならば中央福祉センターとか中央保健所

ぐらいしかないかなと。後になると都農なり日

南なりになりますので、半日では難しいでしょ

うから、そのあたりの現地視察もぜひ入れてい

ただきたいと思います。

図師委員のほうから半日の裏金○十屋委員長

についての調査というお話がありましたが、い

かがいたしましょうか。29日が前提ということ

です。

11月議会の決算審査があるわけ○緒嶋委員

で、そのときでも組めるということで方法はあ

ると思うんです。今度とれれば別ですけれど

も、預けについては指摘だけは言われたとおり

しておけば、決算審査のときに実際そういうと

ころを……。

ほか、皆さん御意見は。○十屋委員長

日程がとれれば行ってもいいと思○新見委員

うんですけれども。

時間的に可能であれば、実際見○前屋敷委員

たほうがリアルに受けとめられるかなとは思い

ます。

今度の日程がとれんときには緒嶋○髙橋委員

委員がおっしゃったような11月のときでもいい

んじゃないでしょうか。

どうしても見らにゃならんという○緒嶋委員

あれでもない。決算報告書で指摘しながら、認

定するかせんかという問題になってくると思

う。

それでは、日程等を調整、検討○十屋委員長

させていただきながら、正副委員長のほうで協

議させていただきたい、そのように思っており
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。

そのほかございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、何もないようであり○十屋委員長

ますので、以上で委員会を終了いたします。ど

うもお疲れさまでした。

午後１時54分閉会




